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今一度，技工学会のことを考えてみよう

一般社団法人 日本歯科技工学会
副会長　石川　功和

　いまだに新型コロナウイルスによるパンデミックは終息の兆しが見えない状況にある．
　思い起こせば，日本国内で初の新型コロナウイルス陽性感染者が確認されたのは 2020年 1月 16日であっ
た．それ以降日常生活が劇的に変化してきた．外出，外食，移動も極力控え外出にはマスクが必需品となり，
人類の祭典ともいうべきオリンピックまで延期された．こんな世の中を誰が想像していただろうか．
　歯科界においてもさまざまな影響があった．高齢者が外出を控えたため義歯の来院患者の減少，在宅勤務に
よりビジネス街の患者数が激減．また研修会，セミナー，各種催し，デンタルショーなどが中止，もしくは開
催形式を対面形式からオンラインに変更しての開催となった．確かにオンラインによる開催は移動時間もな
く，それぞれの持ち場からでも出先からでも気軽に参加できるという利点がある．これらの利点を取り入れ研
修会のみならず会議においてもやはりオンラインが主流になっている．
　そのような状況になりつつある中，果たしてコロナ感染症が収束した時は研修会，会議がどのような形式の
開催が主となっていくのだろうか．本来の感染予防としての移動の制限ではなく，移動の手間を惜しむが故の
オンライン開催となることは避けたいものである．人間は言葉のみでコミュニケーションするわけではないら
しい．相手の目の動き，表情，声のトーンなどで会話をしているようである．今はとりあえずとしてオンライ
ンによる開催が主流となっているが，今後の課題としてはオンライン形式が対面と同程度の効果を上げるため
の工夫が必要なようである．
　新型コロナウイルスによる感染症は人類全体にかかわることであるが，歯科界においても新型コロナウイル
スにも匹敵する大きな変化，波が起きてきている．デジタルの導入である．そしてこのアナログからデジタル
への変化はただ単に作業ツールのエバンスがマウスに代わったのみならず，働き方，物流などに至るまでのす
べてが変わった．
　そして今デジタルが普及，浸透しつつある中，研修会のテーマも「デジタルって何？」「デジタルを導入す
るには？」など導入・初心者向けの研修会から，「デジタルの活用」「デジタルの今後」など，すでに整備をし
たデジタル環境をどう生かすかなどのテーマもみられようになってきている．技工作業においてアナログ作業
がなくなることはないが，デジタルが標準装備となり前提となりつつある．
　日本歯科技工学会においてはそんなデジタル技術についての発信も必要だが，最先端のトピックスに偏るこ
となく従来のアナログ技術についても発信していかなければならない．まだまだ歯科技工はアナログ技術に支
えられている部分がある．世のはやり，流行に惑わされることなく真摯に歯科技工に向き合い，従来のアナロ
グとデジタルの融合を心掛け，より良い補綴物を提供する気概を持ち続けたい．
　そして学会としては技術だけでなくあくまでも歯科医療の範疇を忘れることなく，医療倫理，さらには歯科
技工業の在り方についても論じる場でありたい．
　ややもすると歯科技工は技術偏重になりがちであるが，われわれ歯科技工士は歯科医療の一端を担い患者，
国民により良い医療を提供することが求められている．その証拠に歯科技工法という法律で身分を保証され，
業として規定されている．歯科技工に携わる者としては技術の研鑽もさることながら資質の向上にも努め，医
療従事者としての意識を持ち続けるべきであろう．日本歯科技工学会としては歯科技工業をさらに発展させる
ために，産学官を巻き込む大きな場を提供できるよう心掛けたい．
　一般社団法人 日本歯科技工学会は学術大会の時だけの活動ではなく 365日，常に歯科技工を考える場とし
て存在している．これから歯科技工を志し継承していく者たちのために今一度，日本歯科技工学会の在り方，
存在価値について皆さんで考えていただきたい．
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学生の理解力に関する自己評価と成績の関連
藤田　　暁　　中塚美智子　　首藤　崇裕　　柿本　和俊

The relation between students’ self-assessments of their understanding and their scores

FUJITA Satoshi, NAKATSUKA Michiko, SHUTO Takahiro, KAKIMOTO Kazutoshi

　学生の講義理解度自己評価と成績の関連について検討した．2017年度から 2019年度に大阪歯科大学医療保健
学部で口腔組織・発生学を受講した第 1学年の学生 234名を対象とした．小テスト，講義理解度自己評価，講義
振り返り評価，スケッチ，本試験の成績についてクラスター分析を行って解析し，学生を成績傾向別に分類し
た．小テストと本試験の間に強い正の相関がみられ，講義理解度自己評価は他のどの項目とも弱い正の相関がみ
られた．学生は自己評価および成績別に 4つのグループに分類された．小テストおよび本試験の成績が上位のグ
ループは講義理解度自己評価と成績の間の差が小さかったが，小テストおよび本試験の成績が下位のグループは
講義理解度自己評価と成績の間の差が大きかった．学生自身の理解力に対する自己評価と成績には関連があり，
学生自身が適切に自己評価を行えるよう教育する必要があると示唆される．

キーワード：振り返り，講義理解度，自己評価，成績，クラスター分析

　This study examined the relationship between students’ self-assessments of their level of understanding of lec-
tures and their scores on tests. The study targeted 234 first-year students who attended lectures on oral histology 

and embryology in the Osaka Dental University Faculty of Health Sciences between 2017 and 2019. Self-assess-
ments of level of understanding of lectures, assessments of post-lecture reflection reports, and scores in mini-tests, 

sketches, and final exams were analyzed using cluster analysis, and the students were categorized on the basis of 

their performance. A strong positive correlation was observed between score on mini-tests and final exams, and a 

weak positive correlation was observed between self-assessment of level of understanding of lectures and all other 

variables. The students were categorized into four groups according to their self-assessments and performance. In 

the group with the highest score in mini-tests and final exams, the difference between self-assessment of under-
standing and performance was small；in the group with the lowest score in mini-tests and final exams, the differ-
ence between self-assessment of understanding and performance was great. This suggests that students’ self-as-
sessment of their own understanding is tied to their performance and that it is necessary to teach students to 

perform self-assessment appropriately.

Key words：reflection，understanding，self-assessment，score，cluster analysis

大阪歯科大学医療保健学部口腔工学科
2021年 8月 15日受付　　2021年 11月 2日受理

A．緒　　言

　大学教育において重要とされている「振り返り
（ reflection）」について，近年さまざまな視点からその
手法や効果について検討されている1～6）．
　溝上はアクティブ・ラーニングを「学生の自らの思考
を促す能動的な学習」と定義し，その効果を高める工夫

として，教員のフィードバックや他の学生同士の質疑応
答を通して学生自身が振り返りを行う仕組みなどを挙げ
た．他者の視点を強化することにより自分の思考を相対
化させることができると述べている1）．小野田らはリア
クションペーパーに着目し，学生の匿名性が保証され，
人目を気にせず質問などを記入し，教員が確認できるこ
となどから有用だと報告している2）．さらに石原らは，
認知欲求が高まるのは授業後にフィードバックと振り返

教　　育
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り」は講義を学生自身で振り返り，その講義での重要事
項などをまとめる．担当教員は重要事項について理解で
きているか，振り返ってわからなかったところを把握し
ているか，わからなかった点についてどのように理解し
ようとしたかについて，10点満点で評価を行った．
　振り返りに記入する学生の講義理解度自己評価は，
「1：理解した」から「5：ほとんど理解していない」の

5段階で，学生自身が記入した．自己評価は振り返りの
評価には含めなかった．
　小テストは毎講義開始時に 10分間，その前の講義内
容について出題した．スケッチは組織像を観察し，ス
ケッチ後組織像に名称を記入して提出させ，10点満点
で採点した．本試験は 15コマ終了後に 70点満点で実施
した．

3．データ分析
a．単純集計
　234名から得られた 5項目のデータについて単純集計
を実施した．

りを行う方で，特に振り返りを具体的に記述できる方が
より高まっていたと指摘している3）．
　Kolbは，具体的な経験の後内省的な観察を行い，抽
象的な概念化を経て能動的な試みにつながるという経験
学習モデルを提示した4）．和栗は Kolbが提唱した経験
学習モデルにおいて，振り返りが必須になると述べてい
る5）．また，和栗はMoonが示した振り返りの役割とし
て，「知的な余地を与える」，「学びの当事者であるとい
う意識を高める」，「メタ認知を促す」ことを挙げてい
る5，6）．
　これらの振り返りの作業を通し，学生は自ら学び続け
る力を持つことが期待されるが，Moonが示したメタ認
知がうまく促されないと自分の理解度を適切に認識でき
ず，振り返りが意味をなさないことも考えられる．
　われわれは学生自身が講義内容への理解を深めるとと
もに，教員も学生の理解度を把握し，早期にフィード
バックするべく，講義において振り返りを活用してい
る．振り返りには講義理解度自己評価の記入を求めてい
るが，毎年成績不良者の講義理解度自己評価が高値を示
すといった現象がみられる．当初は学生が適切に振り返
りや自己評価を行っていないことが原因だと考えていた
が，適切に行っている学生でも講義内容の理解に苦し
み，成績不良になるケースが散見されることから，その
ような学生への対応について検討をする必要があるので
はないかと考えた．
　本研究では学生が効果的に，かつ適切に講義内容を理
解し，学び続ける力を持てるようになる方策を考える前
提として，学生の講義理解度に関する自己評価と成績の
関連について検討した．

B．研究方法（材料と方法）

1．対象
　2017年度から 2019年度に大阪歯科大学医療保健学部
で口腔組織・発生学を受講した第 1学年の学生 234名を
対象とした．

2．方法
　口腔組織・発生学の毎講義時に行う小テスト得点（20

点満点），毎講義終了後の講義理解度自己評価（5段
階），講義振り返り評価（10点満点），組織像のスケッ
チ得点（10点満点），本試験得点（70点満点）の 5項目
の成績データを用いた．
　大阪歯科大学医療保健学部では，口腔組織・発生学講
義を 1年後期に 15コマ（1コマ 90分）開講している．
毎講義終了後 1週間以内に振り返り（リフレクション
ペーパー）の提出を義務付けている（図 1）．「振り返

図 1　振り返り（リフレクションペーパー）
　毎講義終了後に講義で学んだことやわからなかったこ
となどを自由に記載．
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b．相関関係分析
　得られた回答データを標準化した後7），有意水準 5％
において 5項目間における相関関係分析を行った8～12）．
c．クラスター分析

　本研究では，データ群を数学的に類似しているもの同
士に分類する凝集型階層クラスター分析を用いた13）．
データを標準化した後，有意水準 5％において分析を
行った．クラスター間の距離は標準化ユークリッド距離
を用い，結合方法はウォード法を用いた．
d．クラスター間の差の検定

　クラスター間に差があるかどうかを判断するため，本
研究では一元配置分散分析（one-way ANOVA），また
はクラスカル・ウォリス検定（Kruskal-Wallis test）を
用いた14，15）．一元配置分散分析はデータが正規分布に従
う場合に，クラスカル・ウォリス検定は正規分布に従わ
ない場合に用いた．
e．統計処理
　取得したデータの処理は，エクセル統計（BellCurve 

for Excel）（株式会社社会情報サービス）を用いて実施
した．

4．倫理的配慮
　本研究はヘルシンキ宣言（1964年採択）を遵守して
行った．本研究は大阪歯科大学医の倫理委員会の承認を
受けて行った（承認番号：大歯医倫第 110934号）．説明
文書には，調査への参加は自由意志であること，研究で
得られたデータは個人を特定することなく，研究目的以
外に使用しないことを明記した．研究対象者には回答す
る意思をチェック欄で確認した上で，本アンケートへの
回答をもってこの調査に参加することの同意が得られた
ものと見做した．

C．結　　果

1．単純集計
　各評価項目の平均値および標準偏差を示す（表 1）．
小テストおよび本試験といった知識を問う評価項目で
は，標準偏差が高い値を示した．講義理解度自己評価は
全体的に高い値を示し，かつ標準偏差が低値を示した．

2．各評価項目の相関関係分析
　取得したデータを比較検討できるように標準化した
後，評価項目間の相関関係を分析した．小テストと本試
験の間の相関係数は 0.71，小テストと講義振り返り評価
の間の相関係数は 0.49，講義振り返り評価と本試験の間
の相関係数は 0.48であった（表 1）．一方，講義理解度
自己評価は，他のどの項目とも相関係数は 0.30未満で
あった．

3．クラスター分析
　階層クラスター分析を用いて学生のタイプを自己評価
および成績別に分類したところ，最終的に 4つに分類さ
れた．樹形図を示す（図 2）．クラスター 1は 116名
（49.60％），クラスター 2は 86名（36.75％），クラス
タ ー 3は 18名（7.69％）， ク ラ ス タ ー 4は 14名
（5.98％）から構成されていた（表 2）．
　5項目とも点数が最高であったグループはクラスター
2であった（図 3）．小テストおよび本試験の成績が最低
であったのはクラスター 3であったが，講義理解度自己
評価，講義振り返り評価，スケッチについてはクラス
ター 4が最低値を示した．
　小テストの点数は，最高値を示したクラスター 2と，
最低値を示したクラスター 3との間に約 10点の差がみ

表 1　各評価項目の平均値および標準偏差，相関係数

小テスト
（20点）

講義理解度
自己評価
（5点）

講義振り返り評価
（10点）

スケッチ
（10点）

本試験
（70点）

小テスト 1.00

講義理解度自己評価 0.24
＊＊

1.00

講義振り返り評価 0.49
＊＊

0.27
＊＊

1.00

スケッチ 0.39
＊＊

0.21
＊＊

0.47
＊＊

1.00

本試験 0.71＊＊ 0.22
＊＊

0.48
＊＊

0.43
＊＊

1.00

平均±標準偏差（点） 9.90±4.05 3.80±0.53 6.90±1.04 6.74±1.30 44.54±11.45

n＝234，＊＊
p＜0.01

　数値の太字は相関係数が 0.7以上を，カッコ内は各項目の満点を示す．
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られたが，本試験の点数においては両者の差は 30点以
上開いた．しかし，クラスター 3の講義理解度自己評価
は全体で 2番目に高い値を示した．

4．クラスター間の差の検定
　小テストおよび本試験については一元配置分散分析，
これら以外の 3項目についてはクラスカル・ウォリス検
定を用い，クラスター間の差の検定を行った（表 3）．
すべての項目においてグループ間において p＜ 0.01で
あり，有意差がみられた．
　小テストではクラスター 3とクラスター 4の間以外の

組合せはすべて有意差がみられた（表 3-1）．講義理解
度自己評価では，クラスター 1とクラスター 3の間以外
の組合せで有意に差があった（表 3-2）．講義振り返り
評価では，クラスター 1とクラスター 3の間およびクラ
スター 2とクラスター 4の間以外の組合せで有意差を認
めた（表 3-3）．スケッチでは，クラスター 1とクラス
ター 3の間およびクラスター 3とクラスター 4の間以外
の組合せで有意差を認めた（表 3-4）．本試験では，す
べての組合せで有意差を認めた（表 3-5）．

D．考　　察

　本研究は，講義を通して学生の中に講義内容に対する
理解力の自己評価と，実際の成績との間に明らかな「ズ
レ」が生じている者が少なからず存在することに疑問を
持った点に端を発する．
　まず評価項目に講義理解度自己評価を加えた 5項目に
ついて，学生の成績データを基に相関関係分析を実施し
た．その結果，成績データ間では強い正の相関，または
中程度の正の相関がみられた一方，講義理解度自己評価
と成績データ間では弱い正の相関のみみられた．長沼ら

図 2　樹形図
点線部で 4つのクラスターに分類された．

図 3　クラスター別各項目の平均点
　クラスター別に各項目の標準化得点を結び，レーダー
チャートで示した．

表 2　クラスター別人数および平均点

クラスター 人数
（人）

割合
（％）

小テスト
（点）

講義理解度自
己評価（点）

講義振り返り
評価（点）

スケッチ
（点）

本試験
（点）

クラスター 1 116 49.60 8.73±2.52 3.73±0.41 7.02±0.71 6.69±0.93 43.47±6.78

クラスター 2 86 36.75 13.69±2.22 4.02±0.45 7.36±0.61 7.42±0.80 53.12±6.76

クラスター 3 18 7.69 3.83±2.19 3.85±0.43 6.15±0.62 6.00±0.91 21.72±8.06

クラスター 4 14 5.98 4.10±2.15 3.03±1.01 4.08±1.08 4.00±2.39 30.07±10.64

n＝234，p＜0.05

　数値の太字はその項目における最高値，斜字はその項目における最低値を示す．
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強い正の相関がみられず，「ズレ」がある可能性が示唆
される．
　次に，階層クラスター分析を用いて学生のタイプを成
績および講義理解度自己評価の傾向から 4つのグループ
に分類した．分類数は研究者において決定できるが，図
2の樹形図において右側から左側に向かってみていく
と，4つに分割された後次の分割まで少し距離があっ

は，学生の自己評価と教員による評価結果の相関係数に
関する先行研究を調査した16）．その結果，Patri

17）の研究
では中程度の相関がみられたが，Campbellら18）の研究
では相関係数が 0.20から 0.45の間を示した．また，
Rudyら19）の研究では相関係数が 0.19を示し，斎藤ら20）

の研究では相関係数が 0.076を示していた．結果にはば
らつきがあるものの，学生の自己評価と教員の評価には

表 3　クラスター間の差の検定
表 3-1：小テスト（one-way ANOVA）

変動要因 偏差平方和 自由度 平均平方 F　値 P　値 判定

グループ間 2528.57 3 842.86 150.16 P＜0.001
＊＊

グループ内 1290.98 230 5.61

全体 3819.55 233

水準 1 水準 2 平均 1 平均 2 差 P　値 判定

クラスター1 クラスター2 8.73 13.69 4.96 P＜0.001
＊＊

クラスター1 クラスター3 8.73 3.83 4.90 P＜0.001
＊＊

クラスター1 クラスター4 8.73 4.10 4.63 P＜0.001
＊＊

クラスター2 クラスター3 13.69 3.83 9.86 P＜0.001
＊＊

クラスター2 クラスター4 13.69 4.10 9.59 P＜0.001
＊＊

クラスター3 クラスター4 3.83 4.10 0.27 0.99

表 3-5：本試験（one-way ANOVA）

変動要因 偏差平方和 自由度 平均平方 F　値 P　値 判定

クラスター間 18134.67 3 6253.97 122.31 P＜0.001
＊＊

クラスター内 13884.36 230 51.13

全体 32019.03 233

水準 1 水準 2 平均 1 平均 2 差 P　値 判定

クラスター1 クラスター2 43.47 53.12 9.65 P＜0.001
＊＊

クラスター1 クラスター3 43.47 21.72 21.74 P＜0.001
＊＊

クラスター1 クラスター4 43.47 30.07 13.39 P＜0.001
＊＊

クラスター2 クラスター3 53.12 21.72 31.40 P＜0.001
＊＊

クラスター2 クラスター4 53.12 30.07 23.05 P＜0.001
＊＊

クラスター3 クラスター4 21.72 30.07 8.35 0.03
＊

表 3-2：講義理解度自己評価（Kruskal-Wallis test）

水　準 クラスター1 クラスター2 クラスター3 クラスター4

n 116 86 18 14

平均順位 105.94 144.26 121.50 43.82

カイ二乗値 自由度 P　値 判定

33.73 3 P＜0.001
＊＊

水準 1 水準 2 カイ二乗値 P　値 判定

クラスター1 クラスター2 15.95 0.00
＊＊

クラスター1 クラスター3 0.83 0.84

クラスター1 クラスター4 10.60 0.01
＊＊

クラスター2 クラスター3 1.70 0.64
＊＊

クラスター2 クラスター4 26.71 P＜0.001
＊＊

クラスター3 クラスター4 10.45 0.02
＊

表 3-3：講義振り返り評価（Kruskal-Wallis test）

水　準 クラスター1 クラスター2 クラスター3 クラスター4

n 116 86 18 14

平均順位 173.53 50.38 125.94 54.71

カイ二乗値 自由度 P　値 判定

176.55 3 P＜0.001
＊＊

水準 1 水準 2 カイ二乗値 P　値 判定

クラスター1 クラスター2 163.64 P＜0.001
＊＊

クラスター1 クラスター3 7.71 0.052

クラスター1 クラスター4 38.53 P＜0.001
＊＊

クラスター2 クラスター3 18.57 P＜0.001
＊＊

クラスター2 クラスター4 0.05 1.00

クラスター3 クラスター4 8.73 0.03
＊

表 3-4：スケッチ（Kruskal-Wallis test）

水　準 クラスター1 クラスター2 クラスター3 クラスター4

n 116 86 18 14

平均順位 107.64 156.05 65.58 29.18

カイ二乗値 自由度 P　値 判定

71.78 3 P＜0.001
＊＊

水準 1 水準 2 カイ二乗値 P　値 判定

クラスター1 クラスター2 27.99 P＜0.001
＊＊

クラスター1 クラスター3 6.67 0.08

クラスター1 クラスター4 18.60 P＜0.001
＊＊

クラスター2 クラスター3 29.46 P＜0.001
＊＊

クラスター2 クラスター4 46.87 P＜0.001
＊＊

クラスター3 クラスター4 2.52 0.47

n＝ 234，＊：P＜ 0.05，＊＊：P＜ 0.01
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た．このため，本研究では 4つのグループに大きく分類
されると判断した．また，同じデータを用いて非階層ク
ラスター分析を行い，本研究における階層クラスター分
析結果と比較したところ，妥当性を示す Rand尺度
（Ri）が 1に近い 0.98を示した．したがって，4分類し
たことは妥当であったことが示唆される21）．
　分類された 4つのグループにおいてクラスター 3とク
ラスター 4に分類された学生の小テストおよび本試験の
結果をみると，成績が下位であることが見て取れる（表
2，図 2）．このうちクラスター 4に分類された学生はど
の項目も値が低く，講義に対し消極的な姿勢であること
が推察される．
　一方，クラスター 3に分類された学生の各項目の値を
みると，講義振り返り評価とスケッチをみる限りどちら
も 60％以上の得点を示しており，少なくとも教員はク
ラスター 4に分類された学生より高く評価していた．し
かし，本試験の点数はクラスター 3とクラスター 4の学
生の間で約 8点も差があった．クラスター 3に分類され
た学生はまじめだが要領が悪く，試験の成績に努力が反
映されなかった，振り返りやスケッチなどを他人のもの
を写すなどして自力で行わなかったため，本人の実力が
反映されなかった，また自己理解が自分自身で適切に行
われなかったといった可能性が考えられる．木村は，成
績が平均以下の学生は過大評価の傾向を示し，過大評価
の幅も成績が平均以上の学生よりも大きくなっている特
徴があったと報告している22）．クラスター 3に分類され
た学生に起こっている現象について，前述の 3点を中心
に今後詳細に検討する必要があると考えられるが，今回
は「自己理解が自分自身で適切に行われていないのでは
ないか」という点について少し考察したい．
　Krugerと Dunningは 1999年に「Dunning－ Kruger 

effect」という仮説を発表した23）．これは「認知バイア
ス」のひとつと考えられているが，Krugerと Dunning

は能力の低い人は自分も他人も適切に評価できず，自分
自身を過大評価する傾向があることを明らかにした．一
方，「メタ認知力」を高めると自分の能力の限界を認識
することができたとも述べている．したがって，講義内
容に関し，たとえば学生同士などで話し合うなどして客
観的な視点を持つよう訓練することでメタ認知力を高め
ることが可能になるのではないかと考えられる．具体的
には，溝上が述べているように学生が作成した振り返り
に教員からのフィードバックや学生相互のコメントなど
をつけ，他者の視点を強化することにより自己の思考を
相対化させるようになることが重要ではないかと考え
る1）．また，これらを細やかに，毎回繰り返すことで自
分の現状を客観的に捉えられるようになり，メタ認知に
つながるのではないだろうか．

　また，小野田ら2）が述べているリアクションペーパー
に類似したものをわれわれは振り返りとして用いている
が，質問を書いてくる学生に対してすぐに解説を行うよ
うにしている．学生は自分が出した質問について，教員
からの解説を見て客観的に振り返る機会になることか
ら，振り返りは有用であると考える．ただし，文章化す
るのが難しい質問事項や解説もあるため，完全に意思疎
通ができているかについては疑問の余地がある．
　クラスター間の差の検定については，5項目すべてに
おいてグループ間で有意差がみられた（p＜ 0.01）．こ
の結果からも，4つのグループ分けが適切に実施されて
いたことが示唆される．水準間の比較において，講義理
解度自己評価については，クラスター 1とクラスター 3

の間のみ有意差が認められなかった．同様に，講義振り
返り評価およびスケッチに関してもクラスター 1とクラ
スター 3の間では有意差がみられなかった．この点につ
いて，クラスター 3に属する学生は振り返りやスケッチ
など自分自身で努力した，または成績がよい学生のもの
を写すなどして，それなりの評価を受けていたことが推
察される．したがって，学生自身も教員も錯覚してし
まった可能性が否めない．福島は，自己評価能力が育っ
ていないと適切な自己評価ができないと述べている24）．
講義開講後早期に学生，教員双方が協力し，学生の理解
力を適切に測定することを検討する必要があろう．
　今後の検討課題として，講義理解度自己評価および振
り返り，スケッチについて，ルーブリック等を用い，よ
り客観的な評価を目指すことが重要ではないかと考え
る．講義理解度自己評価について，学生は主観的に，何
となく回答しているケースが少なくないと想像される
が，どの点について理解し，どの点について理解が不足
しているかをわかりやすく提示することで，学生の理解
度も増すのではないだろうか．森らは，各授業回のみで
の振り返りでは理解不足の再認識の振り返りは難しく，
時間を置いて再度振り返りをすることが有効であったと
報告している25）．講義直後およびフィードバック後，ま
たは講義の中間（本研究の対象講義であれば 8回目）辺
りで複数回振り返ることも検討の余地があろう．
　また，教員側も一定の基準を持って評価を行っている
ものの，やはりルーブリック等の使用により，さらに客
観的かつ的確に評価ができるものと考えられる．
　ところで，森らは学生が自己分析をする際，毎回ほぼ
同じ評価点を付ける学生がいることを指摘し，自己評価
の信頼性に関する検討の必要性について述べている25）．
この点については学生への確認が困難であることから，
学生への動機づけを促すなどして解決を図る必要があろ
う．
　本研究において，真摯に課題に取り組んでいるにもか
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かわらず試験等の成績が振るわない学生の存在が浮き彫
りになった．適切な講義理解度の自己評価ができていな
い可能性があることから，適切な自己評価ができるよう
になるために相互評価や教員からのフィードバックを積
極的に行い，「メタ認知力」を上げていくことも検討の
余地があるのではないだろうか．

E．結　　論

　学生自身の講義内容理解力に対する自己評価と成績に
は関連があることから，学生自身が適切に自己評価を行
えるような教育が必要である．

　本論文の内容の一部は，日本歯科技工学会第 43回学術大
会（2021年 11月 6・7日，オンライン）において発表した．

　稿を終えるにあたり，本研究にご理解とご協力をいただき
ました大阪歯科大学医療保健学部の学生各位に，心より感謝
申し上げます．
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補綴装置への刻印方法

今井　秀行1）　　小泉　寛恭2）　　市川　裕美1）　　高津　匡樹1，3）
 

石川　功和4）　　小笠原　明5）　　松村　英雄1，6）

Method of marking dental prostheses

IMAI Hideyuki
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, KOIZUMI Hiroyasu
2）
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1）

, TAKATSU Masaki
1，3）

,  

ISHIKAWA Yoshikazu
4）

, OGASAWARA Akira
5）

, MATSUMURA Hideo
1，6）

　補綴装置への刻印は，特別養護老人ホームや介護老人保健施設での義歯紛失防止や災害時の個人識別に有用で
ある．有床義歯等の刻印は患者の同意に基づき関係法令を遵守したうえで適用できるが，療養の給付と直接関係
ないサービス等の一つと位置づけられているため適切な運用が求められている．本調査では，補綴装置の個人識
別に関する文献を収集し，その目的と方法および刻印事項を調査した．調査の結果，和文文献で最も多い目的
は，特別養護老人ホームや介護老人保健施設での高齢者に対する義歯管理や紛失防止であった． 

キーワード：介護老人保健施設，義歯刻印，個人識別，特別養護老人ホーム，トレーサビリティ

　The marking of dental prostheses is useful for preventing the loss of dentures among older people in nursing 

homes and long-term care facilities, and for identifying victims in the event of a disaster. Due to the possibility of its 

application with the consent of the patient and in compliance with relevant laws and regulations, the demand for 

marking of dentures is expected to increase. The existing literature on personal identification of dental prostheses 

was collected, and the purpose and methods of different denture marking systems were investigated. In the Japa-
nese literature, the most common purpose of denture marking was to manage and prevent the loss of dentures 

among older adults residing in nursing homes and long-term care facilities.

Key words：nursing home, denture marking, personal identification, long-term care unit, traceability

1）日本大学歯学部附属歯科技工専門学校
2）日本大学歯学部歯科理工学講座
3）日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅰ講座
4）

IAC（関東支部）
5）東京都（関東支部）
6）日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座
  

2021年 8月 15日受付　　2021年 11月 2日受理

A．緒　　言

　高齢者の Quality of life （QOL）の維持にとって，口
腔機能は重要であり，また高齢者の Activities of daily 

living （ADL）は，義歯の使用により改善することが報
告されている1）．さらには，良好な栄養状態の維持に義
歯管理を介助する必要性も報告されている2）．義歯管理
について，特別養護老人ホームや介護老人保健施設ある
いは介護医療院等（以下，介護保健施設）では，義歯の

取違えや紛失が起こりやすく，介護者による義歯の清掃
や管理などをより確実なものとするために，義歯への刻
印は有効である3）．
　日本では，歯科医療従事者の有志による奉仕活動の一
環として有床義歯に対し個人識別のための刻印が行われ
ている4～6）．現在，「療養の給付と直接関係ないサービス
等の取扱いについて」（保医発 0323第 1号，令和 2年 3

月 23日，厚生労働省）7）により，有床義歯等への刻印
が，患者の同意に基づき関係法令を遵守したうえで適用
可能となっている．

調査研究
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キーワードとした文献総数は最も多かったが，刻印方法
が明記された報告は少なかった．また，（歯科法医学/
TH or 歯科法医学/AL）と（個人識別/TH or 個人識別/
AL） and （クラウン/TH or 鋳造冠/AL）で 1編，（歯科法
医学/TH or 歯科法医学/AL）とトレーサビリティ/AL 

and 技工/ALで 1編，（義歯刻印/AL）とデンチャー/AL 

and マーキング /ALで 1編重複して検索された．

1．個人識別の状況
　収集した和文文献の範囲において補綴装置への刻印に
おける個人識別の状況で最も多いのは，高齢者に対する
介護保健施設での義歯所有者特定および認知症高齢者の
身元確認であった3，8～18）．次いで，大規模災害，火災，
事件，事故などにおける歯科法医学的個人識別に関する
報告9，12，13，15，16，19～22）が多かった．またトレーサビリティ
の確保に関する報告23～27）が散見された．

2．刻印の方法
　有床義歯への刻印方法は，ラベルライターなどで印字
したシート3，8，9，16，17，22）やレジンプレート11，18）および耐熱
性の高い金属製の識別片8，9，12，13，15，16）に刻印し埋入する方
法がある．また，義歯表面を一層削除後，マーカーで記
入し塡塞する方法8，10），義歯に文字を刻み，その溝にア
クリル系常温重合レジンを充塡し刻印する方法14）が報告
されている．義歯製作の行程中に刻印を行う方法とし
て，金属床フレームのワックスパターンに印字したエン
ボステープを貼りつけ鋳造し，フレームワークに文字を
再現する方法21）が報告されている．
　全部金属冠へは，レーザーを使用し金属表面に刻印す
る方法25，27）やワックスパターンに刻印し鋳造後，凹部に
ろう材を流し研磨する方法19）が報告されている．前装冠
に対しては，前装材表面に文字を彫りこみステイン材で

　補綴装置への刻印は，さまざまな方法があるが，刻印
の方法，表示事項，個人識別の状況を系統的に調査した
報告は少ない．本稿においては，個人識別の状況，刻印
の方法および表示事項について調査した結果を報告する．

B．調査方法

　特定非営利活動法人医学中央雑誌刊行会が運営する医
中誌Webを用い，義歯刻印，ネーム，義歯，デン
チャー，マーキング，トレーサビリティ，技工，個人識
別，鋳造冠，歯科法医学，IDナンバーをキーワードと
し，検索式（歯科法医学/TH or 歯科法医学/AL），（義
歯刻印/AL），（個人識別/TH or 個人識別/AL） and （クラ
ウン/TH or 鋳造冠/AL），トレーサビリティ/AL and 技
工/AL，デンチャー/AL and マーキング/AL，ネーム/AL 

and （義歯/TH or 義歯/AL），（（義歯/TH or 義歯/AL） 
and IDナンバー /AL）とし，刻印方法および表示事項
が記載されている文献を対象とし選択した．

C．結　　果

　検索式によって検索された文献の数を表 1に示した．
また補綴装置の刻印に関する個人識別の状況，刻印方
法，表示事項を表 2に示した．検索式で検索された文献
数について，（歯科法医学/TH or 歯科法医学/AL）は
428編中 3編，（義歯刻印/AL）は文献総数 16編中 7

編，（個人識別/TH or 個人識別/AL） and （クラウン/TH 

or 鋳造冠/AL）は 10編中 2編，トレーサビリティ/AL 

and 技工/ALは 11編中 5編，デンチャー/AL and マーキ
ング/ALは 5編中 4編，ネーム/AL and （義歯/TH or 義
歯 /AL）は 3編中 2編，（（義歯/TH or 義歯/AL） and ID

ナンバー/AL）は 1編中 1編であった．歯科法医学を

表 1　検索式によって検索された文献数

検索式 文献総数（会議録除く） 引用文献数

（歯科法医学 /TH or 歯科法医学 /AL） 428 3

（義歯刻印 /AL） 16 7

 （個人識別 /TH or 個人識別 /AL） and （クラウン /TH or 鋳造冠 /AL） 10 2

トレーサビリティ /AL and 技工 /AL 11 5

デンチャー /AL and マーキング /AL 5 4

ネーム /AL and （義歯 /TH or 義歯 /AL） 3 2

（（義歯 /TH or 義歯 /AL） and IDナンバー /AL） 1 1

（歯科法医学/TH or 歯科法医学/AL）と（個人識別/TH or 個人識別/AL） and （クラウン/TH or 鋳造冠/AL）で 1編重複
（歯科法医学/TH or 歯科法医学/AL）とトレーサビリティ/AL and 技工/ALで 1編重複

（義歯刻印/AL）とデンチャー/AL and マーキング/ALで 1編重複
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着色する方法23）が報告されている．また，全部金属冠の
咬合面形態，レジン前装冠の窓開け部および維持形態
は，製造者の特徴が反映されるため個人識別に有効な資
料となり得ることが報告されている28）．

3．表示事項
　補綴装置に表示する事項は氏名3，8～11，13，15～17，27），性
別13），住所13，15），都道府県コード番号9，14，20，21），電話番
号11，15），カ ル テ番 号15），血 液 型11，13，15）， ロ ゴ マー
ク13，23），姓と符合の組合せ19），国際電話の国番号21），日

表 2　個人識別の状況，刻印方法および表示事項

文献番号 個人識別の状況 刻印方法 表示事項

3 義歯所有者特定 印字した透明テープを埋入 氏名

8 義歯所有者特定 刻印した金属片や紙を埋入
マーカーで記入しコーティング

氏名

9 義歯所有者特定，
歯科法医学的識別

刻印したステンレス片や電話帳の切抜きを埋入 各都道府県コード番号，氏名

10 義歯所有者特定 マーカーで記入し常温重合レジンで塡塞 氏名

11 義歯所有者特定，
高齢者身元確認

レジンプレートに文字を転写し埋入 氏名，血液型，電話番号

12，13 義歯所有者特定，
高齢者身元確認，
歯科法医学的識別

レスト板に刻印後レジンプレートと接着し埋入 住所，氏名，生年月日，性別，血液型，
装着年月日，ロゴマーク

14 義歯所有者特定 切削した溝にアクリル系常温重合型オペークレ
ジンで塡塞

都道府県コード番号，姓

15 義歯所有者特定，
高齢者身元確認，
歯科法医学的識別

金箔テープに刻印し埋入 氏名，カルテ番号，血液型，歯科医院名，
医院電話番号，住所

16 義歯所有者特定，
歯科法医学的識別

ラベルライターで印字したテープを埋入 氏名

17 義歯所有者特定 識別片に適合するガイドスケールを用い溝を形
成後，名札を埋入

氏名

18 義歯所有者特定 義歯刻印用プレートに光重合レジンオペークで
刻印を施し埋入

姓

19 歯科法医学的識別 刻印版をワックスパターンに圧接し鋳造後，凹
面にろう材を流す

姓と符合

20 歯科法医学的識別 刻印したチタン箔を支台歯とクラウン内面の咬
合面部に入れ合着

都道府県コード番号，歯科医院の特定情報

21 歯科法医学的識別 金属床ワックスパターンに刻印したエンボス
テープを貼り鋳造し凹凸を再現

国際電話の国番号，都道府県コード番号

22 歯科法医学的識別 印字した OHPフィルムを埋入 上段には 9桁の日歯会員番号，
下段には義歯製作番号

23 トレーサビリティ ロゴ形状の常温重合レジン片にステインを行い
埋入前装部に文字を彫りステインで着色

ロゴマーク形状の標識と複数色の文字

24 トレーサビリティ QRコードを印刷し義歯に埋入 QRコード

25 トレーサビリティ 金属製補綴装置等に QRコードをレーザー刻印 QRコード

26 トレーサビリティ ICタグを義歯に埋入 ICタグ

27 トレーサビリティ 補綴装置等に二次元コードをレーザー刻印 データマトリックス
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本歯科医師会会員番号を利用した IDナンバー22）を付与
すること等が報告されている．また，歯に直接接着した
金属製の薄片に専用のコード番号をレーザー刻印し，情
報センターに問い合わせて身元特定に必要な情報を入手
する方法も報告29）されている．
　補綴装置への刻印は，付与できる文字や情報が制限さ
れるため，トレーサビリティの確保など多くの情報を付
与する必要がある場合には，QRコードやデータマト
リックスのような二次元コードを用いる方法24，25，27）や IC

タグを埋入する方法26）が報告されている．

D．考　　察

　検索式の結果，歯科法医学をキーワードとした文献で
は，歯科法医学的個人識別の事例が多かったため，対象
となる文献は少なかった．なかでも大規模災害時の個人
識別に関する文献が多数報告されており，東日本大震災
が発生した 2011年以降に報告数が増加していることか
ら，日本における災害の発生と相関関係があったと考え
られる．
　歯科医療従事者が介護保健施設へ訪問し多数の有床義
歯に刻印を行う場合，使用材料や器械，時間に制限があ
る．その際に有効と考えられるのがアクリル系オペーク
レジンを用い義歯床に直接刻印する方法14）である．この
方法は，作業が簡便であり，義歯床の切削量が少なく粉
塵の飛散が少量であること，アクリルレジンと接着する
材料を用いるため界面を平滑にでき衛生的であること，
医療機器として承認された材料を使用するため生体に対
して安全であることから適した方法であると考えられる．
　刻印に使用する材料は口腔内で用いられることから，
生体への安全性を考慮する必要がある．「医薬品，医療
機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法
律」に定められている管理医療機器（クラスⅡ）は，
「不具合が生じた場合でも，人体へのリスクが比較的低
いと考えられるもの」とされており30），歯科用合金，義
歯床用レジン，歯科用陶材等がこれにあたる．刻印に使
用する材料は，管理医療機器として承認された材料の使
用が適正であると考えられる．
　「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いにつ
いて」の一部改正について（保医発 0323第 1号，令和
2年 3月 23日，厚生労働省）7）の通知文書によると「社
会保険医療とは別に提供されるものであることから，も
とより，その提供及び提供に係る費用の徴収について
は，関係法令を遵守した上で，保険医療機関等と患者の
同意に基づき行われるもの」，また「保険医療機関等内
の見やすい場所，例えば受付窓口，待合室等に費用徴収
に係るサービス等の内容及び料金について患者にとって

分かりやすく掲示しておくこと」とある．患者に対し刻
印の必要性を示し，刻印の目的を明確に説明することが
望まれる．

E．結　　論

　補綴装置への刻印方法について調査し以下の結論を得
た．
　1．補綴装置への刻印における個人識別の状況で最も
多いのは，介護保健施設での義歯所有者特定および認知
症高齢者の身元確認であった．
　2．刻印に使用する材料は生体への安全性を考慮する
必要があり，管理医療機器（クラスⅡ）として承認され
た材料の使用が適正である．
　3．刻印を行う際に患者の同意を得るには，適切な料
金設定とわかりやすい説明が必要である．
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　個人情報保護法※によれば，事業者は個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならな
いとされている．歯科に関連するデジタルデータも例外ではない．しかし具体的にどのように管理すべきかを明
記しているものは乏しい．そこで歯科技工に関連するデジタルデータの取り扱いについて全国国立大学歯学部附
属病院歯科技工士協議会（以下協議会）の会員を対象に調査を行った．その結果，個人情報の管理に関し，各大
学には同じような規定がある中で，各大学技工関連部門で対応が異なっていた．具体的な管理方法の判断がそれ
ぞれの部署に委ねられていることが要因のひとつであると考えられる．デジタルデンティストリーの進歩や各大
学のインターネット活用に対する取組みによる業務内容の変化が，規定に沿った管理を難しくしていることが背
景にあるのではないかと推察される． 

キーワード：デジタルデータ，情報の格付け，情報の取扱い，個人情報

　According to the Personal Information Protection Law
※

, businesses must take necessary and appropriate 

measures to manage the security of personal information. Digital data related to dentistry is no exception. However, 

there are few reports that specify how to manage it concretely. Therefore, we conducted a survey of members of the 

Dental Technician Council of the National University Dental Hospital （hereafter, “ the Council”） regarding the 

handling of digital data related to dental technicians. As a result, although each university has similar regulations 

regarding the management of personal information, each university ’s engineering department responded 

differently. It is considered that one of the factors is that the judgment of the specific management method is 

entrusted to each department. It is speculated that the progress of digital dentistry and the changes in business 

contents due to the efforts of each university to utilize the Internet make it difficult to manage digital data in 

accordance with the regulations.

Key words：digital data, information rating, information handling, personal information
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調査研究

※本稿では個人情報の保護に関する法律，独立行政法人等の
保有する個人情報の保護に関する法律および行政機関の保有
する個人情報に関する法律を指すこととする．
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の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変
換した文字，番号，記号その他の符号であって，当該特
定の個人を識別することができるもの」とされてい
る4）．しかし前述した歯科技工に関連するデジタルデー
タが，個人識別符号に該当する情報かどうかを判断する
ことは非常に難しい．これらのデータの管理には PCや
リムーバブルメディア，クラウドサービス（WEBメー
ル，ファイル転送サービス，オンラインストレージサー
ビス等）を利用しており，それぞれにセキュリティレベ
ル，利便性においてメリットとデメリットがある．そこ
で各大学の技工関連部門が情報の格付けと取扱い制限を
どのように行っているか調査を行った．

B．研究方法

　協議会所属の 11の国立大学法人病院，技工関連部門
にデジタルデータの管理に関する自由解答欄を含む選択
式調査票（図 1）を送付し，回答を集計，比較検討し
た．調査内容は各種デジタルデータに対する格付けと取
扱い制限とした．調査対象とするデジタルデータは顔貌
写真，口腔内写真，IOSデータ，CAD/CAM技工デー
タ，CTデータとした．情報の格付けは機密性の調査と
し，「機密性 3」，「機密性 2」，「機密性 1」とした．取扱
い制限の調査項目は，データの保存（保存場所，ファイ
ル名），データの受渡方法（リムーバブルメディア，

A．緒　　言

　昨今の歯科医療のデジタル化に伴い，歯科技工に関連
するデジタルデータはシェード写真を始めとして IOS

データ，CAD/CAM技工データ，CTデータ等，広範囲
に及び今後さらなる増加が予想される．各大学には取扱
う情報に対し，情報セキュリティマネジメントシステム
（以下 ISMS）の観点に基づいた格付け1～3）を行い，それ
に準じた取扱い制限を設定した規定が存在する．歯科技
工に関連するデジタルデータも，その規定の対象に該当
する．ISMSに基づいた「情報の格付け」と「取扱い制
限」とは，機密性，完全性，可用性の 3つの要素から判
断されるもので，格付けは情報のセキュリティレベルを
示し，3つの要素それぞれで段階を区分することにより
決定される．取扱い制限とは情報を適正に取扱うための
手段である（表 1）．ひとつでもレベル 2以上の要素が
ある情報は要保護情報となる．しかし，このように情報
が分類されている中，デジタルデータを含む歯科技工に
関連するさまざまな情報資産の格付け，取扱い制限につ
いて明確な基準を定めているものは乏しい．
　歯科技工関連のデジタルデータを格付けする際に，対
象データは個人情報かどうかが，ひとつの判断基準とな
る．個人情報保護法では個人情報とは個人識別符号を含
むものと定めている4）．個人識別符号とは「特定の個人

表 1　ISMSにおける 3要素の段階区分および取扱い制限の定義

機
密
性

機密性とは 許可された者のみが情報にアクセスできる状態にすること

レベル 3
組織の情報システムで取扱う情報のうち，法的に守秘義務が課せられている等，特に機密性を要する情報，
漏洩により重大な影響を及ぼす情報

レベル 2
組織の情報システムで取扱う情報のうち，機密性 3に相当する機密性は要しないが，その漏洩により利用者
の利権が侵害されまたは組織の活動の遂行に支障を及ぼす恐れのある情報

レベル 1 公表済みの情報，公表しても差し支えのない情報，機密性 2，3以外の情報

取扱い制限 複製，配布，暗号化，印刷，転送，転記，再利用，送信等について，禁止，要許可，必須等の制限を規定

完
全
性

完全性とは 情報が正確で完全な状態（破損，改ざん，消去されていない）にすること

レベル 2
組織の情報システムで取扱う情報のうち，必要な期間に破損，改ざん，誤びゅう等で利用者の利権が侵害さ
れまたは組織の活動の遂行に支障を及ぼす恐れのある情報

レベル 1 複製された情報など破損，改ざん，誤びゅう等があっても差し支えない情報，完全性 2以外の情報

取扱い制限 保存期間，保存場所，書き換え，削除，保存期間満了後の措置等についての制限を規定

可
用
性

可用性とは 許可された者が情報に対し必要な時にアクセスできる状態にすること

レベル 2
組織の情報システムで取扱う情報のうち，消失，紛失または当該情報が利用不可能であることにより，利用
者の利権が侵害されまたは組織の活動の遂行に支障を及ぼす恐れのある情報

レベル 1 システム障害などで利用不可能な状態になっても差し支えない情報，可用性 2以外の情報

取扱い制限 復旧までに許容できる時間，保存場所等についての制限を規定
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WEBメール，ファイル転送サービス，CAD/CAMアプ
リケーションのデータ転送機能），データの管理（管理
者，保存期間，バックアップの有無）とした．

C．結　　果

　調査結果を図 2から図 13に示す．

1．情報の格付け
　「機密性 3」と格付けした情報は顔貌写真が 6大学と
最も多く，口腔内写真が 4大学，CAD/CAM技工デー
タが 3大学，IOSデータと C Tデータは 2大学であっ
た．すべてのデータにおいて「機密性 1」の回答はな
かった．おおよそ半数の大学がデータの格付けについて

判断がつかず検討中という回答であった（図 2）． 

2．取扱い制限
a．データの保存について

　すべてのデータにおいて保存場所は専用 PCを利用し
ているという大学が過半数を占めた．顔貌写真と口腔内
写真は 2大学が外部ネットワークと接続のない病院情報
システム（以下 HIS）内に保存していた． CAD/CAM

技工データは 3大学，IOSデータは 2大学がオンライン
ストレージ（大学契約）を利用していた（図 3）．
　データ保存時のファイル名は，CTデータで 5大学が
患者氏名を使用しており，顔貌写真，口腔内写真および
CAD/CAM技工データは個人を特定できない名称にし
ている大学が過半数を占めた（図 4）．

図 1　調査票
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図 2　情報の格付け（機密性）について 図 3　保存場所について

図 4　保存時のファイル名について 図 5　リムーバブルメディアの利用について

図 6　リムーバブルメディアのセキュリティ対策について

b．データの受渡について
　すべてのデータでリムーバブルメディアを利用してい
る大学が過半数を占めた（図 5）．リムーバブルメディ
アを全く利用しないのは 1大学のみであった．
　リムーバブルメディア利用時のセキュリティに関して
は，3大学がロック機能付き USBメモリを利用してお
り，7大学がデータを匿名化・暗号化していた（図 6）．
　CTデータ以外のデータでは何らかのクラウドサービ
スの利用があった．WEBメールを利用しているのは顔
貌写真，口腔内写真，および CAD/CAM技工データで

1大学のみで，それ以外のデータは，各大学とも原則的
に利用しないという回答であった．ファイル転送サービ
ス（大学契約）を利用しているのは，CAD/CAM技工
データが 4大学，口腔内写真が 3大学，顔貌写真と IOS

データは 2大学であった．CAD/CAMアプリケーショ
ンのデータ転送機能を利用しているのは，IOSデータが
2大学，CAD/CAM技工データが 1大学であった（図 7

～ 10）．
c．データの管理について

　すべてのデータで 3大学以上が歯科技工に関連する
データ管理を管理担当の歯科技工士が行っていた．IOS

データは 2大学で歯科医師が管理していた．HISを利用
しているデータの場合，管理は HIS管理部門が行って
いた（図 11）．
　データの保存期間は 2大学が 5年間保存と設定してお
り，その他の大学は設定なしという回答であった．デー
タのバックアップは 顔貌写真と口腔内写真で 7大学が
行なっており，保存先は外付け HDが 6大学と最も多
かった（図 12，13）．
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D．考　　察

1．情報の格付けに関して
　個人が特定できるデジタルデータの場合には個人情報
と判断され，機密性レベルは最も高い「機密性 3」に該
当し厳格な取扱い制限が必要になる．顔貌写真は単独で
個人が特定できるために個人情報と判断されることが多
いが，他の調査対象データに関して判断基準を明確に示
したものはない．そのことが半数の大学の格付け判断を
阻み，また調査結果にばらつきをもたらしていると推察
される．
　たとえば多くの口腔内写真は必要な部分だけを撮影し

図 7　データ受渡時のクラウドサービスの利用について 図 8　WEBメールの利用について

図 9　ファイル転送サービス（大学契約）の利用について 図 10　CAD/CAMアプリのデータ転送機能の利用について

図 11　データの管理者について 図 12　データの保存期間について

図 13　データのバックアップの有無について
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たものであり，口腔内全体が撮影されたものでも，単独
で個人が特定できる可能性は低いと考えられる．他の調
査対象データも同様である．しかし本大学を含め多くの
大学が「機密性 2」以上と判断していた．これは他の情
報と連結されることで個人を特定できる場合を考慮した
結果だと考えられる．口腔内写真であれば，例として特
徴的な歯の形態や，写り込んだホクロの位置等で個人が
特定できてしまう可能性はゼロではない．また個人情報
保護委員会の定める個人識別符号の定義のひとつに「顔
の骨格及び皮膚の色並びに目，鼻，口その他の顔の部位
の位置及び形状から抽出した特徴情報を，本人を認証す
ることを目的とした装置やソフトウェアにより，本人を
認証することができるようにしたもの」という項目5）が
ある．本人の認証を目的としたデータではないものの，
本調査の対象データはこの項目に該当すると解釈できる
可能性がある．
　一方で格付けのレベルを上げると，取扱い制限も厳し
いものとなる．何が個人情報で何がそうではないかを適
切に判断し，行き過ぎた対応，間違えた取扱いがないよ
うにする必要がある．情報保護と情報活用は相容れない
関係だが，どこかに適切な妥協点を設定せねばならな
い．データの種類によっては「機密性 2」以上の格付け
は，過度な情報保護と考えられることもあるが，情報漏
洩等により患者が不利益を被ることはあってはならな
い．こうした厳しい格付けは，昨今の個人情報保護に対
する社会意識の高まりの中では，情報漏洩等を起こした
場合のさまざまなリスクに備えた適切な判断であると考
える．

2．データの取扱い制限に関して
a．データの保存に関して
　多目的で利用されている PCへの保存はデータの漏洩
や誤操作による削除等のリスクが高いため，各大学で
データ保存専用の PCを利用していた．HISにデータを
保存している大学もみられ，情報セキュリティの観点か
らすると，最も望ましいと考えられるが，職員数に対す
る HIS専用端末の不足や，システム改修が容易ではな
い等の理由により簡単には始められない．そして注目す
べきことに，保存場所として 3大学がオンラインスト
レージ（大学契約）を利用していた．本大学においては
クラウドサービスを利用する流れは緩やかに進んでいた
が，数年前まで情報漏洩等のリスクに備え，さほど活用
されていなかった．しかし 2017年度の IOS導入がきっ
かけとなり本格的にオンラインストレージの利用が始
まった．このようにデジタル機器導入がクラウドサービ
スの必要性を高める要因のひとつになると考える．また
コロナ禍においてテレワークに対応せねばならないとい

う社会情勢の変化で大学がネットワーク環境やクラウド
サービスに対する規定を急速にアップデートしているこ
とも背景にあると推察する．結果として各大学の規定に
差異が生じ，各大学技工部門の対応に影響していると考
えられる．
　それぞれの大学には必要なセキュリティ対策を講じて
いない個人情報を PC等に保存してはならないという規
定が存在する．患者氏名は個人情報に該当し，保存時の
ファイル名に使用することは望ましくないため，多くの
大学でファイル名は個人を特定できない名称になってい
た．このようにファイル名を匿名化する場合，のちに当
該個人と新たに付された符号又は番号との対応表で識別
することとなり，データを取り違えるリスクは高くな
る．他部署との受渡が必要になるデータ等，取違え防止
を最優先とする場合には，ファイル名に患者氏名を使用
している傾向がみられた．ただしその場合には必要なセ
キュリティ対策が講じられていた．
b．データの受渡について

　機密性が極めて高いデータ以外はデータの受渡に何ら
かのクラウドサービスの利用があった．今やデータの管
理にクラウドサービスは欠かせないものになっており，
歯科技工に関するデジタルデータも例外ではない．現在
一般に提供されるクラウドサービスは多岐にわたりサー
ビス内容やセキュリティ水準はさまざまである．取扱う
データに適したセキュリティ水準と機能を備えたクラウ
ドサービスを慎重に選択せねばならない．本大学では患
者個人情報を電子メールや特に無料で使用できる S N S

のメッセージ通信機能等で共有する際は，暗号化されて
いない平文（個人が特定できる画像等の添付を含む）で
の送受信を禁止しており，リスクを考慮し，原則使用す
ることはない．しかし大学が機密性の高い情報を扱うこ
とを認識し，組織として契約しているものなど，一定以
上のセキュリティ水準が担保されているクラウドサービ
スの場合は積極的に利用することが可能となる．
　クラウドサービスの利用に際してはメールの誤送信や
ランサムウェアや標的型の攻撃による情報漏洩の可能性
があるため，まず職員の ITリテラシーを高めることが
重要と考えられ，本大学では毎年度，具体的な事例を交
えた情報セキュリティに関する研修が行われ，職員の受
講が必須となっている．
　次に CAD/CAMアプリケーションのデータ転送機能
を利用しているのは 2大学であった．まず調査対象が院
内技工室であることが要因のひとつであると考えられ
る．また CAD/CAMアプリケーションのデータ転送機
能を利用する場合は，大学の認定を得る必要があり，そ
れが障害となっている例があった．
　情報漏洩の要因のひとつにリムーバブルメディアや
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ノート PCの紛失，置き忘れ等がある6）．近年ではリス
クが認識されリムーバブルメディアの利用自体を控える
傾向にある．しかし 1大学を除きすべての大学で何らか
の利用がされており，リムーバブルメディアを利用する
機会は，いまだ多いことがわかった．リムーバブルメ
ディアを利用する場合は，データの暗号化や，ロック機
能付きの USBメモリを選択し，メディアを PCに接続
する際にウィルスチェック等の必要な対策と講じてい
た．紛失等の際に情報漏洩のリスクを少しでも軽減する
ために，これらの対策は必須であるという考えは共通し
ていた．
c．データの管理について

　データの管理を不特定多数の者が行うと機密性，完全
性および可用性を維持することが難しい．そのため多く
の大学で限定された担当者が管理を行っていた．CT

データや IOSデータのように歯科医師が管理に関わる
データの場合には複数部署，不特定多数の者が関わるこ
とになり，管理上の課題が多い．可能であれば HISの
ように専門部署による管理が望ましいと考える．
　歯科技工のデジタル化により管理するデジタルデータ
量は増加しているが，データの保存期間を設定している
大学は 2大学であった．デジタル化の大きなメリットの
ひとつとして過去のデータの再利用がある．それを活用
するためにはデータの保存が必要だが，増え続けるデー
タに対し，保存先の容量は基本的に有限である．また本
調査対象データは患者情報であるため，一定期間は必要
な時に提示ができるようにする必要がある．一方で不要
になったデータを管理し続けることには情報漏洩等のリ
スクが伴う．これらの理由からデータには保存期間を設
定する必要性が高いと考えられ，格付けの完全性の観点
に該当する．本調査で 2大学がデータの保存期間を 5年
と設定しているが，これは保険医療機関および保険医療
養担当規則における診療録の保存義務期間に準じたもの
であった7）．
　顔貌写真および口腔内写真で 7大学がデータのバック
アップを行っていたが，保存中に何らかの理由でデータ
が破損，消失した場合に，復元可能な状態にしておくこ
とは格付けの可用性の観点に該当し，患者情報管理の重
要な要素になる．

E．結　　論

　各大学における技工関連のデジタルデータの格付け
（機密性）は，明確な判断基準が存在しないためにばら
つきがみられた．しかし機密性を検討中の大学を含め，
すべての大学で対象としたデータに関し要保護情報に該
当する取扱い制限を設定し，管理を行っていた．情報を

保護するために厳しい取扱い制限を設け，正しく管理す
ることは重要だが，それに多くの時間と労力をかけるこ
とは望ましくないと考えられ，要保護情報のデータを，
安全かつ簡便に管理するための指標を定めることが今後
の課題である．
　デジタル化による業務内容の変化と各大学のインター
ネットに対する取組みの違いにより，クラウドサービス
の利用状況に，さまざまな差異がみられた．今後各大学
でクラウドサービスの利用がさらに活発になっていくと
予想される．
　データの管理方法は，今後もテクノロジーの発展や社
会情勢の変化により変容していくことが予測される．歯
科技工の業務内容もデジタルデンティストリーの発展に
伴い多様化していく中で，情報資産を安全に管理するた
めの具体的な対策を各大学間で共有していく必要がある．

　稿を終えるに際し，本調査にご協力いただいた各大学技工
関連部門の方々，岡山大学病院 仲野友人氏，九州大学病
院 川上裕嗣氏に心から御礼申し上げます．
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歯科技工士の暁
―歯科技工士専門学校学生と歯科技工士を対象としたアンケート調査―

北海道医療大学歯学部 口腔機能修復・再建学系クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野

越智　守生　　山口　摂崇　　仲西　康裕

A．緒　　言

　歯科技工士数は 2000年の 37,244名をピークに減少傾
向が続いており，2018年には 34,468名まで減少し
た1）．この減少の要因として以下の 2点があげられる．
　1点目は，歯科技工士養成施設数および入学者数の減
少に伴う新卒の歯科技工士の輩出数減少である．歯科技
工士養成施設数は 2000年までは 72であったが，2001

年より徐々に減少し始め，2010年に 53，2019年に 47

まで減少した．入学者数も 2000年までは 3,000人前後
で推移していたが，年々減少傾向にあり，2017年以降
入学者数は 1,000人を下回った2）．この状況に対応し
て，直近 3年間の歯科技工士国家試験受験者数は 900人
を下回り，合格者数は 850人を下回った3）．
　2点目は 20代の歯科技工士の離職率の高さと復職の
少なさである．先行研究によると，歯科技工士の離職時
の年齢は 30歳未満が多数を占め，離職した歯科技工士
において「復職の意思はない」との回答が大多数を占め
ていた4）．さらに，別の報告では，男女問わず年齢が進
むにつれて離職が進行している状況が示唆されていた5）．
　上述の 2点の理由により，歯科技工士の高齢化も進ん
でいる．年齢階級別構成割合でみると，20代が 11％，
30代が 16％，40代が 23％，50代 26％，60歳以上が
24％となっており，50歳以上が半数を占めることが報
告されている1）．歯科技工士の就業場所でみると，歯科
技工所が 73％，病院・診療所が 26％，その他が 1％と
なっており1），歯科技工士のキャリアパスの多様性は少
ない現状が見てとれる．一方で，CAD/CAMの導入や
3Dプリンター造形などの新規技術の導入が進み，歯科
技工の多様性が増している．
　このような歯科技工士を取り巻く環境下において，歯
科技工士を志した歯科技工士専門学校学生の意識が明ら
かになれば，歯科技工士の減少の歯止めになる要因を推
測できるのではないかと考えた．しかし，歯科技工士養
成課程の学生に対する意識調査は，われわれが渉猟し得
た範囲では見当たらなかった . そこで，歯科技工士およ

び歯科技工士専門学校学生を対象とした意識調査を実施
することで歯科技工士に関する傾向の違いを明示すると
ともに，今後の歯科技工士の在り方を検討することを目
的とした．

B．対象および方法

　本調査は，北海道内の歯科技工士および歯科技工士専
門学校学生を対象とした質問紙調査である．調査対象施
設は北海道医療大学歯科クリニック技工部，北海道医療
大学病院歯科技工部，和田精密歯研株式会社，札幌デン
タルラボラトリー株式会社，札幌メディカルラボ株式会
社，札幌歯科学院専門学校，吉田学園医療歯科専門学
校，北海道歯科技術専門学校であった．回答期間は
2021年 10月 12日から 10月 19日とした．
　質問紙は Google Formを用いて作成し，対象者から
回答を得た．カテゴリーデータは Fisher’s Exactly test

またはχ2検定を行った．なお，統計解析は IBM SPSS 

Statistics 24（日本 IBM）を用いた．

C．結　　果

　本質問調査の回答数は 131名であり，その内訳は歯科
技工士が 52名（回答数の 39.1％），歯科技工士専門学
校学生が 79名（回答数の 60.9％）であった．

1．歯科技工士を志望したきっかけと修学年数
　歯科技工士になりたいと思ったきっかけに関しては，
歯科技工士と歯科技工士専門学校学生との間に統計学的
な有意差はなかった（表 1）．
　現在通っている，または通っていた歯科技工専門学校
または歯科技工士過程のある大学・短期大学の修学年数
においては，歯科技工士の方が歯科技工士専門学校学生
に比べ修学年数が有意に長かった（p＜ 0.05，表 2）．
　しかし，修学年数に関する認識には歯科技工士と歯科
技工士専門学校学生との間に統計学的な有意差はなかっ
た（表 3）．
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2．歯科技工士の業務範囲について
　歯科技工の中で最も興味のある分野，今後需要がある
と思う歯科技工の分野に関する認識には，歯科技工士と
歯科技工士専門学校学生との間に統計学的な有意差はな
かった（表 4，5）．
　また，「歯科技工士が口腔内を触ることができるか」
という質問では，歯科技工士は全員知っていたのに対し
て歯科技工士専門学校学生は 2割が知らなかった（p＜
0.001，表 6）．「歯科技工士が口腔内を触ることができな
いことを知っている」と回答した人を対象に「いつ知っ
たか」を聞いたところ，歯科技工士専門学校学生は「入
学前から知っている」と回答した割合が有意に多かった
（p＜ 0.05，表 7）．
　「歯科技工士も患者の口腔内を触れることができるよ
うになった方がいいと思いますか」という質問に対して

は，「いいえ」と回答した割合が歯科技工士専門学校学
生において有意に多かった（p＜ 0.001，表 8）．「歯科
技工士が患者の口腔内を触れることができるなら何をし
たいですか」という質問においては，歯科技工士と歯科
技工士専門学校学生との間に統計学的な有意差はなかっ
た（表 9）．

3．就職先に関して
　希望している就職先に関して，歯科技工士専門学校学
生はラボを希望する割合が有意に高かった（p＜ 0.01，
表 10）．就職先を決めるうえで最も重要視する項目に
は，歯科技工士と歯科技工士専門学校学生との間に統計
学的な有意差はなかった（表 11）．
　「海外での歯科技工の仕事に就きたいか」という質問
に関しては，「いいえ」と回答した歯科技工士専門学校

表 1　歯科技工士になりたいと思ったきっかけは何ですか？（複数回答可）

歯科技工士
歯科技工士
専門学校学生 P Value

手先が器用だから 14 25

0.48

ものづくりが好きだから 30 44

学校の先生の勧め 5 6

周りの歯科関係者からの勧め 9 6

人づきあいが少ないと思うから 4 19

歯科技工士にあこがれていたから 1 7

歯科関係職種に就きたかったから 5 16

特になし 6 4

セル内の数値は実数，χ2
 Test

表 2　 （現在通っているまたは通っていた）歯科技工専門学校または歯科技工士養成過程
のある大学・短期大学の修学年数は？

修学年数 歯科技工士
歯科技工士
専門学校学生 P value

2年 86.3 98.7

0.0133年 7.8 1.3

4年 5.9 0

セル内の数値は構成割合（％）
Fisher’s Exactly Test

表 3　あなたにとって修学年数は適切ですか？（適切でしたか？）

歯科技工士
歯科技工士
専門学校学生 P value

短　い 47.1 40.5

0.757適　切 51 57

長　い 2 2.5

セル内の数値は構成割合（％）
Fisher’s Exactly Test
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表 4　歯科技工の中で最も興味のある分野は？（複数回答可）

歯科技工士
歯科技工士
専門学校学生 P Value

顎補綴 14 3

0.093

矯正装置 13 20

CAD/CAM 37 43

インプラント技工 21 11

セラミック技工 25 10

3Dプリンター造形 35 30

金属床義歯 15 6

総義歯・部分床義歯 23 19

スポーツ歯科用マウスピース 15 28

睡眠時無呼吸症候群治療用マウスピース 10 10

その他 1 7

セル内の数値は実数，χ2
 Test

表 5　今後需要があると思う歯科技工の分野は？（複数回答可）

　 歯科技工士
歯科技工士
専門学校学生 P Value

顎補綴 10 5

0.154

矯正装置 21 28

CAD/CAM 46 66

インプラント技工 17 23

セラミック技工 13 16

3Dプリンター造形 42 38

金属床義歯 9 10

総義歯・部分床義歯 20 15

スポーツ歯科用マウスピース 16 20

睡眠時無呼吸症候群治療用マウスピース 19 21

その他 0 2

セル内の数値は実数，χ2
 Test

表 6　歯科技工士は口腔内を触ることができますか？

　 歯科技工士
歯科技工士
専門学校学生 P value

できる 0 0

＜ 0.001できない 100 79.7

わからない 0 20.3

セル内の数値は構成割合（％）
Fisher’s Exactly Test

表 7　 歯科技工士が口腔内を触ることができないことを知っていると回答をした人のみ
お答えください．いつ知りましたか？

歯科技工士
歯科技工士
専門学校学生 P value

入学前 29.4 41.8

0.024在学中 51 45.6

卒業後 9.8 0

セル内の数値は構成割合（％）
Fisher’s Exactly Test
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学生が有意に多かった（p＜ 0.05，表 12）．

4．歯科技工士減少に関する認識の違い
　歯科技工士数減少の原因に関する認識においては，歯
科技工士と歯科技工士専門学校学生との間に統計学的な
有意差はなかった（表 13）．

D．考　　察

1．歯科技工士養成課程の修学年限について
　現職の歯科技工士と修学年数に違いはあるが，修学年
数に関する印象に両者の違いはなかった．このことか
ら，修学年数の印象は単に期間の長さに依拠するもので

表 8　 歯科技工士も患者の口腔内を触れることができるようになった方がいいと思いま
すか？

歯科技工士
歯科技工士
専門学校学生 P value

いいえ 15.7 49.4 ＜ 0.001は　い 84.3 50.6

セル内の数値は構成割合（％）
Fisher’s Exactly Test

表 9　歯科技工士が患者の口腔内を触れることができるなら何をしたいですか？（3つまで回答可）

歯科技工士
歯科技工士
専門学校学生 P Value

印象採得 24 29

0.069

咬合採得 21 24

咬合調整 28 20

支台歯形成 9 5

顎位の設定 12 9

補綴処置全般 9 7

コンタクト調整 10 26

顎口腔機能検査 8 6

シェードテイキング 25 17

触診（咬筋・顎関節） 20 7

補綴装置の適合検査 27 24

補綴装置の接着・合着 7 14

その他 1 0

セル内の数値は実数，χ2
 Test

表 10　希望している就職先は？

歯科技工士
歯科技工士
専門学校学生 P Value

大・中規模ラボ 18 32

0.002

院内ラボ 7 25

個人ラボ 4 11

開 業 1 0

研究教育機関
　（大学・短大・専門学校・研究所など） 15 2

歯科以外の職種 1 3

歯科商社・メーカー 3 2

セル内の数値は実数，χ2
 Test
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はないことが示唆された．修学期間に対する印象は，修
学期間内の修学内容等のバランスに起因するのではない
かと考えられる．

2．歯科技工士の業務範囲について
　歯科技工のなかで興味のある分野について，歯科技工
士と歯科技工士専門学校学生ともに CAD/CAM，3Dプ
リンター造形と回答していた．有意差はなかったもの
の，歯科技工士専門学校学生はスポーツ歯科用マウス
ピースにも回答数が多い傾向を示していたことから，ス
ポーツ歯科用マウスピースの需要をあげていけば，さら
に歯科技工に興味を示す若者が増加する一助となるかも

しれない．
　今後需要のある歯科技工分野について，歯科技工士と
歯科技工士専門学校学生ともに同じ回答の傾向だった．
このことから学校で歯科技工の現状・実態などを適切に
教育され，歯科技工士との共通認識を有している可能性
が示唆された．
　歯科技工士専門学校学生において歯科技工士が口腔内
を直接触ることができないと知らない人が 2割程度存在
するが，知っていた学生は入学前から知っている割合が
多かった．よって，歯科技工士専門学校学生は入学前か
ら歯科技工士のことを事前に調べていることが示唆され
た．このことから正しい情報発信が必要である．また，

表 11　就職先を決めるうえで最も重要視しているのは？

歯科技工士
歯科技工士
専門学校学生 P Value

収入がよい 11 20

0.219

人間関係が良好 19 25

専門技術の習得が可能 10 9

残業が少ない 3 15

最先端の機器が使用できる 6 9

作業量と時間使い方がある程度融通がきく 1 0

地元でよい話を聞かなかった 1 0

潰れなそうな会社 0 1

セル内の数値は実数，χ2
 Test

表 12　海外での歯科技工の仕事に就きたいですか？

歯科技工士
歯科技工士
専門学校学生 P value

いいえ 45 70.9
0.018は　い 55.3 29.1

セル内の数値は構成割合（％）
Fisher’s Exactly Test

表 13　歯科技工士数が減少していることに対して，何が原因だと思いますか？（複数回答可）

歯科技工士
歯科技工士
専門学校学生 P Value

賃　金 48 56

0.165

勤務時間 45 58

人間関係 19 17

世間の評価 19 23

職業性疾患 7 12

歯科疾患の減少 2 8

デジタル化の普及 5 16

歯科医師数の減少 2 5

歯科技工士の社会的地位の低さ 2 2

セル内の数値は実数，χ2
 Test
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歯科技工士も患者の口腔内を直接触れることができるよ
うになった方がいいと回答した歯科技工士専門学校学生
が，歯科技工士よりも少なかった．この回答の傾向の違
いは，実際の歯科技工業務経験の多寡による可能性が考
えられる．歯科補綴治療の見学など，Early exposureを
さらに充実することで補完できるかもしれないと考える．

3．就職先について
　歯科技工士専門学校学生は希望する就職先にラボを選
択する傾向があるが，就職先を選択する条件は歯科技工
士と同じ傾向だった．「海外での歯科技工の職に就きた
いか」という問いには 7割が就きたくないと回答してい
る．歯科技工士専門学校学生はまだ歯科技工士としての
キャリアパスが不明確であると考えられるため，キャリ
アパスの確立やキャリア教育が望まれる．

4．歯科技工士減少に関して
　歯科技工士数減少の要因として，歯科技工士，歯科技
工士専門学校学生の回答はともに賃金，勤務時間，人間
関係，世間の評価の 4項目で共通した回答だった．この
4項目は先行研究の指摘項目と同一であった4）．これら
の項目をいかに改善していくかが今後の大きな課題であ
るといえる．
　一方で，歯科技工士減少の原因に関する要因として，
学生に特徴的な回答は「デジタル化の普及」であった．
日本ではデジタル庁を 2021年 9月に設立し DX（デジタ
ル・トランスフォーメーション）6）を推進している．歯
科技工の分野でも DIGITAL Dentistryによる技工プロセ
スのデジタル化と Information Communication Technology

が普及している．デジタル技術の発展で歯科技工の専門
性は高まっているが，デジタル化できないアナログ技工
にこそ歯科技工の高度な専門性が内包すると考える．ゆ
えにデジタル歯科技工などの先端技術も重要であるが，
デジタルに移行できないアナログ技工の重要性をいかに
伝えるかも大事な側面であろう．アナログ技工の手法を
新規分野へ応用できれば，歯科技工のキャリアパスの拡
大につながり，ひいては DX推進と歯科技工士のアナロ
グの「匠」技術の融合が患者の QOL向上と健康寿命の

延伸に寄与すると考える．

E．結　　論

　歯科技工士専門学校学生は，現職の歯科技工士と歯科
技工の現状に関する共通認識を持っている側面と，歯科
技工士専門学校学生特有の傾向を示唆できた．今後調査
対象を拡大して，さらに精緻に歯科技工士専門学校学生
の傾向を明らかにしていきたい．

　本調査に関して，札幌歯科技工士会をはじめ，多くの関係
団体にご協力を賜りました．感謝の意を表します．

　本論文に関して，開示すべき利益相反状態はない．
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顎口腔系に調和した歯科技工のために

北海道医療大学予防医療科学センター 医療政策・医療管理学系

岡村　敏弘

A．はじめに

　疾病構造の変化，医療技術の高度化・複雑化，医療
サービスに対する国民のニーズの多用化・高度化などと
あいまって，医療サービスの多様化や質の向上およびさ
まざまな面で国民に開かれた医療が強く求められている．
　歯科医療は，単に疼痛の緩和・除去，歯および歯周組
織の形態的・位置的・審美的な回復が目的ではなく，全
身状態とも密接に関係している顎口腔系の諸機能の回復
を行い，その状態を予防的な観点からも維持・保全・管
理することによって， 患者の ADL（Activities of Daily Liv-
ing）を改善し，その結果として QOL（Quality of Life）
を向上することである．そして，歯科医師，歯科衛生士
および歯科技工士を中心とするチームが一丸となって，
はじめてその目的が達成できるものである．つまり，歯
科医療においては，歯科チームのメンバー間のコミュニ
ケーションの質が，提供できる歯科医療の質となる．
　顎口腔系の機能は，機能的咬合系の各因子である脳神
経系・顎関節・咀嚼系筋群・狭義の咬合の調和のもとに
正常に営まれている1）ことから，歯科治療においては，
口腔を中心とした患者の状態の把握と顎口腔機能の客観
的かつ総合的な評価のもとで，咀嚼・会話などの人の生
活に欠かせない人工臓器として顎口腔系に調和した補綴
物を製作する必要がある．したがって，歯科チームの全
員が顎口腔系の解剖や機能などを正しく理解しておくこ
とが必要であるとともに，患者個々の詳細な口腔内や顎
口腔機能などの状態について，歯科チーム内で情報を共
有していることが不可欠である．
　本稿では，歯科医師と歯科技工士・歯科衛生士の真の
チームワークによる，顎口腔系に調和した歯科技工のた
めの留意点などを，歯科医師と歯科技工士との間をつな
ぐ情報共有の接点として，「作業模型・咬合器」と「歯
科技工指示書」を取りあげて検討した．

B．作業模型と生体との相違において留意する点

　作業模型と生体との相違における留意点は多々ある
が，ここでは歯根膜と顎堤粘膜の被圧変位について確認
する．
　正常な歯における歯根膜の歯軸方向への被圧変位量は
0.1mmであるのに対し，有床義歯の床下顎堤粘膜の被
圧変位量は 0.4～2.0mmと約 4～20倍の被圧変位量の差
がある2）．図 1に筆者の臨床例であるオルタードキャス
トテクニック（模型改造印象法）を示す注1）．このオル
タードキャストテクニックは，支台歯と顎堤粘膜の被圧
変位量の差を補正するうえで特に遊離端義歯の症例にお
いて有用な方法であるが，歯科医師と歯科技工士との十
分な連携が必要になる．

C．咬合器と生体との相違において留意する点

　咬合器と生体との相違における留意点も多々あるが，
ここでは，以下の点について確認する．

1．下顎頭の形態と蝶番軸点の関係
　図 2は乾燥頭蓋骨における顎関節部の状態である．下
顎頭は通常の咬合器における顆頭球のような球体ではな
く，ちょうどラグビーボールのような形態をしている．
そして，下顎頭は顆頭間軸に対して平行に位置している
のではなく， 下顎枝に対して約 90度の角度にあり， 図 2

で示した下顎窩と下顎頭との関係からも，仮に蝶番運動
を行わせたとしても，左右の下顎頭の中央部を結ぶ線が
蝶番軸になることはあり得ず，左右の下顎頭の内側極を
結ぶ線が蝶番軸となる．この点は咬合器における左右の
顆頭球の中心を結ぶ線が蝶番軸となることと大きく異な
る．したがって，下顎頭の内側極で蝶番運動として回転
運動が行われていても，下顎頭の外側極は滑走運動をし
ていることになるので，顎関節部の触診時や顎関節部の
エックス線写真を読影する際には注意が必要である．

特別講演
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2．第 3種てこの原理の適用の可否
　頭蓋骨と下顎骨との関係を第 3種のてこで説明される
ことがあり，その際には歯列部分が作用点，閉口筋部分
が力点，顎関節部が支点で表現されている．てこの原理
においては支点は動かないことが条件であるが，歯列の
後方に閉口筋群が存在し，さらに顎関節部には線維性軟
骨である顎関節円板が介在する．したがって，どんなに
歯列の後方で噛んでも顎関節部には圧が加わり圧縮され
支点は動く．この顎関節における弾力性は小児で約

1mm，成人で 0.5mm，50歳以上で 0.3mmを示すこと
が報告されている3～5）．この点も咬合器と全く異なる点
である．
　このように顎関節には弾力性があり，圧縮が加わって
も正常な顎関節であれば痛みも違和感もないため，臼歯
部の咬合支持が消失する症例における咬合採得時や補綴
物の装着時には注意しないと本来の状態よりも咬合が低
くなる可能性がありうる6）．

図 1　Altered Cast Technique（模型改造印象法）

図 2　乾燥頭蓋骨における顎関節部の状態
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3．半調節性咬合器を調整するうえでのエラーの原因
　半調節性咬合器を調整するのに先立ち，各患者におけ
る頭蓋に対する上顎歯列の位置的関係を咬合器上に再現
するためにフェイスボウトランスファーが行われる．咬
合器は設計段階でその咬合器における基準平面が決まっ
ており，それに基づいてイヤーロケーションの位置付け
がなされている．したがって，イヤーロッド付きフェイ
スボウを用いる場合には，その咬合器における基準平面
を再現するための前方基準点を用いなければならない．
　また，フェイスボウのクランプを締めて固定する際に
顆頭間軸のずれが生じないように，細心の注意が必要で
ある．特にイヤーロッド付きのフェイスボウを使用する
場合には，患者にサイドアームを把持してもらい外耳道
内のイヤーピースが左右均等に接触している状態を維持
してもらったうえで行う必要がある．結果として顆頭間
軸がずれた状態で上顎模型が装着されれば，仮に適切に
チェックバイトを採得していたとしても，顆路調節でき
ないか，できても顆路調節は不適正なものとなるため，
チェアサイドでの採得時の状況が確認できない場合には
注意が必要である．

4． ポステリアガイダンスはアンテリアガイダンスの
影響を受けるか否か

　前方位から下顎を後退する際に，アンテリアガイダン
スとポステリアガイダンスが等角度の場合には下顎頭は
回転せずに後退するが，アンテリアガイダンスがポステ
リアガイダンスよりも角度が小さい場合には，下顎頭は
開口方向に回転しながら後退することになり，咀嚼系筋
群の協調した活動に影響を与える可能性がある．咬合器
における顆頭は一般に球であり，球の中心線を結ぶ線が
蝶番軸になるため，回転運動が加わっても影響もなく回
転運動に気づくこともない．しかし，生体の下顎頭は球
ではない．したがって，回転運動が加わることによりポ
ステリアガイダンスはアンテリアガイダンスの影響を受
けることになる．たとえば下顎頭が平坦化していたら回
転運動が加わることによってカム運動の効果が生じ，ポ
ステリアガイダンスはより強く影響を受ける．
　アンテリアガイダンスは下顎の機能運動範囲と調和し
たものであり，ポステリアガイダンスとも調和して正し
く機能できるものであることが必要である．前方運動時
の下顎頭の回転と滑走の様相から検討したところ，矢状
切歯路傾斜度は矢状顆路傾斜度と等角度から約 5度以内
の範囲で角度が強ければ理想的と考えられる7）．
　理想的な下顎頭運動経路は，前方および側方運動時に
下に凸で円滑な曲線を示し，往路と復路は一致し，起始
点から 3～8mmの範囲で前方運動時および側方運動時
の下顎頭運動経路は一致し，その後 3～ 5度のフィッ

シャー角を示す8）．下に凸の曲線を示すので，チェック
バイトを採得する位置が咬頭嵌合位から離れるほど角度
は小さくなる．さらに，限界運動域と咀嚼時における機
能運動範囲や方向は異なる9）ため，チェックバイトを採
得する位置や採得方法によっても影響を受ける．

D． 歯科技工指示書の記載内容の現状と歯学部
での教育

　歯科技工士法の第 18条には，「歯科医師又は歯科技工
士は，厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の
指示書によらなければ，業として歯科技工を行ってはな
らない．ただし，病院又は診療所内の場所において，か
つ，患者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基い
て行う場合は，この限りでない」と規定され，歯科技工
士法施行規則の第 12条には，歯科技工指示書の記載事
項は，「患者の氏名，設計，作成の方法，使用材料，発
行の年月日，発行した歯科医師の氏名及び当該歯科医師
の勤務する病院又は診療所の所在地，当該指示書による
歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは，そ
の名称及び所在地」と規定されている．
　厚生労働省ウエブサイトには，特定共同指導・共同指
導における指摘事項として，令和元年度の歯科における
主な指摘事項が掲載されている10）．歯科技工指示書につ
いては，「歯科技工指示書に設計，使用材料，発行した
歯科医師の氏名の記載のない例が認められたので改める
こと」，そして診療録における補綴時診断料の記載事項
については，「診療録に記載すべき内容（欠損部の状
態，欠損補綴物の名称及び設計等の要点）について，記
載のない例又は記載の不十分な例が認められたので，適
切に記載すること」が報告されている10）．これが全国的
な現状である．筆者は約 26年間，厚生労働行政の指導
に携わり診療録や歯科技工指示書などの関係書類を確認
してきたが，歯科技工指示書の記載内容においては，設
計が全く記載されていない例や設計および作成の方法が
「おまかせ」と記載されている例などを現認している．
そのような事例において，歯科医師の記載漏れなのか，
歯科医師が設計できないのかは不明である．
　歯科医師国家試験において，口腔外科の実技（実地）
試験は昭和 50（1975）年に，保存と補綴の実技（実地）
試験は昭和 57（1982）年にそれぞれ廃止されている．
　歯科技工法（現：歯科技工士法）制定以前におけるい
わゆる歯科技工士の業務は，「もともとは歯科医師にな
ろうとする者が，開業歯科医師を師匠として頼って弟子
入りし，その師匠の塾生，門下生，書生等となって歯科
医術を修業し，その間に師である歯科医師の指導によっ
て床義歯，金属冠等の作製に従事し，歯科医師の補助業
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務を行っていたことから始まった」11）（下線は筆者）とさ
れている．そして歯科技工を，「歯科技工士以外に，歯
科医師にも業として行うことを許したのは，歯科技工の
業務が歯科医業を補足する性質のものであり，できれば
歯科医師自身が歯科医行為（歯科医業）の一環として行
うのが本来の姿である」11）（下線は筆者）とされている．
　歯科医師国家試験から実技（実地）試験が廃止されて
以降，歯学部における学生実習の具体的な内容に変化が
あるのではないであろうか．歯学部での教育が完了した
段階で技工指示が的確にできる状況であるのか否か気に
なるところである．
　教育および指導における心得として，「やって見せ，
言って聞かせて，させてみて，ほめてやらねば，人は動
かじ」という山本五十六の言葉がある．この言葉には続
きがあり，「話し合い，耳を傾け，承認し，任せてやら
ねば，人は育たず．やっている，姿を感謝で見守って，
信頼せねば，人は実らず」である．歯科技工業界におい
ても日頃の後輩の教育や指導で行っていることではない
であろうか．歯科医師と歯科技工士との関係においても
同じことが言えるのではないかと思われる．

E． 歯科医師と歯科技工士の情報の共有におけ
る問題点

　歯科技工指示書における記載内容，歯冠補綴時色調採
得検査における口腔内カラー写真そして作業模型などだ
けで，顎口腔系に調和した歯科技工を行ううえで十分な
情報なのであろうか．人工臓器を製作するということ
は，的確にさまざまな機能を発揮できなければならな
い．医療は疾病を診るのではなく人を診るものである．
歯科医療も同様である．仮に同じ部位に対する歯科技工

物であったとしても，年齢，性別，職業，趣味趣向，食
生活，習癖，生活環境などによっても製作上配慮しなけ
ればならない部分があるはずである．
　咬合器上の作業模型だけでは情報共有が不足する内容
として，講演においては次のケースにおける症例を示し
たうえで，チェアサイドなどでの情報共有の必要性を解
説したが，本稿においてはその詳細は割愛し簡潔に示す．

1．上顎前歯部補綴物のフレーム試適時
　顎堤粘膜からの移行状態を踏まえたカントゥア，リッ
プサポートなどの口唇状態，機能運動を障害していない
か否か下口唇閉鎖路における切縁の位置と厚みの確認な
ど．

2． 咬合支持が失われている症例における垂直的咬合
採得（咬合高径決定）時

　上下口唇の面積，上下口唇の前後的位置関係，口角部
のしわの角度と深さ，ほうれい線と人中部の状態，鼻翼
や鼻腔の状態，オトガイ部の状態の確認など（図 3）．

3．垂直的咬合採得後の水平的咬合採得時
　適切に設計されたゴシックアーチトレーサーによる下
顎運動およびタッピングの複数回の練習により，噛み癖
などによるマイオエングラムすなわち筋の記憶痕跡を遮
断し，咀嚼系筋群にも，顎関節にも調和した患者自身が
とり得る下顎位を求める際におけるゴシックアーチの形
状や経路の変化およびタッピングポイントの収束状態や
エイペックスとの関係の経過確認，水平的顎位の修正に
よる Axiographや CADIAXなどによる下顎頭運動経路
の確認など（図 4）．

図 3　咬合高径の違いによる顔貌への影響
図 4　Gothic Arch TracerによるMyo-engramの除去
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4． 補綴物装着前後における咀嚼機能検査による機能
状態確認時

　下顎運動測定器による咀嚼機能検査，咬合力分析検査，
咀嚼能力検査，筋電図検査などによる確認など（図 5）．
　以上，歯科技工指示書における記載内容や口腔内カ
ラー写真，作業模型だけでは，製作するにあたって情報
として十分ではない症例があることを示した．できれば
チェアサイドで一緒に確認していただきたいが，筆者の
父のような一人歯科技工所が歯科技工所の 76.7％を占
めている12）ことから，そのような場合には ICT（ Infor-
mation and Communication Technology） を活用し，チェ
アサイドでの状況を歯科技工所内でも情報の共有ができ
れば，やりがいにもつながると考える．

F． 歯科技工士としての職務満足感を高めるう
えでの包括的歯科チーム医療体系への転換

　行動経済学において，生産者の顔写真の掲示により，
「トレーサビリティ・システムが充実するまでの補完と
充実してからの代替といった条件のもとで生産者の顔写
真の掲示は消費者の購買意欲を増すことができる」と報
告されている13）．歯科においては，「歯科補てつ物製作
過程等の情報提供推進事業」により，歯科補綴物に関す
る情報を院内掲示やリーフレットの配布などにより情報
提供することで，安全・安心な歯科医療の提供に資する
ものか検証が行われている12）が，歯科医療における歯科
技工士という職種や業務内容とその重要性が広く国民の
中に浸透し社会の認知を向上させていくことが必要であ

る．
　筆者は日本歯科大学新潟歯学部補綴科に在籍中は，
パートナーである病院歯科技工科の渡辺歯科技工士と常
に議論しながら，チェアサイドでも補綴物の製作過程で
協働して患者の治療にあたってきた．特に補綴物の装着
時や装着後に患者が渡辺歯科技工士に感謝を伝えている
言葉や姿を筆者は今でも鮮明に覚えている．渡辺歯科技
工士も歯科医療の一端を担っているという強い実感と感
動を覚えたことと思われる．また，お互いにその協働作
業を形としての残すとともに客観的に見直すことも必要
と考え，学会発表も協働して行った14～18）．このような
歯科医師と歯科技工士との協働活動も歯科技工士として
職務満足感を高めることにつながると思われる．研究発
表ではなく症例発表であったとしても，自分の行ったこ
とを客観的に見直すうえで，素晴らしい機会になると考
える．
　今後，人口構成の変化や，歯科疾患罹患状況の変化に
伴い，歯の形態の回復を主体としたこれまでの「治療中
心型」の歯科治療だけではなく，全身的な疾患の状況な
ども踏まえ，関係者と連携しつつ患者個々の状態に応じ
た口腔機能の維持・回復（獲得）を目指す「治療・管
理・連携型」の歯科治療の必要性が増すと予想されてい
る12）．このことは包括的歯科チーム医療体系の中のチー
ムの一員である歯科技工士も共有しておく情報であると
ともに，職務満足感を高めていくうえでも今後は必要な
点であると考える．

図 5　補綴物装着後の下顎運動測定器による咀嚼機能検査
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G．歯科技工士の業務範囲の見直しについて

　2020年 3月 31日付で「歯科技工士の養成・確保に関
する検討会報告書」19）が公表された．この報告書におけ
る歯科技工士の業務などに関する今後の方向性について
は，「チェアサイド等における歯科医師と歯科技工士の
連携を推進する観点から，シェードテイキング等，現行
法令において歯科技工士が実施可能な業務内容につい
て，整理する」ことや，「歯科医師と歯科技工士の連携
を推進し，より質の高い歯科医療を提供する観点から，
歯科技工士の業務範囲（歯科技工士が業務を行う上で直
接患者の口腔内を触れることも想定される業務を含む）
については，歯科技工士養成課程における教育内容や必
要な修業年限と併せて，引き続き具体的な検討を行う」
と報告されている19）．
　また，「歯科技工士の業務内容の見直しに向けた調査
研究」12，20）では，「歯科技工士の業務について，歯科技工
士がチェアサイドで患者に直接触れる業務に携わること
については，歯科技工士，歯科医師ともに 8割以上が
『賛成』又は『どちらかといえば賛成』だった」12）ことな
どが報告されている．
　ここで医師・歯科医師・獣医師と薬剤師との関係を確
認する．特に注目したい点は，薬剤師法の第 24条に
は，「薬剤師は，処方箋中に疑わしい点があるときは，
その処方箋を交付した医師，歯科医師又は獣医師に問い
合わせて，その疑わしい点を確かめた後でなければ，こ
れによって調剤してはならない」とされており，保険医
療機関および保険医として最低限遵守しなければならな
い療養担当規則の第 23条 2項には，「保険医である医
師・歯科医師は，その交付した処方箋に関し，保険薬剤
師から疑義の照会があった場合には，これに適切に対応
しなければならない」とされていることである．
　歯科技工指示書の記載内容をとおして，歯科医師と歯
科技工士との間にはこのような関係が整備されてはいな
い．歯科技工指示書とともに作業模型などにおいて，歯
科技工士ならではの視点，つまり製作の観点からの視点
を歯科医師にフィードバックすることが重要なのではな
いか．たとえば，「もう少し形成（印象，バイト，作業
模型または石膏の取扱いなど）がこうだったら……」と
いう歯科技工士側の思いがあるのではないか．その現状
と思いが，「歯科技工士の業務内容の見直しに向けた調
査研究」12，20）における歯科技工士がチェアサイドで患者
に直接触れる業務に携わることについての歯科技工士の
肯定的意見の理由なのではないのか．確証はないが，歯
学部の歯科学生の実習内容の変化などにより，その弊害
として，たとえば形成，印象，バイト，作業模型，石膏

の取扱いなどにおいて，どこに問題があるか歯科医師が
気づかないまたは気づけないのではないのか．筆者は，
日頃いかに歯科技工業務上助けてもらっているのか気づ
かない歯科医師が増えているのではないかと危惧する．
　歯科技工士からの製作の観点からの助言は，歯科医師
の医療技術の質の向上につながり，そのことは歯科技工
士のストレスの減少，再製の減少にもつながるのではな
いであろうか．結果的に国民のためになるように思える．

H． 歯科技工士の業務範囲を見直すうえでクリア
しておかなければならない問題点について

　ここでの考察は，筆者自身の個人的な見解であること
を明記しておく．

1． 昭和 30年に「歯科技工法」が制定された経緯を改
めて確認しておく必要性について

　歯科技工法制定以前における状況は，歯科技工業者の
中には，印象採得から装着までの歯科補綴の行為のほと
んどを行っていた者もあり，歯科技工の業務範囲，歯科
医師と歯科技工士の身分関係その他を巡って，さまざま
な問題が存在していた．そのため，一定の規制を加える
ことの必要性が生じ，このような情勢の下に，歯科技工
法の制定を要望する動きが，歯科医師団体，歯科技工業
者団体などの間で昭和 21年頃から強くなり，この動き
の高まりが結実して，諸懸案が解決されたことにより，
昭和 30年にその法制化が実現したという経緯があっ
た11，21）．このことを，業務範囲の見直し，特に拡大する
にあたっては理解しておく必要がある．

2． 歯科技工士および歯科医師の中でさえ歯科技工士の
業務範囲の見直しには賛否両論であることについて

　「歯科技工士の業務内容の見直しに向けた調査研
究」12，20）において，歯科技工士がチェアサイドの一部に
携わることについて「反対」および「どちらかというと
反対」を合わせた否定的意見は，歯科医師で 5.4％，歯
科技工士で 10.0％であり12），否定的意見の割合が低いと
はいえ賛否両論の状況である．いかなる理由によりその
ような結果になっているのかは不明であるが，歯科界の
総意とはなっていない．

3． 歯科医師の単なる手足にならないようにすること
について

　「歯科技工士の業務内容の見直しに向けた調査研
究」12，20）において，「歯科技工士がチェアサイドで行う業
務として想定される行為は歯科技工士と歯科医師で異
なっており，歯科医師のほうが，より多くの診療行為を
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歯科技工士が実施してもよいと考えている傾向にあっ
た」12）（下線は筆者）ことが報告されている．仮に業務範
囲の見直しが行われたとしても，その周知の過程におけ
る誤解などによって，歯科医師の単なる手足などという
運用に決してなってはならないと考える．

4． 何らかのトラブルがあった際における責任の所在
などについて

　チーム医療における各医療従事者の責任については，
たとえば医師と医療補助者である看護師のように指示監
督関係がある場合は，基本的には指示監督者である医師
が責任を負い，事案によっては看護師自身も責任を負う
ことがあり22，23），チーム医療の進展は個々の従事者の役
割をより重要なものにしているので，医療補助者の責任
は重くなる傾向にあるとされている22，24）．したがって，
現行法上は歯科技工士に歯科診療の補助は認められてい
ないが，仮に業務範囲の拡大によって医療補助者になっ
た場合は，チェアサイドにおける指示監督関係の有無や
その状況などが重要になると考える．
　また，患者とのコミュニケーション能力も必要になっ
てくることから，心理学も含めたコミュニケーションス
キルの向上，患者とのトラブルに巻き込まれる可能性が
ないとは言えないことからその対応，さらには感染予防
対策などの教育上の充実も重要である．

5． 歯科技工士の業務範囲の見直しには法律改正が必
要であることについて

　保健師助産師看護師法の第 5条には，「この法律にお
いて『看護師』とは，厚生労働大臣の免許を受けて，傷
病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の
補助を行うことを業とする者をいう」とされ，歯科衛生
士法の第 2条第 2項には，「歯科衛生士は，保健師助産
師看護師法第 31条第 1項及び第 32条の規定にかかわら
ず，歯科診療の補助をなすことを業とすることができ
る」注2）とされている．
　歯科技工士法の第 2条第 1項には，「この法律におい
て，『歯科技工』とは，特定人に対する歯科医療の用に
供する補てつ物，充てん物又は矯正装置を作成し，修理
し，又は加工することをいう．ただし，歯科医師（歯科
医業を行うことができる医師を含む）がその診療中の患
者のために自ら行う行為を除く」，同条第 2項には，「こ
の法律において，『歯科技工士』とは，厚生労働大臣の
免許を受けて，歯科技工を業とする者をいう」とされ，
歯科技工士は歯科診療の補助をなすことはできない．さ
らに，同法第 20条には，「歯科技工士は，その業務を行
うに当つては，印象採得，咬合採得，試適，装着その他
歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれ

のある行為をしてはならない」とされている．
　したがって，歯科技工士の業務範囲の見直し（歯科技
工士がチェアサイドの一部に携わる）にあたっては，歯
科技工士法自体の法律改正が必要となる．

I．おわりに

　筆者は，「歯科技工士が患者に直接触れる業務に携わ
る」という観点からの議論の進め方ではなく，今回取り
上げた歯科界の現状の観点から歯科技工士の業務範囲の
見直しにより，歯科医師の診療行為の質の向上，歯科技
工士の職務満足感と地位などの向上，その結果として国
民に提供する歯科医療の質の向上が必要と考える．
　したがって，咀嚼や会話などの人の生活に欠かすこと
のできない人工臓器として，顎口腔系に調和した補綴物
を国民に提供するために，まず，歯科技工士という製作
する専門の立場からの歯科医師への意見や助言を業務と
してできる関係の構築を整備し，前述した問題点をクリ
アしたうえで，チェアサイドにおいて歯科技工上必要と
なる診療行為に関する歯科診療の補助が必要になり，そ
の結果として患者に触れる場合もありうるという整理が
よいのではないかと考える．今後，顎口腔系に調和した
質の高い歯科医療を国民に提供し国民にとってプラスと
なるのは何かという観点から，歯科技工士の業務内容の
見直しにつながればと考える．

注 1） 筆者は約 26年間厚生労働行政の職務に就いていたた
め，今回お示ししている臨床例は 30数年以上前の日
本歯科大学新潟歯学部在職中のものである．すべて新
潟病院歯科技工科の渡辺毅歯科技工士との協働作業で
ある．

注 2） 保健師助産師看護師法の第 31条第 1項は「看護師で
ない者は，第 5条に規定する業をしてはならない．た
だし，医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場
合は，この限りでない」，第 32条は「准看護師でない
者は，第 6条に規定する業をしてはならない．ただ
し，医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合
は，この限りでない」，第 6条は「この法律において
『准看護師』とは，都道府県知事の免許を受けて，医
師，歯科医師又は看護師の指示を受けて，前条に規定
することを行うことを業とする者をいう」である．

　本稿執筆にあたり，開示すべき利益相反状態はない．
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教育講演

今求められる咬合
―顎機能に調和した歯列の再建―

RYOMA Dental Technician’s Office

藤田　良磨

A．緒　　言

　現在の歯科補綴装置の製作において，顎機能に調和し
た歯列の再建を目指した場合，デジタル技工ではなく，
アナログ技工によって製作することが望ましいといわれ
ている．それはデジタル上のバーチャルアーティキュ
レーターでは作業側側方顆路角の設定ができるものがな
く，顎機能を咬合器に再現できるとは言い難いのが現状
である．
　顎機能に調和した歯列の再建を行うにあたり，アナロ
グ技工におけるラボサイドの工程として，チェアサイド
で患者を見た状況と咬合器上で見た状況が近似する自然
頭位によるフェイスボウトランスファーを行い，頭蓋と
上顎歯列の位置関係を決定．中心咬合位における咬合採
得されたバイトを用いて下顎を咬合器に装着し，チェッ
クバイト採得後に顆路調整を行い，顆路角に調和した咬
合調整を行い顎機能の再現を正確に図ることが重要であ
る．フェイスボウの目的や咬合器の性能を詳細に把握
し，生体との違いを認識することも歯科技工士として基
本的であり非常に重要なことである．また咬合器上では
軟組織の情報がないため，歯列再建の最初のポイントと
なる正中の再現を容易に行うためにミッドラインマー
カー1）による顔面正中の再現も有効である．
　歯科技工士が技工作業を行うなかで，すべてが上記の
ような半調節性咬合器を用いて咬合調整ができる環境で
はない．しかし，われわれ医療人の託された使命は，国
民の健康維持であり，歯科医療は歯列の再建と保全を行
い，顎口腔系の機能維持（咀嚼，嚥下，呼吸，発音，感
覚，審美，姿勢維持，身体運動能力の向上）をする役割
を果たさなければならない．したがって，どのような状
況でも極力，顎機能に調和した歯列の再現を目指して業
務に向き合う必要がある．
　世界的にどの業種でもデジタル化が急速に進み，物作
りの現場でもデジタルが取り入れられ，製品の質の均一
化と効率化に多大な影響を与えており，欠かせないもの
となっているが，ヒトの手の鍛えた繊細な感覚はある分

野では機械よりも敏感で，高度な技術ほど人の手が加え
られているのが現状である．歯科でも同じことが起きて
おり，細かい作業になればなるほど卓越した歯科技工士
の手作業が必要であり，その技術の習得がやり甲斐や人
間形成にまで繋がってくる．間接法が多い歯科技工の分
野では各工程の確認が必須であり，共通認識をもったう
えでの確認と臨機応変に対応してアイディアを出し合
い，歯科医師，歯科衛生士とチームアプローチをするこ
とも必要なため，互いがプロとして自覚をもち，技術や
知識だけではなく良好なコミュニケーションも求められ
る．
　医療人としての患者の口腔内だけではなく生活まで配
慮した補綴設計を提案することも，質の高い医療を求め
られる現代では必要になるだろう．患者を思い配慮する
ことで自然に人間形成も行われ，やり甲斐を感じ，自信
をもつことでコミュニケーションが増え，補綴装置の質
に還元され，結果，患者のためになり医療の向上に繋が
る．すべてが理想的環境でなく，たとえ片側の模型にお
ける補綴装置の製作であっても，1歯の形態，歯列のバ
ランス，ガイドの付与，顎関節の状況を想像し，歯科医
師と連携を取りながら，顎機能に調和した歯列の再建を
図ることが重要である．
　そこで本講演では，医療の目的であるヒトの健康維持
を考慮し，歯科医師とコミュニケーションをとり，顎機
能に調和した歯列の再建を図った症例を報告する．

B．ケースプレゼンテーション

【症例 1】 チェックバイト採得により顆路角を設定し
たブリッジ製作

a． 製作工程・製作におけるポイント・発症のメカニ
ズム

　製作工程は通常の工程通りに，上下の印象採得後，
フェイスボウトランスファーを行いアンテリアジグを用
いてチェックバイトを採得後，リマウント，顆路調整
し，陶材焼付け鋳造冠を製作．顆路調整が正確に行われ
ているため，口腔内のファセット通りに模型上でもガイ
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ドしている（図 1）．顆頭の動きをイメージしながら
ディスクルージョンを付与し咬合調整し完成した（図
2）．
b．歯科医師とのコミュニケーション

　歯科医師より，顎関節の症状はなく正常でセントリッ
クも安定しており，模型上と一致しているため，通常の
ブレーシングイコライザーを付与したディスクルージョ
ンを形成することで話が一致した．

【症例 2】対合歯の特徴的な形態に対応した FMC製作
a． 製作工程・製作におけるポイント・発症のメカニ
ズム

　製作ポイントとして，日々の臨床では，模型の見やす
い方向があり，模型を頰側より見て，作業側への側方運
動を確認する光景をよく目にするが，平衡側への側方運
動は片側の模型などの場合は補綴側と反対の犬歯がない
ため確認ができない場合や，作業の流れによって，隣在
歯に合わせて製作されているものも見かけることがあ
る．発症のメカニズムを推測し模型上での干渉がないこ
とを確認し，製作することが大切である．ディスクルー
ジョンの際の犬歯のガイドの角度よりも，反対側の臼歯
部の咬頭傾斜角が急な場合は，平衡側の側方運動時の干
渉に気をつける必要がある．特に機能咬頭から内斜面に

かけて凸状の隆線がある場合は，咬頭傾斜角が一部極端
に急になっており干渉の原因となるため最善の注意が必
要である（図 3）．
b．歯科医師とのコミュニケーション

　平衡側の側方運動時に下顎右側第一大臼歯遠心頰側咬
頭内斜面が干渉するため，遠心頰側咬頭頂を削合し干渉
をなくすことを優先するように打合せした（図 4）．

【症例 3】 右側顆頭の後方転移によるディスクルー
ジョン不足に対応したブリッジ製作

a． 製作工程・製作におけるポイント・発症のメカニ
ズム

　製作ポイントとして，連続した数歯の補綴の場合，歯
列の再建のために咬合の 7要素2）をふまえて製作工程を
進めると効率よく歯列を捉えることができる．咬頭頂の
連続性，中心窩や小窩の連続性といった咬頭対窩，もし
くは咬頭対辺縁隆線の咬合接触関係をどのように 3次元
的に模型上に盛り込むかをイメージし，ガイドの部位や
方向を考慮して咬頭傾斜角を設定しなければならない．
右側犬歯のガイドの角度より下顎左側第二大臼歯の咬頭
傾斜角が急なため干渉となり（図 5），上顎左側の臼歯
部に過度な咬合圧がかかったため治療が必要となるまで
悪化したと推測し，上顎左側臼歯部の平衡側運動時にお

図 1　ファセット通りにガイドしている 図 2　平衡側運動のイメージ

図 3　対合歯の一部突出した咬頭傾斜面 図 4　内斜面の干渉を削合した状態
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ける干渉部位を削合し形態を整えた（図 6）．
b．歯科医師とのコミュニケーション

　干渉部位の削合にあたり，ディスクルージョンする右
側犬歯のガイドの角度に合わせた調整を行うが，バラン
シングプロテクションを過度に削除すると，反対側の顎
関節に悪影響を及ぼす可能性があるため，最終的な微調
整を口腔内にて調整するように打ち合わせをした．

【症例 4】ディープバイトの前歯部症例
a． 製作工程・製作におけるポイント・発症のメカニ
ズム

　製作ポイントとして，審美領域におけるディープバイ
トのケースでは，唇側のクリアランスの確保が難しく，
咬合圧も強くかかってくるため，中心咬合位の接触部位
とガイドを付与する部位のマテリアルの選択をガイドの
方向や下顎前歯のガイドの量を考慮して行わなければな
らない（図 7）．特に就寝時における咬合力は体重の 2

倍から 3倍にもかかるといわれており，下顎前歯のガイ
ドの量も食事の際よりもさらに増えることが多いため，
口腔内で切端位や切端位を越える場所，中間運動まで
しっかりとガイドを確認する必要がある（図 8）．

b．歯科医師とのコミュニケーション
　模型上でも，顎関節の状況をイメージしながらフリー
ハンドによるガイドの接触関係を確認できるが，歯根膜
による歯の動揺などは模型上では再現できないため，口
腔内にて慎重にガイドの確認を行っていただくことと
なった．残存組織の保全や補綴装置の保護を考慮し，最
優先で咬合関係の構築，その後に審美への配慮を行うこ
とで意見が一致した．

【症例 5】 歪んだ咬合平面を修正し，咬合再構成した
ブリッジとパーシャルデンチャーの症例

a． 製作工程・製作におけるポイント・発症のメカニ
ズム

　製作ポイントは，パーシャルデンチャーの製作におい
て残存組織の保全と機能回復率の向上を考慮し3）予知性
の高い設計が求められ，さまざまな制限のある口腔内に
歯列をどのようにまとめることができるかが大きなポイ
ントとなってくる．咬合平面の設定は歯列の再現と機能
の再現，審美の再現にまで影響するため，フルマウスリ
コンストラクションを行う際には慎重に設定する必要が
ある．また，歯列再構築の始まりとなる正中の設定は，
咬合平面の設定に大きく影響するため，ミッドライン

図 5　右側犬歯のガイドの角度より下顎左側
第二大臼歯の咬頭傾斜角が急である．

図 7　中心咬合位の状態

図 6　右側犬歯のガイドの角度と下顎左側
第二大臼歯の咬頭傾斜角が同等である．

図 8　切縁を越える運動の確認
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マーカーを用いて正中を正確に再現した．
b．歯科医師とのコミュニケーション

　歯列の乱れが大きく，チェアサイドにて咬合挙上と顎
位の修正を行ったが，支台歯のポジションや顎堤の高低
差から，左右の歯列をシンメトリーに製作することが困
難なため（図 9），両側切歯間は審美を優先し，左右対
称に製作し，犬歯以降は機能への配慮を優先して製作す
るように打ち合わせをした（図 10）．

【症例 6】 右側Ⅲa型（復位性関節円板内側転移），左
側Ⅲb型（非復位性関節円盤前方転移）に
より，フルマウスリコンストラクションを
行った症例

a． 製作工程・製作におけるポイント・発症のメカニ
ズム

　製作工程や製作におけるポイントとしては，まずプロ
ビジョナルレストレーションにて顎位の修正と顎関節症
状の改善．フェイスボウトランスファー，顆路調整を行

い顎機能に調和した歯列の再建を目指した．3カ月後に
顎位と顎関節症状が落ち着いたためファイナルレスト
レーションへ移行した．この時点で，左顎関節の滑走遅
延はあったものの，顎機能検査による筋の圧痛は消失し
患者に笑顔が戻った．ファイナルレストレーションにて
補綴装置の装着後，患者の姿勢を確認したところ，左右
の肩の水平ラインが術前前と比べて改善され，顎機能な
らびに姿勢まで改善できた（図 11，12）．
b．歯科医師とのコミュニケーション

　顎機能診断，発症のメカニズムの診断，エンドポイン
トの診断の 3つの診断4）から，最終補綴物を装着後も顎
位の修正が施しやすいように，上顎機能咬頭をメタル
ティースにし，下顎の咬合面はコンポジットレジンにて
修復ができるように，硬質レジン歯を選択した．患者の
長期的な咬合の変化にも対応できるように打ち合わせを
した．

図 9　術前の咬合低位の状態 図 10　咬合再構成後の口腔内

図 11　術前は左肩が下がっている 図 12　顎機能ならびに姿勢も改善



38  日歯技工誌　第 43巻第 1号　2022

【症例 7】 右側Ⅲa型（復位性関節円板前方転移），左
側Ⅲa型（復位性関節円盤内側転移）によ
り，フルマウスリコンストラクションを
行った症例

a． 製作工程・製作におけるポイント・発症のメカニ
ズム

　通常通りの補綴工程に加え，SCMレコーダー5）にて
顆頭運動経路を確認したところ（図 13），右側顆頭が左
側よりも作業側側方運動時に後方へ転移することが確認
でき，プロビジョナルレストレーションの際の下顎右側
臼歯部の破折の要因になっていることが判明した．プロ
ビジョナルレストレーション後顎位が安定したことを確
認し，ジルコニアクラウンとジルコニアセラミックスク
ラウンにて咬合再構成をした（図 14）．
b．歯科医師とのコミュニケーション

　右側顆頭の後方への移動量が多く，作業側側方運動時
の咬合調整が困難であるため，咬合様式はチェアサイド
で側方運動時の状況を把握しやすく調整しやすい，リン
ガライズドオクリュージョンとし，予知性の少ない右側
の臼歯が，上下同じ硬度のマテリアルによって，歯根か
ら破折しないように，上顎の咬合面のジルコニアに対し
て，下顎はセラミックにて修復することとなった．

【症例 8】 右側Ⅲa型（復位性関節円板内側転移），左
側Ⅲa型（復位性関節円盤内側転移）によ
り，フルマウスリコンストラクションを
行った前後すれ違いの症例

a． 製作工程・製作におけるポイント・発症のメカニ
ズム

　発症のメカニズムは医療面接による患者から得た情報
により，昔は左側で咀嚼していたことや，臼歯は左下か
ら欠損したことから，左側咬合低位による復位性関節円
板内側転移となり，その後右側偏咀嚼による復位性関節
円板内側転移になったと考えられる．
b．歯科医師とのコミュニケーション

　常に食いしばっていると自覚があり，前後すれ違い咬
合であることから（図 15），鉤歯の咬合力による負担を
考慮し，鉤歯をメタルオクルーザルに，鉤歯の咬合歯を
レジン歯とし，チェアサイドで直接リモールできるよう
にした．また，患者の要望により早期の装着が希望のた
め，努力最大開閉口運動による顎口腔周囲筋の弛緩を行
い，セントリックを設定し，その後の顎位の変化には人
工歯にリモールすることで対応することとした（図
16）．

図 14　最終補綴装置の完成

図 13　SCMレコーダーにて顆頭運動経路を確認

図 15　前後すれ違い咬合 図 16　パーシャルパラレルミリングにて完成
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【症例 9】 右側Ⅲ型 b（非復位性関節円板前方転移），
左側Ⅲa型（復位性関節円盤前方転移）に
より，スプリント治療に携わった症例

a． 製作工程・製作におけるポイント・発症のメカニ
ズム

　発症のメカニズムとして矯正治療により顎関節症とな
り顎口腔周囲筋および広背筋まで不調を生じていた．
SCMレコーダーにて顆頭運動経路を確認したところ，
右側顆頭が下方に 2mmしか動かず（図 17），開口も困
難なため，関節円板のポステリアバンドを乗り越えられ
ず，動かないことを確認した．まず垂直的に咬合高径を
あげる．
b．歯科医師とのコミュニケーション

　チェアサイドで顎位の修正を行いやすくするために，
フェイスボウトランスファーした咬合器上で咬合接触点
を浅く調整し，干渉がなく前方に誘導しやすい形態に
し，スプリントを製作した．現在治療が始まって一年半
経つが，ようやく右側顎関節にクリック音が生じ，開口
量が増え，筋の圧痛もほとんど消失し，質のよい生活を
過ごせているとのことだった（図 17）．

【症例 10】 左脳出血により右片麻痺を患った患者に，
上下フルデンチャーを製作した症例

a． 製作工程・製作におけるポイント・発症のメカニ
ズム

　製作のポイントとして，右片麻痺があるため舌の右側
を噛みやすく，試適の際の違和感が取れず，右側の排列
位置を 1mm弱頰側に変えただけで改善が確認できた．
介護施設に入居しており，食べることが数少ない楽しみ
であり延命にも直結する環境で，緊張感のある症例と
なった．
b．歯科医師とのコミュニケーション

　歯科医師からの貴重な情報が歯科技工士指示書に記載
されており（図 18），かつ電話で詳細をこまめに確認し
ていたことで 3者のイメージが繋がり，結果，患者が前
向きに食事を摂り，生きる活力を取り戻し，満足度の向
上に繋がった（図 19）．

C．結　　果

　どの症例もマテリアルの選択に関するデジタル技工は
応用したものの，歯科医療の目的である，顎機能に調和
した歯列の再建にあたり，アカデミックで基本的な工程
を的確に行うことと，患者の情報をより多く集め，歯科
医師とコミュニケーションを行うことができるかで，結

図 17　右側顆頭運動経路と左側顆頭運動経路

図 18　詳細な指示内容 図 19　喜びの写真
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果は大きく変わった．

D．おわりに

　最後の症例で述べたように，人生の先を考えざるを得
ない患者にとって，義歯は生きるために必須であり，そ
の責任のある役割をわれわれ歯科技工士は歯科医師の指
示のもと担っており，毎日の一つ一つの症例が同等に大
切なものである．その責任の中にやり甲斐も存在し，ど
れだけ患者に向き合うかによって感じ方が変わってくる
のではないだろうか．
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残る技術・変わる歯科技工士

有限会社ケイエスデンタル

菅原　克彦

A．はじめに

　新型コロナウイルスの感染拡大は，世界的に大きな変
化をもたらし日本国内においてもテレワークの加速，オ
ンラインコミュニケーションの一般化など DX（デジタ
ル・トランスフォーメーション）化によるデジタル技術
の活用は急速に浸透し，ニューノーマルが定着してきま
した．
　歯科技工業界は深刻な人手不足が加速するなか，国の
指針である働き方改革が施行されました．DX化が進む
ことで歯科技工士の労働環境は，今後さらなる改善が期
待されると考えられます．この DX化の波に乗るために
は，デジタル技術を活用した製品やサービス／ビジネス
モデル／組織／プロセスなどを変革して，新たな成長力
や競争力を確立する必要があります．そのためには，改
めて顧客の満足に繋がる補綴装置を再確認し，歯科技工
業界としてサステナブル（持続可能）な未来への実現に
向けた改革が必要だと考えています．今後，歯科技工業
界の中核となる世代は年々働き方に対して非常に敏感に
なっており，「サステナビリティ」という言葉がキー
ワードとなるのではないでしょうか．
　そこで今回は，生産性向上やサステナブルな企業を目
指すことを目的として CAD/CAMシステム導入を行っ
た弊社の取り組みや，日本の歯科技工業界が培った技術
を最大限に生かし，CAD/CAMテクノロジーを用いた
補綴装置製作の試みを紹介させていただき「残る技術，
変わる歯科技工士」を考えてみたいと思います．

B．歯科技工業界の現状

1．歯科技工士数の減少
　日本の人口動態は深刻で，このままでは 2100年には
人口は三分の一になると予測されていて，100歳超えの
高齢者が増えるといわれています．歯科技工士数もこの
流れに似ていて若い歯科技工士数は減少し，50歳以上
の歯科技工士が大半を占めています．大島ら1）によると

2026年には就業歯科技工士数 34,640人（2016年）から
約 6,000人の減少予想が報告されています．今後，さら
に深刻な歯科技工士不足となると予想されます．

2．ラボにおける環境の変化
　日本における歯科技工所事情は大規模ラボから個人ま
で，さまざまな規模のラボが混在しております．小規模
ラボに関しては CAD/CAMシステム導入に関して設備
投資やランニングコストが課題となりデジタル化が遅れ
ているように感じています2）．しかし，CAD/CAMシス
テム導入後に CAD/CAM担当となるスタッフの配置転
換を順調に行えているラボは，着々と成長しているよう
に思います．歯科医院では優秀な歯科技工士と提携して
歯科技工所の開設されるケースが散見されます．また，
IOSの普及に伴い院内ラボに加工機を設置し，運用して
いる歯科医院が増加しています．
　一方，近隣国の韓国では個人ラボでも CADの導入が
進んでいるといわれています．中国では 15人程度の中
規模ラボはほとんどなく 100人単位の大規模ラボが多
く，デジタル化も進んでいるといわれています．

3．仕事内容の変化
　歯科技工業界は CAD/CAMシステムの普及，発展だ
けではなく，関連する材料も目覚ましく進化していま
す．金属の高騰も一因となりますが，CAD/CAMシス
テムとの相性のよいセラミックス分野においては，マテ
リアルの強度や色調，透光性を症例ごとに選択できるほ
ど幅広くラインナップされています．そのため，モノリ
シックな単一素材にステインを塗布して完成した補綴装
置が普及してきています．
　しかし，陶材を築盛する作業がなくなったわけではな
く，従来法による蓄積された技術があったからこそ，日
本人のセラミストの技術向上はさらなる加速を遂げ，世
界に誇れるものとなったと考えます．
　AIに歯科技工士の仕事を奪われるということをよく
耳にしますが，実際のところどうなるのでしょうか？パ
ソコンや Excelの登場で仕事が奪われるといわれていた

企画講演
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業種は，技術革新による効率化によって新たな仕事が生
まれ，仕事内容が変わったと聞きます．歯科技工の強み
は時代の変化のなかにあっても技術的な原理・原則は普
遍であることです．DX化により将来の歯科技工がどの
ような業務形態になったとしても，基礎技術をもとに新
しい未来を創造できるのではないかと感じています．

C．弊社における労働環境改善の取り組み

　2020年 4月中小企業働き方改革関連法案労働基準法
改定が施行され，弊社においても労働時間の短縮が急務
となりました．しかし，単に残業をなくして労働時間を
短縮するだけではこれまでの仕事量をこなすことができ
ません．長時間労働が日常化していると，会社の体質的
に働き方を変えづらくなります．「自分の会社はまだマ
シ」と悪い習慣を続けていても先に進むことができず，
働きやすい職場に何が必要なのか考える必要があります．
　そのために，弊社の労働環境改善の取り組みとして
「社員の意識改革」と「他社の成功事例を学び，取り入
れる」の 2つを行いました．意識が変わらなければ会社
存続の危機を招きかねない最悪な未来も考えなくてはな
りません．社内で掲げた目標に対し，意見の一致や合意
を図るためのトップダウンの指示系統ではなくファシリ
テーションを行い，相互理解を高め共有することが重要
と考えます （図 1）．それぞれが得意分野を持ち，個人の
力量だけでなく社員間で，問題解決のためのアイディア
を出し合い，コミュニケーションを図りながら解決して
いく必要があり，その環境作りが重要だと考えています．
　また，生産性向上のための具体的な取り組みとして，
次のことを行いました．
①　 個人業務の可視化（それぞれの力量と得意分野の把

握）
②　 タイムスケジュールの可視化（それぞれの一日の予

定表と結果の習慣化）
③　 スキルアップ（単にスキルアップするだけでなくス
キルアップした事を共有する）

④　業務の平準化（ルール作りや整理整頓等々）
⑤　業務の自動化（機械化の促進）
　これらを行うことで弊社の労働環境は大きく変わった
と感じています．急速に進む歯科界の DX化に対応する
には，会社の目標や未来を共有した組織作りをする必要
があります．今後も社員全員で考え，よりよい労働環境
を構築できるようにしていきたいと考えています．

D． CAD/CAMテクノロジーを用いた補綴装置
製作の試み

1．患者の治療時におけるストレス軽減への取り組み
　要介護高齢者における歯科（歯科技工）の役割は口腔
衛生管理で，「食べること」の支援です．訪問診療を希
望される患者さんは高齢で健康状態に問題があり，歯科
医院に通院できないさまざまな理由があります．そのた
め，訪問診療時には，想定外のことも数多く生じます．
その上，治療環境が異なり普段行っている当たり前のス
テップでの診療が難しくなります．印象や咬合採得も一
筋縄ではいきません（図 2，3）．
　図 4は実際に使用している高齢者（訪問診療時）の義
歯です．とても衛生的，機能的とはいえません．印象採
得も大きなリスクがあるためこのような義歯の新製に関
しては長年の課題でした．筆者はだからこそ，デジタル
技工を活かしたいと考えております．
　図 5の患者は通法通り義歯を製作しましたが，全く使
用してもらえませんでした．以前の義歯は咬合状態が悪
く，かつ衛生的ではなかったのですが，長年使用した慣
れた義歯形態でないと受け入れられないとのことでし
た．そこで，旧義歯調整後，訪問診療先で CAD/CAM

システムを用いて義歯のスキャニングを行い（図 6），
流し込みレジンとデンチャーベース切削時間短縮キット
CA-DK1（DGSHAPE社）を用いて切削加工を行い，再
現性の高い複製義歯の製作を行いました．歯冠と歯肉部
の色調が不自然ではあるものの，従来法による複製義歯
の精度とは大きく異なると歯科医師から高評価を得るこ
とができました（図 7）．
　今後，CAD/CAMシステムをうまく活用すれば審美
的要件を満たし，かつ人工歯の咬合面形態を利用した機
能的な新義歯を製作することも可能だと考えています．
しかし，超高齢社会であるわが国においては，外出でき
ないが新しい義歯を必要としている患者さんは多数いる
と推測されるため，ライフステージに適用した食べるた
めの義歯は価値のあるものだと考えております．

図 1　ファシリテーション
相互理解を高め情報を共有することが重要
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2． 高機能プラスチック・PEEK樹脂（ポリエーテル
エーテルケトン） を用いた補綴装置製作へ取り組み

　海洋へのプラスチック汚染問題などでプラスチックの
使用方法については見直されていますが，高機能プラス
チックは刺激性の強いモノマーを使用しない熱可塑性樹

脂であり，また金属と比較してアレルギーが少なく，軽
量で，かつ非磁気性などさまざまな利点あり，注目され
ている材料です．医療分野ではインプラントの非金属化
の流れがあり，チタンから高機能プラスチックへ切り替
えが始まっていて，実際に欧米では形成外科領域で
PEEK樹脂を用いた手術が一般的になってきておりま
す．日本国内においてもヘルニア手術用途では 10年以
上の実績があり 10,000人ほどの方が PEEK樹脂による
インプラント手術をされております．
　歯科の分野においては，これまでは加工方法の難しさ

図 2　印象採得時問題点 図 3　咬合採得時問題点

図 4　実際に使用されていた高齢者（訪問診療時）の義歯 図 5　 旧義歯．咬合状態悪かったが，患者はこの形態このか
み合わせしか受け入れてくれなかった

図 6　義歯スキャン画像

図 7　 完成した複製義歯．従来法による複製義歯よりも高精
度と評価された
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や価格などの理由からあまり使用されてきませんでし
た．図 8-1，8-2はプラスチック各種分類で物性により
価格が異なります．しかし，歯科用 CAD/CAMシステ
ムの普及により歯科分野においても使用が可能になりま
した．弊社では数年ほど前より広島大学に協力させてい
ただいてダイセルエボニック社製 PEEK樹脂（ポリ
エーテルエーテルケトン）を用いたクラウンの治験を
行ってきました3）（図 9）．その経験を基にさまざまな補
綴装置への応用が可能であるかのプロトタイプ製作を続
けております（図 10）．PEEK樹脂を用いた補綴装置製
作においては，まだまだ形状や加工方法など改良すべき
点もありますが，新たな材料として興味深く動向を注視
しています．

E．まとめ

　これからの歯科技工はデジタル化・装置製造業化への
流れは一層加速していくと思っています．これからの歯
科技工士は，コンピュータースキルを習熟し，専門的な
ソフトウェアの駆使することが当たり前になってくると
考えられます．これまでの業界に固執することなく時代
の変化に柔軟に適応していく必要があり，技工業務を革
新するのは情報だと思います．一人一人が自分に合った

正しい情報を収集し，分析，それを前向きに取り入れる
ことが求められます．
　一方で歯科技工士として，歯科技工がどのような業務
形態になったとしても歯科技工の知識（歯の解剖学的知
識と咬合理論）は変わらず必須であり，デジタルのみに
頼るのではなく，アナログ技術と融合したハイブリッド
型の歯科技工士が必要とされていると感じています．デ
ジタルデバイスを使用したさまざまなコミュニケーショ
ン方法が確立された現在だからこそ，歯科技工士には未
来を読み取る力とコミュニケーション能力がより必要に
なると考えています．

文　　　献
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図 8‒1　高機能プラスチックの分類

図 8‒2　プラスチック各種分類
物性により価格が異なる

図 9　PEEK樹脂を用いたクラウン／インレー

図 10　 さまざまな補綴装置への応用が可能であるかのプロ
トタイプ製作
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With & Postコロナ時代の歯科における感染予防： 

Lesson learned and for the future

北海道医療大学看護福祉学部 臨床看護学講座

塚本　容子

医科・歯科から見た感染リスクと予防 

A．はじめに

　2021年 10月末現在，わが国での新型コロナウイルス
の感染確認者数は低い数字となっているが，ヨーロッパ
や韓国などでは右肩上がりの感染者数となっている．世
界的にも感染者数は増加傾向となっており，残念なが
ら，このまま感染状況が落ち着くと考えられる状況では
ない．
　しかし，昨年と異なるのはワクチンや治療薬などの開
発で Postコロナが見えてきている．その中で，私たち
は今後何を目標にしていけばいいのだろうか？

B．コロナ禍におけるメンタルヘルスの不調

　このコロナ禍で感染予防のために，外出自粛や人との
接触を避ける対策が取られてきたが，それによりさまざ
まな弊害が出てきたことも事実である．まず，感染リス
クが高い高齢者の身体活動時間についての調査がある．
　2020年 1月時点（COVID-19感染拡大前）の 1週間
当たりの身体活動時間が 245分であったのに対して，
2020年 4月時点には 180分まで低下している．このこ
とにより，今まで歩くことができていた高齢者が歩くこ
とが難しくなったということを目の当たりにしており，
感染のリスクを避けることで，健康状態が悪化している
現状がある．では，感染しても重症化のリスクが低い若
者はどうだろうか？
　昨年度 CDCが行ったメンタルヘルスに関する調査が
ある．年代別にうつ状態，不安症，そしてコロナに関係
する睡眠障害を調査している．驚くべきことに，若い年
代の約半数がすべてのメンタルヘルスの不調を訴えてい
た．若者は社会的交流が減って，孤独を感じているのは
わが国でも同様である．高齢者だけがコロナの影響を受
けていたのではないことがわかる．これらは多くの研究
の一部であり，多くの研究が健康課題について問題提起
している．

　私たちは今後何を目指していけばよいのか？ コロナ
の感染予防は重要であるが，人間として感染予防も含め
て幸せであることが最も重要である．幸せになるために
は何が必要かを研究したものでは，他の人と過ごす時間
が多ければ多いほど，幸福度が増すという結果も示され
ている．経済を回しながら，コロナ対策を行うというこ
とは一般的にいわれているが，人との交流を安全に増や
すことが結果として経済回復にもつながり，今後ポスト
コロナに求められていることだと考える．

C．歯科診療における感染対策

　感染予防を前提に，必要な歯科診療を行っていくこと
も重要である．口腔内疾患は，健康全般，子供の成長，
社会的孤立，仕事の効率など，人の健康に大きく影響を
与えることは指摘されている．しかし，このコロナ禍で
歯科診療を控える人も多くなり，口腔内の健康も低下し
ているのではないかと予想する．そのためには，歯科に
おける感染対策を万全にすることが重要である．歯科診
療における感染対策は，1．持ち込まない，2．万が一，
持ち込んだとしても拡散させない，3．リスクマネジメ
ントとして感染が判明した時の対応，この 3つが重要で
ある．
　まず，1．の持ち込まないであるが，職員や患者の症
状のスクリーニングを行うことは一程度重要である．し
かし，患者の受診の際に検温し発熱がないことを確認す
ることは安心材料ではないということを強調したい．周
知の通り，このコロナウイルスは発症 2日前から他者へ
の感染性があり，前日が他者への感染性のピークともい
われている．またデルタ株という変異ウイルスになり，
発症 2日前以上の接触でも感染している事例が確認され
ていることを考えると，症状の有無で感染性を判断する
ことは不可能である．そこで重要なのは，ワクチン接種
である．
　ワクチン接種の効果は，感染予防，発症予防，重症化
予防の 3つである．2021年 7月以降はデルタ株が世界

シンポジウム
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的に主流であるが，Mayo Clinicで 25,589名を対象とし
た発症予防効果では，モデルナ社製のワクチンで 76％，
ファイザー社製では 42％であった．開発当初は，9割近
い発症予防効果が変異ウイルスの出現で低下しているこ
とがわかる．ワクチン接種開始から早い国で約 1年経過
しているが，まだまだワクチンの効果についてわからな
いことが多いのが現状である．効果はどれだけ続くの
か，そして新しく出現する変異ウイルスにどの程度効果
があるのかはまだわかっていない．しかし，重症化予防
に関しては，確実に効果があることはわかっている．歯
科診療においても職員および患者にワクチン接種を推奨
していくことが，対策として最も重要である．
　その他持ち込まない，という対策で重要なのが，職員
や患者の同居者の健康状態を把握することである．感染
者が少ない時はそこまで神経質にならなくてもよいが，
同居者が感染している場合の二次感染のリスクはデルタ
株の前で約 20％であり，感染力の高いデルタ株による
二次感染のリスクはより高くなっていると考えると，同
居者の症状有無も把握することが重要である．
　2．の持ち込んだ際に拡散しないということである
が，当然のことであるが，職員が適切に個人防護具を着
用することが重要である．マスクに加え，手袋，ゴーグ
ル，ガウンの着用を徹底してほしい．またエアロゾルが
発生しやすいのが歯科の特徴であるので，換気も忘れて
はならない．加え，休憩室での飲食の際の手指消毒や換
気，できるだけ会話しない，ということも忘れがちであ

るが，休憩室での感染拡大の例は多く報告されているの
で，心に留めておいて欲しい．
　3．の感染が判明した時のリスクマネジメントである
が，常にどの職員がどの患者に接していたのか，どの患
者とどの患者が歯科診療中に同じ空間で治療を受けてい
たのかを把握しておくことが，万が一感染が判明した際
の素早い対応のために重要である．

D．おわりに

　この新型コロナウイルスによるパンデミックは，今ま
であった社会的格差をより強調したといえる．歯科診療
においても，すでに社会的格差が与える口腔内の状態の
影響については指摘されていた．The International Cen-
tre for Oral Health Inequalities Research and Policy

（ ICOHIRP）では，さまざまな調査を 2013年から行っ
ている．その一つの調査結果では，低所得および中所得
国で，収入・教育格差などが口腔状態に与える影響を指
摘している．これが高所得の国でも同様なことが起こっ
ていることも同時に指摘している．これはコロナによる
パンデミック以前の調査であるが，今回のパンデミック
においても社会的格差が死亡率や重症化率に影響がある
ことがわかってきている．
　Postコロナにおいて，私たちが真摯に取り組む必要
があることは，社会的格差による健康への影響を最小限
にすることであると認識することを強く主張したい．
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歯科の感染制御における意識改革

北海道医療大学歯科クリニック看護部 （第 1種滅菌技師）

畑　　了子

A．はじめに

　歯科における感染制御が適正化されない原因は「標準
予防策」が徹底されていないことによると考える．「人
の命を守る」という医療の目的は医科も歯科も同じでな
ければならない．ところが，歯科独自の根強い慣習が感
染制御のアップデートを阻んでいるのではないだろうか．
　日本歯科技工学会・第 43回学術大会シンポジウムで
講演した，標準予防策の大前提である「感染症の有無で
患者を区別しない」ことの重要性と，再生処理の基本に
ついてまとめた．

B．歯科の感染リスク

1．患者のリスク
a．使用済み器具の不適切な再生処理

　洗浄・滅菌が正しく行われていないため，洗浄不良と
滅菌不良の可能性が高い．器具に残留した汚染が有害物
質となって蓄積し，障害や感染の原因になることがわ
かっている．
b．適切な再生処理が不可能な器具の存在
　十分な洗浄が困難な器具は，消毒も滅菌もできない．
洗浄ブラシを挿入できない細い内腔の器具，植毛部を有
する器具，皮革製品等は洗浄が困難である．これらの洗
えない器具を使い回してはいけない．単回使用製品に変
更すべきである．
　ウォッシャブルではないハンドピースをクラス N滅
菌器で滅器する行為は，歯科における感染リスクが最も
高く，大きな問題となっている．
c．滅菌バッグの使い回し
　滅菌バッグは「単回使用製品」であり，再使用は禁じ
られている．ところが，歯科においては何度も再使用さ
れている現実がある．一度使用した滅菌バッグは著しく
劣化し，無菌性を保つバリア性能が低下する．
d．包装せずに滅菌して保管
　医科では，包装されていない器材を滅菌物とはいわな
い．使用直前まで包装内部の無菌性が保たれていなけれ

ば，患者の命を守る安全性は保証されない．

2．職員のリスク
a．鋭利な器具が多い

　診療中および再生処理の過程で，針刺しや切創事故が
起こりやすい．
b．飛沫やエアロゾルによる汚染曝露

　切削や注水を伴う診療で，汚染曝露の機会が多い．
c．不特定多数の患者と至近距離で濃厚接触する

　患者に近づいて診療を行うため，適切な防護具が必要
である．マスクとグローブだけでは不十分である．
d．印象体や補綴物の消毒が課題

C．感染制御

　感染が成立するには，3つの要因がある．
　まず，感染して発症する宿主，感染源となる病原微生
物，両者を接触させる感染経路である．これら 3つの要
因に，それぞれ感染防止のアプローチが示されている．

1．宿主
　積極的なワクチン接種による免疫抗体の獲得，個人衛
生（規則正しい生活，質のよい睡眠，ストレスのコント
ロールなど），ハンドケア（手の傷から感染しやすい），
職業感染防止（針刺し事故防止など）

2．病原微生物
　使用済み器具の再生処理，手指衛生（手洗いと手指消
毒），環境清掃，リネンの再生処理，医療廃棄物の処理

3．感染経路
　接触感染，飛沫感染，空気感染に対する個人防護具，
患者配置，安全な無菌操作，薬品管理，リネン交換，咳
チケットなど．
　これらすべてが標準予防策であり，再生処理はその中
の一項目として位置づけられている．

シンポジウム 医科・歯科から見た感染リスクと予防 
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4．標準予防策の大前提
　歯科で今でも行われている「感染症の有無で患者を区
別する」という行為は，標準予防策から著しく逸脱した
非常に危険な行為である．
　①患者全員の検査を行うことは不可能
　② 検査結果が陰性であっても，実際には感染力を有す

る期間が存在する
　③ 現代の科学では解明されていない未知の病原体が存

在する可能性がある
　このような理由から，感染症の有無で患者を区別する
ことは，実質的に困難である．「この患者は感染症では
ない」（だから安心）と油断している中にこそ，重大な
危険が潜んでいることを認識してほしい．
　感染症が判明している患者だけを別室に隔離し，環境
表面すべてのラッピング（または消毒）と術者の厳重な
防護を行うならば，すべての患者に同様の対応をしなけ
ればならない．
　検査や問診，体温測定などで把握できなかった感染症
の患者が存在する可能性がある以上，患者全員が感染症
であるという前提で平等に予防策を講じるべきである．

D．再生処理

　再生処理は再使用可能な器具を，使用後の汚染を取り
除いて安全な器具に戻すことであり，洗浄と滅菌・消毒
にかかわる一連の工程を指す．医科も歯科も同じ手順で
行う．単回使用製品を安易に再生処理してはいけない．
　また，洗浄が不十分な器材は，消毒も滅菌することも
できない．再生処理において最も重要な工程は「洗浄」
である．

1．歯科における再生処理の特徴
　再生処理に必要な作業スペースや，収納スペースが非
常に狭い．器具の保有数が少ない場合は，短時間での処
理が要求され，十分な処理が行えない状況に陥る．
　専任の作業者や有資格者不在の場合が多く，正しい作
業マニュアルが整備されていない．
　超音波洗浄器が一般的で，重力置換式高圧蒸気滅菌器
（クラス N）の使用が多い．ごく一部の施設を除いて，
バリデーションや滅菌保証が行われていない．

2．再生処理の安全確保
a．個人防護具の適切な使用

　再生処理で洗浄・乾燥が完了するまでは，患者の血液
や体液由来の汚染に曝露されるため，適切な個人防護具
が不可欠である．マスク，グローブ，ゴーグルまたは
フェイスシールドは当然であり，帽子とエプロン（また

はガウン）も必要である．
　特にグローブは耐貫通性の高い安全なものを使用すべ
きである．プラスチックやラテックス製のグローブは耐
貫通性が全くないため，防護具には不適切である．組
立・点検・包装時は，薄手のグローブでも問題ないが，
洗浄からすすぎにかけては，厚手のニトリルグローブが
適している．肘まで覆うロングタイプを推奨する．
　家庭用のゴム手袋も耐貫通性は皆無であり，細かな操
作に向かないため危険が大きい．
b．洗浄・滅菌に必要な設備・機器の整備
　適切な処理を行うには，バリデーションと滅菌保証が
可能な医療機器が必要である．医療機器として認可され
ている滅菌器であっても性能の差が大きく，現在の医療
安全の水準に適さない機種が多く存在する．
　高圧蒸気滅菌器は，真空脱気式でボウィーディックテ
ストのプログラムを有する機種を用いる．洗浄器は，
Ao値 3000の性能を有するウォッシャーディスインフェ
クター（WD）が望ましい．超音波洗浄器や浸漬洗浄，
用手洗浄であっても，確実に洗浄できる方法（洗剤の性
能，洗浄液の濃度・温度・接触時間，すすぎ法など）の
質が担保されていなければならない．ウォーターガン，
エアーガン，乾燥機等も必要な設備である．
c．作業環境の整備

　汚染器具と清潔な器具が交差しない十分な作業スペー
スが必要である．換気と室温調整，作業に適した照明も
必要である．組立・点検・メンテナンスのスペースも重
要であり，細かな点検にはライト付き拡大鏡の使用が望
ましい．

3．マニュアルの整備
　正しい作業工程を遵守するには，文書化されたマニュ
アルが不可欠である．個人差や気分・体調の変化が処理
の結果に影響してはならない．図や写真を用いて，わか
りやすいものが必要である．
　定期的な見直しを行い，常に最新の情報に更新する．
見やすい掲示物や簡易マニュアルも活用すべきである．
口頭での引継ぎでは，いつのまにか手順が変わってしま
う可能性が高く，工夫が必要である．

E．洗浄の重要性

1．洗浄不良の危険性
　洗うという行為を行っただけでは，確実に洗えている
保証はない．スポンジで泡を塗ることは，洗浄ではない．
　洗い残した汚れと一緒に病原微生物が付着した器具を
滅菌するとどうなるだろう．運がよければ微生物は死滅
するかもしれない．微生物が死滅すると感染性はなくな
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る．しかし，微生物の死骸と汚れが器具にこびりついて
しまう．微生物の死骸は，人間にとって異物であり有害
物質である．創治癒不全，原因不明の発熱，非化膿性炎
症を惹き起こすことがわかっている．
　このような洗い残し（洗浄不良）と滅菌を繰り返す
と，やがて塗り重なった汚れがバイオフィルムを形成
し，微生物が生き残るようになる．感染力を持ち有害物
質にまみれた危険な医療器具ができあがってしまう．
「滅菌してあれば安全」ではないということを，肝に銘
じていただきたい．

2．洗浄評価
　洗浄は再生処理の過程で，最も重要な工程である．一
見きれいに見える器具であっても，実は非常に汚れてい
る場合がある．このような眼に見えない汚れを可視化し
て，確認することが必要である．確認方法（洗浄評価）
はいくつかあるが，特殊な機器を必要としないアミドブ
ラック 10B染色が簡便でわかりやすい．
　年に 1～ 2回は，定期的に実際の器具の汚れを確認す
ることが重要である．歯垢染色液で代用することもでき
る．細い内腔を有する器具は，オキシドール®を注入し
て発泡の状態で汚れを推測することができる．

3．洗剤の選択
　医療用洗剤の中で，最も洗浄力が高いのはアルカリ洗
剤である．しかし，歯科器具にはステンレス以外に，ア
ルミ・銅・真鍮などの器具が多い．このような器具は，
アルカリ洗剤によって，変色や腐食などが起こる．した
がって，歯科においてはアルカリ洗剤を使うことはでき
ず，中性酵素洗剤を使用せざるを得ない．
　近年は，多酵素配合の弱アルカリ洗剤でアルミ製品対
応の優れた洗剤が販売されており，当院でも使用してい
る．

4．家庭用洗剤の使用禁止
　当院でも 20年ほど前までは，家庭用洗剤が使われて
いた時期があった．しかし，医療器具の洗浄には，医療
用洗剤を使うことが原則である．
　家庭用洗剤は，主に油汚れがターゲットであり，血液
由来のタンパク汚れを落としにくい．医療用洗剤は低泡
性または無泡性であるのに対し，家庭用洗剤は「泡が
命」といわれ，高発泡性である．大量の泡は，用手洗浄
時の視認性が悪くなり非常に危険である．すすぎも慎重
に行う必要があり，洗浄器の故障にもつながる．
　酵素配合でタンパク汚れにも対応できる家庭用洗剤も
販売されているが，用途外の使用は避けるべきである．
家庭用洗剤に含まれる香料や着色料の人体への安全性が

確認されていないためである．消化器には無害だとして
も，無菌の体内での安全性は確認されていない．洗剤は
雑品なので，そのような検証の義務がないため，確認で
きない．家庭用洗剤の使用は，シャンプーで歯を磨くよ
うなものである．

5．チェアサイドでの処理
　歯科では，使用済み器具の回収以前に，チェアサイド
から処理が始まっている．診療中から，セメントやレジ
ンなどは硬化する前にこまめに除去しなければならな
い．軟膏類や消毒薬，歯垢染色液，ガッタパーチャな
ど，洗浄を阻害する物質や洗い落とせない汚れは，チェ
アサイドで除去しておく．
　注射針，メス刃，縫合針など鋭利な使い捨て器具は，
術者の責任において安全に廃棄すべきである．

6．回収・仕分け・分解
　洗浄の前に，分解できる器具は可能な限り分解しなけ
ればならない．器具の形状や危険性，洗浄方法に合わせ
て仕分けを行うと，より安全にスムーズに洗浄を行える
ようになり，その後のセット組もやりやすくなる．
　汚染器具の回収（運搬）の際には，汚染を拡散させず
作業者の安全性を確保するために，耐貫通性の高い容器
に密封する．

F．洗浄

1．浸漬洗浄
　洗浄液の中にすべての器具を完全に水没させ，一定の
接触時間を維持する洗浄方法である．酵素洗剤の場合
は，室温の洗浄水では酵素が活性化しないため，洗浄力
が低下する．配合された酵素を最大限に活性化し，洗浄
力を高めるには，一般的に 40～ 50℃が必要とされる．
洗剤によって異なる場合もあるので，メーカーの添付文
書に従う．
　洗浄液作成時に適温であっても，時間とともに水温が
低下するため，保温性のよい容器の工夫が必要である．
加温装置を用いて設定した水温を持続させ，洗浄効果を
維持することができる恒温浸漬洗浄槽を用いると洗浄の
質を高めることができる．
　恒温浸漬洗浄のメリットは，洗剤の洗浄力を最大限に
高め，乾燥した汚れも落とせる洗浄力を維持できる．洗
浄技術の個人差に影響されず，一定の洗浄効果をあげる
ことができる．器具を手で洗わないため，針刺し事故の
危険性が少ない．用手洗浄にかかる時間とマンパワーを
有効に活用できる．
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2．用手洗浄
　洗浄液の中で適切なブラシやマイクロファイバークロ
ス等を使って，機械的に汚れを除去する洗浄方法であ
る．器具を洗浄液から出した状態でブラッシングする
と，ブラシのしぶきで周囲に汚染が拡散し作業者も汚染
曝露を受けるので，必ず洗浄液の中で行う．
　内腔を洗うブラシは，器具の内径に合ったサイズを選
んで使用する．内腔を洗浄する際には，ウォーターガン
を使用すると便利である．水道の蛇口にコネクターで接
続することもできる．

3．超音波洗浄
　超音波洗浄器で器具を洗う場合には，超音波が有効に
作用する条件を整えなければならない．水道から入れた
ての水には目に見えない気泡が含まれており，キャビ
テーション作用を弱める．そのため，洗浄液を作製した
ら，一度目は空運転を行って気泡を除去する．
　この時，超音波が確実に発振されているかどうかを同
時に確認する．専用のインジケータも市販されている
が，アルミ箔を使った簡便な確認方法がある．毎日，洗
浄の前に超音波の発振確認を行い，その結果を記録に残
す．
　異なる金属が接触した状態で超音波洗浄を行うと，金
属がダメージを受けやすくなる．バー類は，専用ホル
ダーにセットして洗浄する．ハンドスケーラー等も，刃
部が接触しないよう専用カセットに入れて洗浄する．

4．ウォッシャーディスインフェクター（WD）
　洗浄消毒器と呼ばれるもので，医療器具の洗浄に特化
した洗浄器である．強力な水圧で器具を洗浄し，最終す
すぎ工程で熱水消毒を行うプログラムを用いる．内腔の
ある器具は，専用の接続コネクターを有するラックが必
要である．歯科用ハンドピースを接続するラックもある．
　乾燥工程まであるが，機種によっては乾燥が不十分な
場合があり，乾燥機で追加乾燥が必要となる．
　熱水消毒は，器具や人体，環境にも有害性がなく，安
価で確実な消毒方法である．

G．乾燥

　洗浄後の乾燥は，重要な工程である．
　①濡れた器具は錆びる
　② 空気中の微生物が水分で爆発的に増殖し器具を再汚

染する
　③ 濡れた（湿った）部分は温度上昇が遅れるため滅菌

温度の保持時間が不足し滅菌不良の可能性が高い
　④ 水で覆われた部分は器具表面に飽和蒸気が直接接触

できず滅菌されない
　洗浄後は，速やかに内部まで十分に乾燥させなければ
ならない．タオル（リネン）を使用すると，器具に繊維
（リント）が付着し滅菌器のトラブルを誘発する可能性
がある．濡れたタオルは細菌が繁殖し不潔である．ま
た，拭く作業は，針刺し事故の危険性が非常に高い．
　したがって，タオル拭きは行わず，エアーガンで素早
く水分を除去し，乾燥機を使用する．配管設備がない場
合には，エアーコンプレッサーと組み合わせて使用でき
る．

H．組立・点検・メンテナンス

　分解して洗浄した器具は，組み立てる．すべての器具
を目視点検し，劣化したパーツ等を交換する．可動部分
を有する器具は，作動状況を確認する．鉗子等がしぶく
動きにくい場合は，ほとんどが汚れの蓄積が原因と考え
られる．剪刀類は切れ味を確認し，必要に応じて研磨等
を行う．ハンドピースは，必ず注油を行う．自動注油器
は，オイルの節約と余剰オイルの除去が確実に行える．

I．包装

1．滅菌バッグ
　滅菌バッグは単回使用であり，再使用は認められな
い．一度使うとバリア性能が劣化し，包装内部の無菌状
態を維持できなくなる．印刷されている化学的インジ
ケータ（CI）が無効になるため，滅菌テープを貼る人
件費とコストがかかり節約にはならない．

2．シーラーの管理
　滅菌バッグはシールで密封し，包装内部の無菌状態を
維持する．このシールに隙間が生じると，内部と外界が
交通し無菌状態は破綻する．シーラーのメンテナンスが
悪いと，汚れ等で目に見えない段差ができるので，隙間
ができてしまう．
　滅菌バッグをロールで購入し裁断して使用する場合に
は，特にシールのバリデーションが重要である．安価な
カット済み製品を利用する方が，作業の人件費削減と安
全性の向上に役立つ．

3．セット組
　基本セットや根管充塡セットなど，治療内容に応じた
セットをまとめて包装し滅菌すると便利である．器具の
準備が簡素化され，作業時間の短縮や経費節減にもつな
がる．ただし，滅菌器の容量によっては限界がある．
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4．包装内部インジケータ
　すべての包装内部に化学的インジケータを挿入できな
い場合は，手術器具等だけでも包装内部インジケータを
挿入すべきである．

J．求められる滅菌の質

1．高圧蒸気滅菌器の性能
　命を守る滅菌器は，真空脱気式高圧蒸気滅菌器（クラ
ス B）である．次のような機能を備えた滅菌器の性能
を維持しなければならない．
　① ボウィーディック（BD）テストのプログラムがあ

る
　② 計器類を外部から監視できる（モニタリング/監視）
　③測定・運転結果を記録できる
　④キャリブレーション（較正）を年に一回以上行う
　⑤データロガーで庫内の温度を実測する
　⑥メーカーの定期点検を受ける
　⑦毎回の運転ごとに監視・記録等の管理を行う
　購入後，一度も自主点検すら行わずに滅菌器を使い続
けていては，人の命は守れない．

2．ボウィーディック（BD）テスト
　高圧蒸気滅菌は，真空が命．滅菌器の庫内の空気をす
べて排除し飽和蒸気を満たすことが，滅菌達成の必須条
件となる．この真空を，毎日始業時に専用のインジケー
タ（BDテスト）で確認し，合格したことを記録に残す．

3．フラッシュ滅菌
　ハイスピード滅菌ともいう．重力置換式または真空脱
気工程が 1回のみの滅菌時間を短縮するプログラムであ
る．医科では，手術中に不潔にしてしまった予備のない
器具を，緊急に滅菌する際に限定して使用する．専用の
インジケータがあるが，日常の滅菌業務に使うべきでは
ないとされている．
　歯科ではクラス S滅菌器に相当する．クラス S滅菌
器は本来，メーカーが指定する器具以外は包装滅菌でき
ない．当初は，バキュームチップやハンドピースなど内
腔を有する器具は滅菌の対象外であった．しかし近年，
ハンドピースを包装滅菌できると謳うクラス S滅菌器
が販売されている．果たして，重力置換式高圧蒸気滅菌
器で包装したハンドピースの滅菌が達成されているのだ
ろうか．バリデーションや滅菌保証はできるのだろうか．

4．重力置換式高圧蒸気滅菌
　真空脱気式高圧蒸気滅菌器が開発されるまでは，重力
置換式高圧蒸気滅菌器（クラス N）が使用されてい

た．歯科では現在も，このクラス N滅菌器を使用して
いるところが多いと聞いている．
　クラス N滅菌器には，乾燥工程のない機種が存在す
る．また，乾燥工程があっても温度制御ができないた
め，実質的には乾燥工程を使えない機種もある．
　乾燥工程を省略して，滅菌器庫内が濡れた状態で扉を
開けると，一瞬で器材の無菌性が破綻する．空気中の雑
菌は水分で爆発的に増殖し，無菌的な手術や治療に使用
することはできなくなる．

5．クラス N滅菌器の不適切な使用
　滅菌器に入れさえすれば，何でも滅菌できて安全だと
いう保障はどこにもない．重力置換式高圧蒸気滅菌器
（クラス N）の不適切な使用は，感染を誘発する危険な
行為である．
　①ガーゼや綿，リネンなどは滅菌できない
　②包装した器具は滅菌できない
　③内腔のある器具は滅菌できない
　④ハンドピースは滅菌できない
　このようなクラス N滅菌器の性能の限界を無視した
使用は避けるべきである．ガーゼや綿等は，滅菌済みの
既製品を使用する．手術や根管治療等の無菌操作に用い
る器具は，非包装なので保管できない．バキュームチッ
プ等も滅菌できない．もちろんハンドピースを入れて
も，滅菌されない．包装したハンドピースを入れて濡れ
たまま取り出し，扇風機で乾かしてはいないだろうか．

6．ハンドピース用自動洗浄滅菌器
　ハンドピースを包装せずに，洗浄から注油・滅菌まで
装置内で完結する滅菌器が使用されている．洗浄後の乾
燥工程がない場合は滅菌とはいえない．
　①外部監視と記録（滅菌保証）ができない
　②インジケータで工程の通過を確認できない
　③包装で無菌状態を維持できない
　滅菌工程には洗浄後の乾燥が必須であり，オイルで水
分を除去するだけでは，滅菌は成立しない．ハンドピー
スは，包装して滅菌を行い，無菌性を維持することが必
要である．

K．滅菌物の保管

　紫外線消毒器を扉付きの収納庫として使用することは
可能だが，紫外線殺菌灯は必ず消灯した状態で使用す
る．滅菌物の保管条件に「直射日光を避ける」という注
意点がある．紫外線を照射すると滅菌バッグの劣化を早
め，包装内部の無菌性が破綻するリスクが高まるので，
必ず消灯する．



52  日歯技工誌　第 43巻第 1号　2022

L．滅菌物使用時の確認

1．滅菌済みであることを確認
　化学的インジケータ（CI）で，滅菌工程を通過した
事実を確認する．

2．包装の汚損・破損の有無を確認
　滅菌バッグなどの包装材に異常がないことを確認す
る．シールが剥がれている，穴が開いている，茶色いシ
ミが付いているなどの場合には，包装内部の無菌性は破
綻している．診療に使用できる安全な滅菌物ではなく
なっているため，使用せずに洗浄から再生処理をやり直
す．

3．滅菌の有効期間内であることを確認
　施設内で定められた滅菌の有効期間内であることを確
認する．有効期間を超過している場合は使用せず，洗浄
から再生処理をやり直す．

M．まとめ

　人の命を守るためには，感染を防止することが重要で
あり，標準予防策の徹底が不可欠である．その中で，再
生処理の質を高く維持することが求められている．
　1．感染症の有無で患者を区別しない：「感染症ではな
いので安心」と油断している中にこそ，実は大きな危険
が潜んでいる．
　2．再生処理の安全確保：①個人防護具の適切な使
用，②要求された性能を満たす機器の整備，③作業環境
の整備
　3．再生処理マニュアルの整備：正しい方法を文書化
したマニュアルが必要である．作りっぱなしではなく，
定期的な見直しも行う．
　命を守る安全性を保証するには，単に要求される性能
を有した機器を使用するだけでなく，機器の性能が維持
されていることを確認し，洗浄評価と滅菌保証を行うこ
とが必要である．
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病院歯科における院内感染対策：日常とパンデミック期

北海道大学大学院歯学研究院 口腔診断内科学教室

佐藤　　淳

A．はじめに

　このたびは，歴史のある日本歯科技工学会第 43回学
術大会で発表する機会を与えていただきまして，誠にあ
りがとうございました．大会長の越智守生先生，垂水良
悦理事，西川圭吾技工士長をはじめ，関係者の皆様に深
くお礼申し上げます．自分は大学病院の歯科所属の歯科
医師および感染制御部の一員として，講演させていただ
きました．
　新型コロナウイルス感染症が世界的に流行して，約 2

年になろうとしています． NHKのサイト（https://www3.

nhk.or.jp/news/special/coronavirus/world-data/） により
ますと，2021年 11月 2日までの世界の総感染者数は 2

億 4000万人以上，総死者数は 500万人以上，日本にお
いてはそれぞれ 172万人以上，1万 8000人以上と近年
まれにみる感染症の世界的パンデミックとなりました．
歯科業界のみならず，多くの職種や皆様の日常生活にも
多大な影響を及ぼしたと思います．とりわけ歯科診療
は，パンデミックの初期に「最も危険な環境」として報
道されました．投資家向けのコンテンツ配信を手掛ける
米「Visual Capitalist」が「業務中新型コロナウイルス
感染症に罹患するリスクが高い職業」をランキング形式
で発表しました．驚くことに，全体の 1位が歯科衛生
士，2位が呼吸療法士，3位：歯科助手，4位：歯科医
師と歯科医療従事者が上位を占めていました（https://
www.visualcapitalist.com/the-front-line-visualizing-the-
occupations-with-the-highest-covid-19-risk/）．
　しかしこの報告は 2020年 4月，つまり 1年半以上前
に発表された内容です．事実，このような報道が流れた
当時は，多くの歯科受診患者さんが受診控えを行い，歯
科技工士さんの皆様にも多大な影響があったと思いま
す．まだその影響は慢性的に持続していると感じます．

B．パンデミック期の感染対策

　幸いなことに，歯科における新型コロナウイルス感染

のクラスターは，全国的にみても限局的な報告にとど
まっています．新型コロナウルスの感染経路は主に「飛
沫」が考えられていましたので，患者さんがマスクを外
して歯科医師および歯科衛生士は顔を近づけ，エアロゾ
ルが飛び交う環境は過酷な環境であったことは間違いあ
りません．
　しかし歯科業界は新型コロナウイルスに負けませんで
した．これは偶然でしょうか？自分が考えますに，伝統
的に守られてきた歯科における感染対策「スタンダード
プリコーション」の恩恵ではないでしょうか．私たち歯
科医療従事者はどの職種よりも頻繁に手を洗い，診察の
際は必ずマスク，グローブをつける習慣があります．そ
れに加えて，今回のパンデミックの際にスタッフの毎日
の検温，目の保護（ゴーグル，アイシールド使用など）
の徹底，口腔外バキュームの増設などに取り組んだ歯科
医療機関も多かったと聞きます．つまり，これは伝統的
に守られてきた歯科における「スタンダードプリコー
ション」がより進化したことになります．
　当院でも今までになかった感染対策の追加が余技なく
されました．たとえば歯科受診する患者さんに対して，
新患・再患を問わず全員に，検温および体調に関連した
問診票の記入を義務づけました（図 1A，B）．さらに診
療が終わった際のユニットの清拭のみならず，電子カル
テのキーボードやマウスも必ずその都度清拭することを
徹底しました（図 1C）．なによりも「職員一人一人が
絶対感染しない」という意識をもって，責任ある行動を
とるように促すことで，仕事環境を守ることができたと
考えています（図 2）．
　感染対策には環境のみならず，「道具」も必要です．
北大病院の感染対策の向上に，当院の歯科技工士さんが
多大な貢献してくださいました．①全国に先駆け，3D

プリンターを応用してフェイス・シールドの院内供給を
開始して，11診療科に計 334個をも供給して下さり，
感染防止に貢献して下さいました．② 3Dプリンターで
ドアオープナーを作成して，全国に先駆けて歯科診療セ
ンターのドアに設置して下さいました．これらの取り組
みは NHKで全国放映されました（図 3）．また，これら

シンポジウム 医科・歯科から見た感染リスクと予防 
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の貢献が評価され，令和 2年度の「北海道大学総長表
彰・優秀賞受賞」を受賞されました．

歯科受診の
新患、再患、
全員に問診票

図 1　当院における感染対策の強化策
Ａ，Ｂ：全ての患者さんに対して，診察前に問診票を記入してもらい，歯科医師が確認することとした．
Ｃ：診察後は患者さん毎にキーボーボも清拭する．

図 2　北大病院感染制御部：石黒信久部長のコメント
図 3　北大病院歯科技工士さんの取り組み

Ａ：3Dプリンターでフェイスシールドを作成．
Ｂ：3Dプリンターでドアノブを作成．
Ｃ：これらの取り組みは NHKテレビで全国放送された．
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C．日常の感染対策

　さて，本院ではパンデミック期間であっても，診療は
基本的に継続されていました．日常の歯科診療における
印象材や模型などを介しての院内感染対策はきちんと行
う必要があることは言うまでもありません．当院では印
象や口腔内に試適した技工物などは，十分な水洗後に
0.1％次亜塩素酸ナトリウム液に 30分間浸漬することが
義務づけられています1）．歯科技工士さんにこれらを提
出する際には消毒方法，浸漬時間を必ず記載する決まり
になっています．これらの基本的な感染対策工程は，感
染症の流行期でも，そうではない「日常」でもマニュア
ル作成して遵守するべき内容だと考えます．
　日本歯科技工士会が 2018年に公表している「歯科技
工実態調査報告書」の中に「Q44：模型等の感染対策」
という項目がありました（図 4）．その回答をみます
と，①委託先の歯科医療機関で感染対策が行われてい
る：63.6％，②歯科技工所で感染対策を行っている：
37.9％，③どの段階においても感染対策を行っていな
い：16.9％と，少し気になる結果でした．2018年からす
でに 3年が経過しています．面倒かもしれませんが，自

分や家族，職場や同僚を守るために，ルールを作成して
少しづつでも改善されていくことを願っています．

D．コロナウイルス以外への感染対策

　新型コロナウイルス感染症のパンデミック以前は，歯
科診療での感染対策の話題は B型肝炎ウイルス（HBV），
C型肝炎ウイルス（HCV），エイズウイルス（HIV）が
主役でした．本来，歯科医療従事者から患者さん，患者
さんから歯科医療従事者，患者さん同士，歯科医療従事
者同士といった職業感染は絶対に避けるべきです．一方
で，全てのウイルスなどを同列で扱うことは不必要な恐
怖心をおあり，感染者への差別や偏見につながることも
あります．
　HCVは医療行為では感染しにくいウイルスとして知
られています．HCVの針刺しによる感染率は CDC（米
国疾病センター）ガイドラインでは約 1.8％と知られて
いますが，日本では 0.2～0.4％とさらに低い報告になっ
ています2）．歯科診療で使用する細い麻酔針や中空では
ない探針などでの針刺しでの感染はほぼ成立しないと考
えてもよいのではないでしょうか．また HIVについて
は，経皮的曝露で約 0.3％，粘膜曝露で約 0.009％と，患

技工所の感染対策について

図 4　2018歯科技工士実態調査報告書から抜粋・Q44：模型等の感染対策
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者さんのウイルス量がコントロールされていれば，歯科
診療での感染はまず生じないと考えるべきです．事実，
本邦における患者さんから歯科医療従事者への感染例は
報告されていません2，3）．
　一方で，HBVは非常に感染力が強いウイルスです．
曝露源の HBe抗原が陽性ですと，37～62％もの高い確
率での感染が生じる可能性があります4）．HBVはなかな
か不活化しないウイルスです．石膏模型上の乾燥環境で
も付着した HBVは 1週間は感染力を保って生存すると
考えられています5）．HBVの感染対策は何よりも職場の
職員にワクチン接種を推奨して抗体を作ることが一番で
す．作業中の感染対策としましては，粘膜曝露防止のた
めに，マスクおよびゴーグルを着用することも重要で
す．HBVは眼瞼結膜からの感染も生じると考えられて
いるからです．

E．おわりに

　最後になりますが，このたびの新型コロナウイルス感
染症の流行により，私たち歯科医療従事者の感染対策が
間違っていなかったことが証明されたと考えます．加え
て，さらに進化した感染対策を身につけることもできた

と思います．自分達の生活，仕事，家族，仲間を守るた
めにも，清潔な環境で，しっかりとした感染対策を講じ
た歯科医療を推進してまいりましょう．
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歯科技工にまつわる感染予防
―経過と今―

ディーワークス

下澤　正樹

A．はじめに

　歯科技工士には，業務上の感染危険がある．日本の歯
科技工士養成・教育の必須教科には，「衛生概論」等の
課目が存在しない．
　歯科医療機関は常に歯科補てつ物等作成＊等分野へも
感染対策を行うべきある．歯科医療機関は，委託する歯
科技工所に，個別患者の感染状況や対策済み手法などの
情報を提供すべきである．歯科技工所には感染防止のた
めの設備が必要である．歯科技工所管理者には，就労者
の業務上感染を予防する責務がある．歯科技工士は，守
秘義務を遵守するとともに，明らかな対策済みを除くす
べての症例において感染予防に努めなければならない．
（＊「作成」は歯科技工士法の漢字使用に倣った）
　歯科技工分野の感染予防は，1998年以降は教養とな
り，2005年以降は有すべき法的設備となり，2007年以
降は医学水準となった．
　歯科技工士は日々，唾液（潜血）が付着する印象体や
模型等に接している．
　COVID-19によって，2020年以降の歯科臨床現場に
はかつて以上の予防策が普及しているであろう．しかし
多用され続けるコロイド系印象材などに医科一般の予防
策を準用すれば，印象体は容易に変形し，三次元的な精
密要件を満たさなくなる．歯科技工にまつわる感染予防
を概観し，「微生物ゼロ追求か無対策かではない実践策」
の一例を紹介する．

B．予防策の経緯と概況

　用語『ユニバーサルプリコ―ション（Universal 

Precautions）』は，1985年ごろから米国 Centers for 

Disease Control and Prevention（以下，CDC）によって
使用された．Universal Precautionsは「感染の有無に関
わらず，すべての患者の血液，体液，排泄物は，感染の
疑いのあるものとして取り扱う」との意で用いられる．
　用語『スタンダード・プリコーション（Standard 

Precautions＝標準予防措置策）』は，1996年に，
Universal Precautionsを拡大し整理した予防策概念であ
る．Standard Precautionsは対象を患者に留めず拡大
し，介護を含める対人予防策とした．
　そもそも近代の医科医療は微生物への科学的知見と公
衆衛生のうえに築かれた．現代の（医科）医療機関は，
すべての患者が感染危険を有すると前提する．よって
（医科）医療機関では，検査検体や医療廃棄物などを除
き「医療機関のドアの外に搬出する“前”の消毒」は常
識である．しかし歯科界においては，これが徹底されて
いないさまがみてとれる．
　歯科医療領域の安全を考えるにあたっては，医科の唾
液への知見を歯科の安全範囲と並べて理解してはならな
い．歯科治療中の口腔内滞留液は単なる唾液ではなく，
血液や細胞片等が混入している．

C．歯科補てつ物等作成過程の予防対象

　歯科医療機関から歯科技工所へ，および医療機関内の
歯科診療域から技工コーナーへは儘

まま

，特定人に対する歯
科医療の用に供する「作成，修理，加工（以下，作成
等）」のための有体物が引き渡されている．歯科技工所
または歯科技工室では，この立体情報をもとに患者への
調製＊が重ねられている（＊調製＝注文に合わせてこし
らえること）．
　引き渡される具体は，患者個別の①印象体，②模型，
③咬合採得体，④試適後のデンチャー，⑤試適後のクラ
ンウン・ブリッジ等歯科補てつ物，⑥デンタルインプラ
ンに係るモノ，⑦修理用義歯などである．
　微生物は歯科治療直後の①～⑦すべてに付着してい
る．よって歯科医療機関は各々の素材を毀損せずに現状
を保つ感染予防策を講ずべきである．
　以下に対策を例示する．

1．印象体
　歯科の代表的な印象材料はビニール系（シリコーンな
ど）とコロイド系（寒天・アルギン連合）である．近年

シンポジウム 医科・歯科から見た感染リスクと予防
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では，これに光学印象が加わる．
a．ビニール系（シリコーンなど）

　ビニール系（シリコーン）印象への感染対策は比較的
容易である．
　印象後のシリコーン印象材は，30秒の流水洗浄でそ
の表面のルミノール反応を確認できないとされる．その
うえビニール系の印象体は，加熱などを除けば，医科で
既存の消毒剤等を用いたとしても表面粗さや寸法精度に
大きな変化はみられないと考え得る．
b．コロイド系（寒天・アルギン連合）

　コロイド系（寒天・アルギン連合）印象への感染対策
は工夫を要する．
　印象後のアルギン印象材はルミノール反応の面積で，
30秒の流水洗浄では汚染域を拡げるだけであり，120秒
でも四分の三を減ずるに留まったとされる．
　寒天・アルギン連合印象の対策は図 1を推奨するが，
その清浄程度のエビデンスは少ない．
　そもそもコロイド系印象体の感染対策には，図 2など
のマイナス因子が伴うと考え得る．コロイド系への対策
はこうした劣化を知ったうえで，維持したい立体情報と
の比較衡量とせざるを得ない．対策を省き全体所要時間
を短くすれば，確かに変形は抑制できる．

　日本の歯科医療の現場では，コロイド系印象と硬石膏
の利用が圧倒的に多い．しかしこの組合せへの歯科理工
学や歯科補てつ学等からの研究は十分でなく，論文は限
られている．「印象はシリコーンを用いるべし」との正
論があるからといって，市井で常用される寒天やアルギ
ン印象法の研究が不要にはならない．むしろ，常用手法
の研究・周知こそが公衆保健の科学であると考える．
　印象用の寒天には各メーカーの商品ごとに微量の添加
剤が調合されており，硬石膏にも同様の工夫がなされて
いるという．
　臨床では，硬化後石膏の表面が未硬化となり剥離さえ
散見される（図 3）．この主な原因は，止血剤による石
膏硬化阻害や添加剤との相性などとされるが，科学的検
証は乏しい．
　歯科界は保健を担う者として，多用される材料や技法
の研究を増やし，望ましい汎用技法を普及すべきである．
c．光学印象
　光学印象の機器は高圧・加温・煮沸などに脆弱であ
り，一部の消毒用薬剤がレンズ部などを劣化させる可能
性を否定できない．歯科領域における光学印象への
Standard Precautionsの公開が待たれる．

2．石膏模型
　「微生物が除去されていない印象体（未対策印象体）」
に石膏泥を注げば，微生物は模型内部に巻き込まれると
考え得る．石膏に混入・付着した微生物は，HBVでは
1週間ほど感染性を維持したとの発表がある．
　汚染していない石膏模型のためには，歯科医療機関で
の印象体への消毒が一次選択である．次にこれがなされ
ず未対策や対策不十分な印象体に急ぎ石膏泥を注ぐ際な
どには，ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム製剤を主成
分とする石膏練和水（図 4）を用いる方法が二次選択で
ある．
　それもなされない未対策の石膏模型には次善の策とし

図 1　例示：印象体の洗浄方法

1．水道水で流水洗浄
2． タンパク質除去用の酵素剤を塗布（泡洗浄
保持）

3．水道水で120秒間以上の流水洗浄
4．既定時間（尺）のみ「定着剤」に浸漬
5． 取りだし流水洗浄し，紙縒りなどで水分を
吸い取る

6．「除菌練和水」で石膏を練和し，陰型へ注ぐ

図 2　 例示：寒天・アルギン連合印象体の精緻性阻
害因子

●吸水膨張（液体中で膨張）
●脱水縮小（空気中で収縮）
●グルタラール等は表面を溶解
●アルコール等は縮小を誘導

　これら変形は，トレー支持部からのアルギン
の厚さ次第で，均一な膨張収縮ではなく，立体
的なねじれ変形として現れると考え得る．

図 3　硬石膏の剥離の例
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て，消毒薬を噴霧し一定時間保持などで表面の除菌を試
みる．この消毒効果への科学的検証は乏しい．

3．顎位記録体（バイト）
　市井の歯科臨床では，バイトの大半はパラフィンワッ
クス片であり，残る数割はシリコーン系などである．
　後者（シリコーン片）は，超音波洗浄での変形は少な
く，医科系薬剤等の利用が可能である．
　前者（パラフィンワックス片）の感染対策は，加熱法
は不可能であり，薬剤浸漬法は個別識別に難がある．
　加えて歯科技工過程では，バイトを模型にあてがい利
用する前段処理として，バイトが軟組織（歯肉等）に接
地している領域を慎重に取り除き，硬組織（歯）に接地
している領域のみとすべく削除する．鋭利なカッターナ
イフ等を常用するこの作業には感染リスクがある．
　またバイト採得時には儘

まま

，歯の浮沈によって軟組織・
歯槽骨周囲から血液や浸出液が漏出し，バイトに付着す
る．よって顎位記録体は明らかに微生物媒介体である．

4．試適後の金属体等
　Bridge等の歯科補てつ治療では，数分割した金属体
を口腔内に試適し，間接法の誤差を補正する．
　歯科医が口腔内で試適し若干の調整を加え，各パーツ
が収まる定位置を求め，口腔内でレジン等を用いて繋ぎ
一体化する（図 5）．
　こうした試適後の金属体等には明らかに微生物が付着
している．加熱対策は利用できず，仮留めが脆弱な間は
超音波洗浄も避けたいため薬剤噴霧や浸漬に頼る．なお
未対策のまま模型支台に挿入し往来した場合，模型も汚
染されている．

5．試適後ろう義歯
　有床義歯治療では儘

まま

，ろう義歯を口腔内に試適して咬

合平面，口唇との外観や咬合関係などを修正する．
　こうした試適後のろう義歯等には明らかに微生物が付
着している．ろう義歯に加熱対策は不適であり，薬剤噴
霧や浸漬に頼る．なお未対策のまま模型に挿入し往来し
た場合，模型なども汚染されている．

6．デンタルインプランに関わる対策
　デンタルインプラン治療では，微生物の移転は疑いよ
うがない．
　樹脂素材を含むアバットメントなどには蛋白質除去の
酵素剤が有効であり，口腔内と歯冠部および歯冠部内の
位置関係の“passive fit”を高める効用も期待できる．

7．修理義歯
　修理義歯にはプラーク・唾液・血液が残り，微生物は
その表面はもとより内部にも満ちている（図 6）．
　対策は，①ディスポーザブルのグローブ・マスク・ガ
ウンを装着し，②歯ブラシ等を用いて流水下で大まかに
洗浄したのち，③有床義歯用洗浄剤（図 7）に浸漬し超
音波洗浄する．取りだして④流水下で再び洗浄し，⑤粉
塵等の飛散エリアに廃棄用紙等を敷き，⑥室外排気の集
塵装置下で作業する．
　なお紫外線殺菌照射器は，表面清潔性保持に留まるか
ら，この対策には適さない．
　また修理義歯は作業直後に口腔内に装着されるから，
グルタラールなど強毒性薬剤の残留に注意しなければな
らない．

D． 情報共有を前提とする「歯科の技工」の外
部委託

1．歯科医療機関からの連絡・記録
　歯科技工所の事業形態は約百年前に興り，以来，委託
元の歯科医療機関は受託する歯科技工所に向けて，臨床

図 4　塩素系石膏練和剤
図 5　口腔内仮留めの例
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模型等に加え使用材料等などを記した文書・メモ等を付
帯してきたであろう．ここにはほぼすべてに「患者の氏
名」が記されていたと推量する．

2．歯科技工の法的定義
　そもそも歯科医療には，歯科治療そのものに患者個別
調製体の適用が含まれる．歯科医療に用いる有体物（モ
ノ）の造形・具象には，（x）「汎用の歯科医療材料の製
造等」と（y）「患者個別の作成等」がある．
　後者（y）の「特定人の歯科医療の用に供する作成
等」は，法令で定義されようが定義されまいが，患者に
提供される個別歯科医療の一環（一要素）であることに
変わりはない．
　日本国は 1945（昭和 20）年からの GHQ（連合国軍
最高司令官総司令部）による統治を経て，1951（昭和
26）年に再び独立国家となった．
　厚生行政は早くから国民皆保険の開始を目指し，その
給付の一端に歯科の歯冠修復および欠損補てつの一部を
含ませるべく志向した．
　厚生行政は，汎用材料（x）は薬事法制で導き，患者
個別調製（y）は資格・事業法制で統べることを指向し
た．
　GHQ撤退後，厚生行政は，潜在（一部に顕在）して
いた似非齒科醫の取締りを重ねつつ，歯科技工の業を特
定の免許保有者に限り，事業所を法制化し届出制とすべ
く思考した．
　1955（昭和 30）年に政治は歯科技工法（昭和三十年
八月十六日　法律第百六十八号．以下，歯技法）等を成
立（図 8）させ施行した．その内容は①「歯科技工」を
定義し，その行為を②歯科医の指示書の下に限り③業務
務独占とし，④事業所を行政管轄下に置き，⑤養成・教
育制度を法令化するものである．

3．指示書と守秘義務
　前述 1．の文書・メモは，こうして 1955（昭和 30）
年の歯技法の創案にあたり法的に定義・整理され，歯技
法第 18条によって『指示書（以下，歯科技工指示書）』
となった．
　歯技法第 19条は歯科技工所の管理者に歯科技工指示
書の保存義務を課し，その業があくまで歯科医師の指示
を前提とする証とした．
　よって歯科技工指示書はその定義当初から個別に患者
を特定しているが，1955（昭和 30）年当初から歯科技
工指示書の記載要件に「患者の氏名」は存在しなかっ
た．この状態で 2001（平成 13）年に「業務上知り得た
情報の守秘義務」が課せられた（歯技法第 20条の二）．
　2012（平成 24）年，「患者の氏名」は歯科技工士法施
行規則（昭和三十年九月二十二日　厚生省令第二十三
号．以下，歯技法施行規則）第 12条に追記された．こ
うして歯科医療機関からの文書・メモは特定人を特定で
きる形式を整えた．

図 6　修理義歯の感染予防策
（写真提供：中居林勇爾 歯科技工士）

図 7　義歯用洗浄剤の主な成分

　　＊界面活性剤
　　＊歯石溶解成分
　　＊殺菌成分
　　＊蛋白質溶解酵素

図 8　歯科技工の定義と業務独占

歯科技工士法
　（昭和三十年八月十六日）
　（法律第百六十八号）
［部分］
（用語の定義）
第 二条　この法律において、「歯科技工」とは、特定人
に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物
又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工すること
をいう。ただし、歯科医師（歯科医業を行うことが
できる医師を含む。以下同じ。）がその診療中の患者
のために自ら行う行為を除く。

（禁止行為）
第 十七条　歯科医師又は歯科技工士でなければ、業と
して歯科技工を行つてはならない。

２ 　歯科医師法（昭和二十三年法律第二百二号）第七
条第二項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた
歯科医師は、業として歯科技工を行つてはならない。
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4．歯科技工指示書の課題
　1999（平成 11）年，厚生省は通知で歯科技工指示書
の電子保存を認めその後，更新されるガイドラインにお
いてもこの扱いは続いている．
　現在では，テキスト情報はおろか患者の顔貌や CAD

データがオープン回線を通じてやり取りされている．法
的整備が必要である．

E．感染予防の社会位置・責任所在

1．教養
　1996年，CDCは 歯 科 医 療 に お い て も Universal 

Precautionsが必要である旨を発信した．1998年，CDC

は感染予防に係る歯科医療ガイドラインを公表し，歯科
技工所にも Standard Precautionsを命じた．
　1998（平成 10）年から社団法人日本歯科技工士会は
『歯科技工所管理者等研修会』において歯科技工分野の
感染予防策の研修を各県で巡回した．2003（平成 15）
年から社団法人日本歯科技工士会は『感染症予防歯科技
工士講習会』を全国で継続している．

2．構造設備基準と品質管理指針
　2005（平成 17）年，厚生労働省医政局は構造設備基
準と品質管理指針をガイドラインとして通知し，歯科技
工所に必要な設備のひとつに「塵あい・微生物の汚染防
止設備」を謳った．
　2012（平成 24）年，国は上記ガイドラインを元とし
歯技法施行規則第 13条の二に「構造設備基準」を設け
た．
　これらによって歯科技工分野の微生物汚染防止は，歯
科技工所開設者には設備を，歯科技工所管理者には適切
な管理（運用）を求めている．

3．医学水準
　2007（平成 19）年，日本歯科補綴学会は「歯科補綴
治療過程における感染対策指針」を公表し，歯科技工所
における対策をも説いた．

　こうして歯科技工の業務上感染予防は社会制度上，上
記 1．で教養，上記 2．からは不可欠な設備（運用），上
記 3．以降は裁判にいう医学水準になったと考える．

F．感染予防策の周知

1．養成・教育制度における教科
　歯技法施行規則第 8条（国家試験の科目）には衛生概
論などの公衆衛生分野が存在しない．養成・教育界はか

ろうじて別教本で補っているが，その内容に対策の機序
は著しく乏しい．

2．社会的周知活動
　既卒の歯科技工士への周知として，公益社団法人日本
歯科技工士会はその地方組織と共同し，厚生労働省の後
援や公益法人日本歯科医師会の協力を得つつ，歯科技工
所管理者の責務を伝達すべく数種の講習会を全県で継続
している．

G．おわりに（感染対策にまつわる私見）

　歯科医師はノブレス・オブリージュを発揮し，旧態依
然を改め，倣いを脱し，自らが統べる歯科医療チーム全
体の予防意識を高め，知見収集と費用投下を率先垂範す
べきである．
　歯科衛生士はその知見・技能を活かし，「歯科助手」
領域にも感染予防のリーダーシップを発揮できるはずで
ある．
　歯科技工士は，科学的思考に立脚し，エンジニアリン
グコントロールに関心を寄せ，歯科保健の本義に立脚す
る言動に努め，感染予防の最低水準をひきあげる必要が
ある．歯科技工界はこれまでの不足を自戒し改め，制度
不足には公衆衛生の視座から改善を求めるべきである．

　稿を終えるに際し，思考の機会をいただいた日本歯科技工
学会第 43回学術大会の関係各位，資料検索にお力をいただ
いた當間 淳 氏に心からの御礼を申し上げます．
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インプラント補綴装置製作に必要な歯科技工士の専門性

有限会社協和デンタル・ラボラトリー（関東支部）

木村　健二

A．はじめに

　一般社団法人日本歯科技工学会は公益社団法人日本歯
科技工士会日技認定講師（学会会員のみ）の希望者に対
して当法人の指導歯科技工士を委嘱した．指導歯科技工
士が後進の指導にあたる，あるいは，歯科技工分野の研
究，開発を専門に行っている指導歯科技工士が学会を牽
引することは，変化著しい歯科技工分野発展のために重
要なことである．今回は，公益社団法人日本口腔インプ
ラント学会認定インプラント専門歯科技工士の立場から
専門性について見解を述べる．

B．認定制度の必要性

　一般的に人々が「歯科技工」という職業に求める項目
はおおよそ表 1に集約される．その中でも最も注目され
るのが経済的報酬である．しかしながら，医療従事者で
ある歯科技工士に国民が求めることは歯科技工を通じて
の患者に対する貢献である．ゆえに，経済的報酬より歯
科技工士としての能力の活用，補綴装置を製作する上で

の達成感，愛他性などが優先事項といえる．そして，歯
科技工士がどの分野に精通しているかを歯科医師に明示
することで患者へ提供する歯科技工の製作への信頼に間
接的につながっていく．そのため，歯科技工士にも生涯
研修の目標にもなりうる専門歯科技工士の認定制度は必
要である．

C．インプラント専門歯科技工士の専門性について

　公益社団法人日本口腔インプラント学会認定インプラ
ント専門歯科技工士として担当した歯科技工症例を用い
て説明する（図 1）．本症例は治療計画に両隣在歯を支
台歯とする固定性ブリッジ，両隣在歯を支台歯とする部
分床義歯，インプラント補綴の 3選択肢の中で，患者と
相談した結果，インプラント補綴を選択した症例である．
　インプラント補綴の利点は，両隣在歯の健全歯を削る
ことなく補綴処置を実施できる点にある．その他の補綴
処置にもそれぞれの利点はあるが，本症例は患者の年齢
が若いことや両隣在歯が健全歯であることからも，健全
なエナメル質の切削や審美回復を目的として空隙確保の
ための便宜抜髄を実施しなかったことについて支台歯の

専門歯科技工士講習会

表 1　歯科技工士の仕事に求めること

項目 詳細

 1．能力の活用 自分の能力を発揮できる
 2．達成感 よい結果が生まれたという実感を持てる
 3．美的追及 美しい物を創り出せる
 4．愛他性 人の役に立てる
 5．自律性 他からの命令や束縛を受けず，自分の力でやっていく
 6．創造性 新しい物や考えを創り出せる
 7．経済的報酬 お金を稼ぐ
 8．ライフスタイル 自分の望むような生活を送れる
 9．身体的活動 体を動かす機会を持てる
10．社会的評価 社会に広く仕事の成果を認めてもらえる
11．冒険性，危険性 ワクワクするような体験ができる
12．社会交流性 色々な人との接点を持ちながら仕事ができる
13．多様性 多様な活動ができる
14．環境 仕事環境が心地よい
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予後を鑑みると大きな意味がある．このような点につい
て理解し説明できることの知識がインプラント補綴の専
門性の一つである．加えて，フィクスチャーの長さ，太
さ，歯肉および骨レベルによるフィクスチャーの適合な
どフィクスチャーの選択についての知識を深めていくこ
とが専門性には求められる．
　たとえば，図 2に示す症例を歯冠補綴製作の観点から
考えてみると，図 2aでは上部構造アクセスホールが頰
側咬頭頂に出てしまう点と清掃性不良が懸念される．そ
のため，図 2bおよび図 2cのように，わずかに埋入傾
斜角度を変えることでアクセスホールを中央に位置させ
ることができる．また，フィクスチャーから咬合接触点
までの距離の確保と歯肉貫通部の傾斜角度を緩めること
で良好な清掃性を有する歯冠補綴の製作ができる観点よ
り，臼歯部でも図 2cの骨レベルが適していると考えら

れる .また，既製アバットメントとカスタムアバットメ
ントの形態差により，歯肉の立ち上がり付近の形状が清
掃性に与える影響について，完成形態を想像し歯科医師
とともに意見交換できる経験と知識を有することがイン
プラント専門歯科技工士に大切なことである（図 3）．
　近年，デジタル化が進む中，CAD/CAM（computer-
aided design/computer-aided manufacturing）関連の専
門性が求められている1～3）．図 4～ 7はイントラオーラ
ルスキャナーによるデータと CAD設計，CT（comput-
ed tomography）によるデータを重ね合わせて分析する
ことにより，審美性と良好な清掃性が実現できた担当症
例である．歯科医師から欠損部の中央にフィクスチャー
を埋入する予定として，最終補綴装置を想定した上でイ
ンプラント専門歯科技工士へ意見を求められた．仮に欠
損中央部にフィクスチャーを埋入した場合，反対側と比

a b c

図 1　上顎右側側切歯欠損部へインプラント補綴を選択した症例
ａ：上顎右側側切歯欠損に対し，元あった歯と同じような機能回復を果たすことができる設計を目的とする．
ｂ：両隣在健全歯を削ることなく補綴処置を実施できることからインプラント補綴が選択された．
ｃ：両隣在歯を保全しながら審美性を回復できたことは支台歯の予後を鑑みると大きな意味がある．

a b c

図 2　歯冠補綴製作検討症例
ａ：上部構造アクセスホールが頰側咬頭頂に出てしまい，さらに清掃性不良が懸念される．
ｂ，ｃ： わずかに埋入傾斜角度を変えることでアクセスホールを中央に位置させることが

できる．さらにｃのようにフィクスチャーから咬合接触点までの距離と歯肉貫通
部の傾斜角度を考慮すると，良好な清掃性を有する歯冠補綴の製作が可能である．
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較し近遠心幅径が大きい中切歯となり形態によって審美
性が劣る（図 4）．そのため，欠損部の近心方向に寄せ
るフィクスチャーの埋入を想定すると，上顎左側側切歯
を限局矯正することが考えられる．あるいは，左右中切
歯の歯冠幅径が均等になるように，右側中切歯部にラミ
ネートベニア修復を施す治療計画が考えられる．歯の直
下にフィクスチャーを位置させる利点は，将来的に歯冠
乳頭部が退縮した場合に歯冠とフィクスチャー移行部の
関係が不均衡をきたし，清掃性の不良，補綴装置の露出
による審美性の不良が生じる．それらを防止するため
に，歯冠とフィクスチャー移行部は歯と同様の歯冠と歯
根の位置関係に戻すことがよいと考えられる．

　本症例は，CTによるデータから顔面正中を観察する
ことができたため，欠損部のもとあった歯の位置が顔面
正中に対して良好な位置であったことが判明した（図 5

～ 7）．このことから，上顎右側中切歯が顔面正中に対
して遠心に位置していることが明確になった．この結果
を歯科医師に報告すると，治療計画を立案するうえで，
この患者の適正な正中の決定から始めることになった．
その後，矯正治療を含めない治療計画の立案が提案さ
れ，CADによるシミュレーション設計の実施に至っ
た．その結果，上顎右側中切歯をラミネートベニア修復
により近遠心幅径を大きくし，残っている欠損の中央に
フィクスチャーを埋入する治療計画となった．

a

c

b

d

図 3　既製アバットメントとカスタムアバットメントの形態の比較
ａ，ｂ：既成アバットメント　ｃ，ｄ：カスタムアバットメント

（デンツプライ三金より提供）

a b

図 4　CAD設計と CTによるデータの重ね合わせ画像
ａ：歯科医師から欠損部中央にフィクスチャーを埋入する位置
ｂ：反対側の歯を反転させ欠損部に表示させた状態
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　治療終了後，補綴物の正中線を顔面正中と一致させる
ことができ，近遠心的な審美性，良好な清掃性，頰舌的
にも良好なアクセスホール位置のフィクスチャー埋入位
置を決定することができた．わずか数mmの位置，数
度の傾斜の違いによって補綴装置に大きく影響が出るこ
とがわかる．
　このように，CAD/CAMや CTによるデータを用いた

意見交換は有効な手法の一つであり，進化する医療機器
に対する知識の獲得も専門歯科技工士には必要である．

D．おわりに

　一般社団法人日本歯科技工学会の指導歯科技工士およ
び公益社団法人日本口腔インプラント学会認定インプラ

a b c

図 5　CAD設計と CTによるデータの重ね合わせ画像
ａ：欠損部の近心方向に寄せるフィクスチャーの埋入を想定
ｂ： 上顎左側側切歯の限局矯正あるいは左右中切歯の歯冠幅径が均等になるよう右側中切歯部へのラミ
ネートベニア修復の可能性について補綴的見地より検討

ｃ：CTによるデータによる顔面正中位置

a b

図 6　セメントリテインの場合の理想的なインプラントポジションの提案

a b

図 7　スクリューリテインの場合の理想的なインプラントポジションの提案
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ント専門歯科技工士の立場から専門性について見解を述
べた．日本歯科技工学会の専門歯科技工士や，専門歯科
技工士を目指す会員が患者にとって有益な補綴装置の設
計を行うために，専門的知識を集約し後進に伝えていく
ことが重要である．本講演が本学会の専門歯科技工士へ
の専門性について検討される一助となれば幸いである．

　本稿は一般社団法人日本歯科技工学会専門歯科技工士講習
会（2021年 6月 26日　オンライン開催）において報告し
た．本稿に関連し，開示すべき利益相反（COI）関係にある
企業はない．
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欠損部を想定した術後即時顎補綴装置の製作

北海道大学病院歯科診療センター生体技工部

西川　圭吾

A．はじめに

　現在，超高齢社会において，頭頸部腫瘍に罹患する患
者数は増加している．一方，これら腫瘍に対する治療法
の発展は目覚ましく，今日では術後，長期にわたる良好
な経過を得ることが可能となってきた．顎顔面の補綴治
療には医科専門医，口腔外科専門医，補綴歯科専門医ま
たは顎顔面補綴認定医，看護師，歯科衛生士，言語聴覚
士，歯科技工士らが，それぞれの専門性を生かしたチー
ム医療を推進する必要がある．特に腫瘍切除術後の顎欠
損に伴う機能障害に対して，顎顔面補綴装置を用いて回
復することが，患者の Quality of life（QOL）の回復・維
持に非常に有効であり，製作に携わる歯科技工士は重要な
役割を果たしている．本稿では，顎顔面補綴装置の分類と
術後顎補綴装置の重要性と製作の要点について報告する．

B．顎顔面補綴学

　顎顔面補綴学とは，腫瘍や交通事故などの外傷，炎

症，先天奇形などが原因で，顔貌または顔貌周囲の骨や
組織などが失われた場合に特殊な装置（顎義歯，舌接触
補助床，軟口蓋挙上装置，術後即時顎補綴装置，および
置顔面補綴装置）などを用いて，失われた組織や機能を
回復させ患者の社会復帰を図る学問である．

C．顎顔面補綴装置

　日本顎顔面補綴学会では，以下の 7項目を顎顔面補綴
装置として分類している．
1． 術後即時顎補綴装置（ ISO：Immediate Surgical 

Obuturator）
2．顎義歯（maxillary prosthesis）
3．舌接触補助床（PAP：interim palatal lift prosthesis）
4．軟口蓋挙上装置（PLP：palatal lift prosthesis）
5．スピーチエイド（speech aid）
6．スリープスプリント（Sleep Splint）
7． 顔面補綴装置（エピテーゼ：maxillofacial prosthesis）
　図 1に顎顔面補綴装置の体系を示す．顎顔面補綴装置
は，欠損補綴装置と治療用補助装置に大きく分類され

専門歯科技工士講習会

図 1　顎顔面補綴の体系
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る．その各々が，口腔内装置と口腔外装置またそれらの
併用したものに分類され，症例によって使い分けがなさ
れている．以下，7つの項目について解説する．

1．術後即時顎補綴装置（ISO）
　日本歯科医学会用語集では，術後即時顎補綴装置
を ISO：Immediate Surgical Obuturatorとして定義づけ
られている．
　術後即時顎補綴装置は腫瘍，顎骨嚢胞等などによる顎
骨切除が予定されている患者に対して，術後早期の構
音，咀嚼および嚥下機能の回復を目的に，術前に印象採
得等を行い，予定される切除範囲を削合した模型上で製
作する装置のことである．図 2にチェアサイドとラボサ
イドの作業の流れを示す．

a．術後即時顎補綴装置の種類
　1．加熱重合レジンとワイヤークラスプを用いて製作
する装置．
　2．術前の模型に熱可塑性樹脂を圧接，歯科医師の指
示に合わせて模型を削除し，欠損部の歯冠部と歯肉部分
に常温重合レジンを注入して製作する装置．製作におけ
る留意事項は，熱可塑性樹脂は適度な柔軟性があるた
め，術直後も装着が容易で常温重合レジンでの追加修正
も可能である．当院では製作の容易さと追加修正が簡便
な後者を選択している．
b．症例

　54歳女性，左上顎骨放射線性顎骨壊死により顎骨を
切除した症例である．術前，術後の口腔内状態とパノラ
マ X線写真を図 3と図 4に示す．本症例から，熱可塑

図 2　チェアサイドとラボサイドの作業の流れ

図 3　術前の口腔内状態
a：正面観　b：咬合面観

図 4　術前術後のパノラマ X線写真
a：術前の状態　b：術後の状態．左上の顎骨が切除されているのが確認できる．
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性樹脂プレートを使用した術後即時顎補綴装置の製作手
順を紹介する．
　はじめに，術前の印象を用いて作業模型を製作し，作
業模型に口腔外科専門医が予想する切除範囲を記入す
る．その後，歯槽部分のアンダーカットをワックスでブ
ロックアウトを行い，熱可塑性樹脂プレートを圧接す
る．切除範囲を覆うように超音波カッターで裁断し，作
業模型から取り出した後，辺縁を調整する（図 5）．調
整後，裁断したプレートの切除される歯冠部分に歯冠色
の常温重合レジンを，歯肉部分に歯肉色の常温重合レジ
ンを注入して完成とする（図 6）．削除部位の誤差は
チェアサイドで口腔外科専門医がティッシュコンディ
ショナーを用いて調整される．なお，術後即時顎補綴装
置の維持力は残存歯列のアンダーカット量と使用する熱
可塑性樹脂プレートの厚さで調整を行う．本症例の術中
および術後即時顎補綴装置の装着前後の状態を図 7と図
8に示す．
　次に，71歳男性，右硬口蓋がんおよび粘表皮がんに
よる右口蓋部切除の症例である．上下顎無歯顎で術後の
術後即時顎補綴装置から顎義歯装着までを紹介する．図

9に術前と術後のパノラマ X線写真および切除部位を示
す．本症例は術後即時顎補綴装に術前に使用していた上
顎全部床義歯の複製義歯を使用した症例である（図
10）．複製義歯は術前に使用していた全部床義歯を複製
義歯作製作用フラスコで，アルジネート印象を行い，歯
冠部に歯冠色の常温重合レジンを，歯槽部には透明色の
常温重合レジンを注入して製作する．術後約 4カ月後に
通法により印象採得を行い，天蓋開放型の顎義歯を製作
した（図 11）．
　図 12は術後即時顎補綴装置のみで治療を開始した場
合と術後即時顎補綴装置を術直後に使用し，その後，早
期顎義歯を装着する場合との比較である．術後即時顎補
綴装置と早期顎義歯を同時進行で治療を進める方が機能
回復とともに会話，外食，社交などの QOLの回復・維
持に有効であることが報告されている1）．

2．顎義歯（maxillary prosthesis）
　顎義歯とは，手術や先天的な問題のために生じた顎骨
欠損を義歯により補塡するものである．上顎の顎欠損で
は，鼻腔と口腔が交通するため咀嚼や嚥下による食物の

図 5　術後顎補綴装置の製作手順 1

図 6　術後顎補綴装置の製作手順 2
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図 9　術前術後のパノラマ X線写真
a：術前の状態　b：術後．上顎右側口蓋部の切除部位を示す．

図 10　術前術後の口腔内状態と術後即時顎補綴装置の装着状態
a：術前の口腔内状態　b：術後の右側口蓋を切除した状態　c：術後即時顎補綴装
置の咬合面観　d：内面観　e：装着状態

図 7　術中，術後の口腔内写真
a：術中の状態　b：術後の状態．切除が終了し，縫合された状態を示す．

図 8　術後即時顎補綴装置装着前後の口腔内写真
a：装着前　b：装着後．術後即時顎補綴装置装着の装着により，術後に術前の審
美性と咬合状態を回復することが可能となる．
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閉鎖する栓塞部，咀嚼機能を回復する人工歯部に分けら
れている．中空型と天蓋開放型の特徴を図 14に示す．

3．舌接触補助床（PAP）
　PAPとは，発音および咀嚼・嚥下機能に必要な舌の
口蓋への摂食を容易にすることを目的として口蓋部の床
を肥厚させた，床型の補助装置である．欠損歯の有無に
より，有床義歯型または，口蓋床型の PAPに分類され
る．PAPは代償的に機能回復・賦活化を図るものであ
り，装着後も根本的な舌運動の改善として嚥下訓練を併
用する必要がある．
a．症例

　舌亜全摘症例．舌の切除範囲を図 15に，製作した
PAP，LAPと，装着後を図 16に示す3）．LAPとは Lingal 

Augumentation Prosthesisと呼ばれ，摘出した舌の死腔
を埋めるよう製作し，送り込みの代償を行う装置のこと
である．ビデオ嚥下造影検査（VF：videofluoroscopic 

examination of swallowing）とは，バリウムなどの造影
剤を含んだ食物をデジタルエックス線透視下で，患者に
摂食嚥下させた際の，透視像をビデオや DVDに記録す
ることにより，嚥下運動や適切な食形態を客観的に評価
（確認）・診断する検査である．

流入を防ぎ，構音を回復するために義歯に栓塞部を付与
して鼻咽腔を封鎖することにより，機能回復につながる．
　下顎の顎欠損では，骨移植を必要とする場合が多いこ
とから歯槽の形態が複雑になり，舌の運動が悪化するた
め，これに対応した顎義歯が必要となる2）．
　栓塞部には中空型と天蓋開放型がある．必要に応じて
インプラントを用いた治療も行われる．図 13に顎義歯
の構造と名称を示す．クラスプなどの維持部，鼻咽腔を

図 11　完成した顎義歯と口腔内装着状態
a：天蓋開放型顎義歯　b：装着状態

図 12　ISOのみと早期顎義歯製作を併用した場合の比較

図 13　顎義歯の種類と名称
　左は各部の名称で，クラスプなどの維持部，鼻咽腔を閉
鎖する栓塞部，咀嚼機能を回復する人工歯部に分けられる．
右に栓塞部の種類を示す．
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4．軟口蓋挙上装置（PLP）
　PLPとは，軟口蓋の運動障害による鼻腔閉鎖不全が
認められる患者に対して用いられる装置である．口腔機
能が衰え，軟口蓋が低下してくる状態に対して，補綴装
置で軟口蓋を機械的に挙上させて鼻咽腔の閉鎖を図り，
摂食・嚥下を補助する．床の口蓋部後縁より軟口蓋挙上
子を延長して製作し，軟口蓋に接する可動部はレジン

や，シリコーンなどが用いられる．PLPと口腔内の装
着前後および嚥下時の VF画像を図 17，18に示す3）．

5．スピーチエイド（speech aid）
　スピーチエイドとは，手術や先天的に軟口蓋の一部を
失った患者さんに装着して，軟口蓋と鼻腔との閉鎖を助
けたり，会話を明瞭にしたり，口から鼻へ食べ物が洩れ
るのを防ぐための装置である．有歯顎用と無歯顎用に分
類される（図 19）．

図 16　 PAP，LAPおよび口腔内装着状態とビデオ嚥下造影
検査画像

a：PAP（舌接触補助床）　b：LAP（Lingal Augmentation 

Prosthesis）．摘出した舌の死腔を埋めるように製作し，食
物の咽頭への送り込みを補助する装置　c：口腔内の装着状
態　d：ビデオ嚥下造影検査画像

図 15　舌亜全摘出術切除範囲
　左舌根部 3/5，口腔底，左下歯肉，舌骨上筋群を切除，左中咽頭側壁は，口蓋弓
の下端まで切除した．

図 14　中空型と天蓋開放型の特徴

図 17　軟口蓋挙上装置と口腔内状態
a：軟口蓋挙上装置（PLP）　b：挙上子の形態　c：初診時
の口腔内状態　d：PLP装着状態
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6．スリープスプリント（Sleep Splint）
　スリープスプリントとは，睡眠時無呼吸症候群の歯科
的な治療器具である．睡眠時に着用して，下顎を前進さ
せた状態を固定することにより，上気道の閉塞を防ぐ効
果がある．軽度の睡眠時無呼吸症候群に使用する．歯の
アンダーカットを利用して維持するため残存歯が少ない
場合や無歯顎には適用が困難である．上下固定型と半固
定型に分類される（図 20）．図 21にはアナログ製作の
欠点を改良し，術後即時顎補綴装置に対応したデジタル
システムを応用したスリープスプリントの製作手順を示
した．今後は，顎顔面補綴装置を製作するうえでデジタ
ル技術を応用することが期待される．

7．顔面補綴装置（エピテーゼ）
　顔面補綴装置とは，腫瘍，外傷，炎症，先天奇形など
が原因で生じた顔貌表面を含む実質欠損を非観血的に，
あるいは手術との併用により人工物で補塡修復し，その
形態的審美的改善とともに，咀嚼・嚥下・発語などの機
能障害・能力障害の回復をはかる補綴装置である．その
名称に関しては，独では Epithese，英ではMaxillofacial 

prosthesisとされているが，日本ではエピテーゼと呼称
されている．従来，アナログ技術による製作がほとんど
であったが，現在は，複数の施設でデジタル技術を応用
した製作方法が進められている．図 22は，デジタル技
術を応用したエピテーゼの製作手順を示している．非接

図 18　PLP装着前と装着時の VF画像
VF：videofluoroscopic examination of swallowingとは，ビデオ嚥下
造影検査のこと．
a：装着前の画像．から嚥下した状態では，軟口蓋が挙上されてい
ない．b：装着時は軟口蓋が挙上されているのが確認できる．

図 19　無歯顎用スピーチエイドと口腔内装着前，装着後の状態
a：製作した無歯顎用スピーチエイド　b：装着前の口腔内状態．軟口蓋部分が欠除してい
るのが確認できる．c：装着時の状態．欠損部分をバルブ部分で補塡しているのを確認で
きる．

図 20　スリープスプリントと装着の状態
a：アナログで製作したスリープスプリント　b：装着前　c：装着時
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触型光学印象（赤外線スキャナー）と石膏 3Dプリン
ターを用いることで，印象採得時の患者の負担を減ら
し，皮膚の色調も再現した実物大石膏模型で作業を進め
ることが可能である4）．

D．コミュニケーションの重要性

　口腔顎顔面補綴装置製作に関連して，患者の要望に応
えるためには，生活環境など多くの情報を共有する必要
がある，外科手処置を受け，顎および顔面に欠損を生じ
ている患者の精神的な負担は計り知れないものがある．
患者との会話の際には，患者の視点に立ったコミュニ
ケーションが重要である．個人差はあるが，歯科技工士
はチェアサイドでの患者対応をすることが少ない．この
ため，「コミュニケーションスキル」の向上に向けた取
り組みが必要である．普段接している身近な人とのやり
取りの中で，相手が何を考えているかを察して行動する
「アサーティブコミュニケーション」を習得することが

患者とのコミュニケーションを向上させることへの近道
ではないかと考える5）．
　図 23に各種コミュニケーションツールを示す．患者
との意見交換や補綴装置へのフィードバックのために活
用している．図 24はコミュニケーションを患者に図っ
た一例である．エピテーゼの製作は基本的に顎義歯と併
用の場合に行っており，本院では医師・歯科医師の依
頼・指示のもと，診療室で対応している．

E．チーム医療

　チーム医療とは，患者とともに，医療従事者が，それ
ぞれの専門性をもとに，高い知識と技術を発揮し，互い
に理解し目的と情報を共有して，連携と補完しあい，そ
の人らしい生活を実現するための医療である．医療に関
するプロフェッショナルがチームで連携・協力しケアす
ることで，多角的かつ専門的な立場からアプローチがで
きる．

図 22　デジタル技術を応用したエピテーゼの製作手順

図 21　IOSに対応したデジタルシステム応用によるスリープスプリントの製作手順
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F．おわりに

　冒頭でも述べたが，多職種が，それぞれの専門性を活
かしたチーム医療を推進することにより，患者の QOL

の回復・維持が可能となる．現在，CT・MRIなどのデ
ジタルデータを活用し，CAD/CAMシステムの応用に
より，簡便で汎用性のある補綴が始まっているが，今後
多くの施設でさまざまな検証が行われ，その内容が一般
社団法人日本歯科技工学会で報告されることを切望する
ところである．

　本稿は一般社団法人日本歯科技工学会第 43回学術大会専
門歯科技工士講習会（2021年 11月 6日）において報告し

た．本稿に関連し，開示すべき利益相反（COI）関係にある
企業はない．
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 4）西川圭吾，他：医科との連携による各種補綴装置製作
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 5）平木典子：よくわかるアサーション―自分の気持ちの
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図 24　コミュニケーションの一例
a，d：ハンディースキャナーによる非接触型光学印象　b：3Dモデルについてのディ
スカッション　c：エピテーゼの接着材の説明　e，f：エピテーゼの適合確認

図 23　各種コミュニケーションツール
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歯科技工最前線 特集「前歯部CAD/CAM冠ブロック」 

「前歯部 CAD/CAM冠」の保険導入にあたって

（一社）日本歯科技工学会　会長

末瀬　一彦

　2014年に先進医療として「CAD/CAM冠」が医療保険に導入されて以来，6年間で上下顎第一大臼

歯，さらには前歯部に着実に適用拡大されてきました．金属修復物は最近の価格高騰だけでなく，審美

不良，歯質や歯肉の変色，さらには金属アレルギーなどの問題点がクローズアップされるにおいて，

CAD/CAM冠の保険適用は患者にとって朗報です．しかし，医療者側においては，これまで慣れ親し

んできた「金属修復物」とはまったく異なる材質であることを十分理解し，認識して臨床応用しない

と，せっかくの好素材の特性を活かせなくなります．とりわけ 2020年 9月に保険導入された「前歯部

CAD/CAM冠」においては，審美性，機能性においてその取扱い，技工操作は慎重でなければなりま

せん．これまで石膏模型上で硬質レジン前装金属冠が製作されてきましたが，歯科用 CAD/CAMシス

テムで製作されることによって操作性の繁雑さから解放され，審美性はさらに高まります．その技工に

おいては前歯部の特異的な支台歯形態を考慮し，レジンブロックの特性を十分発揮させるための術式が

必要です．

　今回は，CAD/CAM冠の歯科技工において造詣の深い 3名の先生方に，そのポイントをご教示いた

だきました．CAD/CAM冠をさらに普及させるために，ぜひご拝読いただき，臨床適用のご参考にし

ていただきたいと存じます．
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前歯部 CAD/CAM冠の保険導入の経緯

日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座

小峰　　太

歯科技工最前線 特集　「前歯部CAD/CAM冠ブロック」 

A．はじめに

　レジンブロックを歯科用 CAD/CAM（コンピュータ
支援設計・製造ユニット）装置を用いて切削加工によっ
て製作される補綴装置は，“CAD/CAM冠”と称されて
いる．現在の歯冠補綴治療において，歯科用 CAD/
CAM装置や口腔内スキャナーなどの普及により，補綴
装置製作のデジタル化が急速に進んでいる．その流れは
保険治療における医療技術，医療機器にも反映され，現
在では CAD/CAM冠の適用症例が増加している．ま
た，この背景には近年の金属価格の高騰もある．本稿で
は，これまでの CAD/CAM冠の保険導入の流れおよび
2020年 9月に保険導入がなされた前歯部 CAD/CAM冠
の保険導入までの経緯を説明する．

B．これまでの CAD/CAM冠の保険導入の流れ

　これまでの CAD/CAM冠の保険導入の流れを表 1に
示す．

1．小臼歯部への適用（2014年 4月）
　CAD/CAM冠の保険導入は，2009年 5月に「歯科用
CAD-CAMシステムを用いたハイブリッドレジンによ
る歯冠補綴」が先進医療として承認されたことが始まり

である．北海道医療大学，広島大学，大阪歯科大学，東
北大学で先進医療として臨床で実施された．そして，
2014年 4月に先進医療からの保険導入として承認され
た．

2．条件付きでの大臼歯部への適用（2016年 4月）
　“歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患
者において，大臼歯に使用する場合（医科の保険医療機
関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携のうえ
で，診療情報提供（診療情報提供料の様式に準じるも
の）に基づく場合に限る）”という留意事項付きで，大
臼歯部へ保険導入された．

3．下顎第一大臼歯への適用（2017年 12月）
　金属アレルギー患者には適用可能であったが，適用範
囲が緩和されて，下記の留意事項に該当する症例に対し
て，下顎第一大臼歯に適用可能となった．
“上下顎両側の第二大臼歯がすべて残存し，左右の咬合
支持がある患者に対し，過度な咬合圧が加わらない場合
等”

4．上顎第一大臼歯への適用（2020年 4月）
　2020年 4月には，上顎第一大臼歯への適用も承認さ
れ，上下顎第一大臼歯への適用が可能となった．

表 1　これまでの CAD/CAM冠の保険導入
2014年 4月 小臼歯部への適用

2016年 4月 大臼歯部への適用（条件付き）
・歯科用金属を原因とする金属アレルギー患者に限る
・医科との連携が図られていること

2017年 12月 下顎第一大臼歯への適用
・上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し，左右の咬合支持がある患者に
対し，過度な咬合圧が加わらない場合等

2020年 4月 上顎第一大臼歯への適用

2020年 9月 前歯部への適用
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5．前歯部への適用（2020年 9月）
　上下顎前歯部（中切歯，側切歯および犬歯）へ適用が
拡大され，条件付きではあるが，すべての歯種に CAD/
CAM冠が適用できる状態となった．

C．前歯部 CAD/CAM冠の保険導入までの経緯

　令和 2（2020）年度診療報酬改定における医療技術の
評価の概要を図 1に示す．まず，新たな医療技術を保険
導入するには，主に次の 2つの方法がある．
　　1．先進医療として実施されている医療技術
　　2．学会等から提案のあった医療技術
　前述したように，2014年 4月に保険導入された小臼
歯部の CAD/CAM冠は，上記 1の方法で評価され，承

認に至った．一方，前歯部 CAD/CAM冠については，
上記 2の「学会等から提案のあった医療技術」として評
価，承認された．日本歯科医学会の専門分科会あるいは
認定分科会が，保険収載に適していると考えられる医療
技術の内容を，“医療技術評価提案書”に記載し，日本
歯科医学会に提出する．その後，厚生労働省に提出さ
れ，その医療技術の評価を受けることになる．
　前歯部 CAD/CAM冠に関しては，主たる申請学会が
一般社団法人日本歯科審美学会，また公益社団法人日本
補綴歯科学会が共同提案として，平成 30（2018）年度
の診療報酬改定に向けて医療技術評価提案書が提出され
た（なお，診療報酬改定は 2年に 1度行われる）．
　しかしながら，厚生労働省内の審議会の一つである中
央社会保険医療協議会（中医協）において，「医療技術

図 1　令和 2（2020）年度診療報酬改定における医療技術の評価（概要）
中央社会保険医療協議会総会（第 446回の議事資料（総－ 1－ 2）より）
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図 2　医療技術評価分科会における医療技術の評価
中央社会保険医療協議会総会（第 446回の議事資料（総－ 1－ 3）より）
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評価分科会としては，今回改定では対応を行わない技
術」と決定された．
　次回の医療技術評価提案書の提出に向けて，前歯部
CAD/CAM冠に対するエビデンスが必要なため，CAD/
CAM冠に対する調査，研究が進められた．一般社団法
人日本歯科医学会連合の平成 30（2018）年度 医療問題関
連事業に課題「歯科用 CAD/CAM を用いてレジン系材料
から製作される歯冠補綴装置の有用性についての調査研
究」を応募し，採択された（JDSFDSP1-2018-205-1）．
その事業の成果として，CAD/CAM冠の臨床成績を総
括した論文が発表された1）．また，医療技術評価提案書
の根拠となる資料収集が継続された2）．
　令和 2（2020）年度の診療報酬改定に際して，一般社
団法人日本歯科審美学会が前歯部 CAD/CAM冠につい
ての医療技術評価提案書を作成し，再度申請した．その
後，厚生労働省から提案内容に関するヒアリングが開催
され，一般社団法人日本歯科審美学会の担当者が出席し
た．
　診療報酬調査専門組織（医療技術評価分科会）が
2020年 1月 9日に開催され，前歯部 CAD/CAM冠が
「診療報酬改定において対応する優先度が高い技術」と
して承認された．これにより，前歯部 CAD/CAM冠の

保険導入に大きく前進した．その後，中央社会保険医療
協議会（中医協）総会に報告，上程された（図 1）．図 2

に示すように，2020年 1月 22日に開催された中医協総
会（第 446回）において，前歯部 CAD/CAM冠が「診
療報酬改定において対応する優先度が高い技術」として
承認された．なお，その評価として「保険医療材料制度
等に準じて，対応を行う」と記載されていた．
　一方で，前歯 CAD/CAM冠に使用する材料などは，
新規医療材料の保険適用の承認が必要となる．新規医療
材料の保険適用までの流れを図 3に示す（なお，現在で
は厚生労働省保険局医療課から，平成 30年度保険医療
材料制度改革の概要が示されている）．まず，「保険適用
希望書」を提出する．その後，中医協の保険医療材料等
専門組織で審議がなされ，承認された場合は，中医協で
審議される．前歯部 CAD/CAM冠の材料に関しては，
2020年 8月 19日開催の中医協総会（第 464回）にて承
認され，2020年 9月 1日から（期中導入），区分 C2

（新機能・留意事項変更）としての保険収載が決定した
（図 4）．

図 3　新規医療材料の区分決定の流れ
平成 30年度保険医療材料制度改革の概要（厚生労働省保険局医療課）より
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D．おわりに

　新たに保険診療に適用される医療技術が承認されるに
は，数多くのステップが必要である．しかし，本学会に
おいても，保険診療に必要とされる医療技術がある場合
は，医療技術評価提案書を厚生労働省に提出する機会が
あるため，今後社会保険に関する検討を進めることが必
要であると考える．

文　　　献

 1） Komine F, Honda J, Kusaba K, et al.：Clinical outcomes 

of single crown restorations fabricated with resin-based 

CAD/CAM materials, J Oral Sci 62：353-355, 2020.

 2） Mine A, Kabetani T, Kawaguchi-Uemura A, et al.：Ef-
fectiveness of current adhesive systems when bonding 

to CAD/CAM indirect resin materials：a review of 32 

publications, Jpn Dent Sci Rev 55：41-50, 2019.

図 4　医療機器の保険適用について（令和 2年 9月収載予定）
中央社会保険医療協議会総会（第 464回の議事資料（総－ 2）より）
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前歯部 CAD/CAM冠ブロックの臨床応用

株式会社カスプデンタルサプライ /カナレテクニカルセンター

山田　和伸

歯科技工最前線 特集　「前歯部CAD/CAM冠ブロック」 

A．はじめに

　最近の歯冠修復における CAD/CAMテクノロジー
は，デンタルスキャナーの精度の向上，充実した CAD

および CAMソフト，加工機の改良，そして時代に対応
した材料の開発などが急速に進化し，補綴物の製作法に
大きな影響を与えている．
　平成 26年 4月に小臼歯部を対象に保険適用となった
CAD/CAM冠は，材料自体の強度や色調のアップデー
トに伴い対象部位が拡大された．この度，令和 2年 8月
19日に開催された第 464回中央社会保険医療協議会総
会において，前歯部 CAD/CAM冠が承認され，同年 9

月 1日から前歯部にも CAD/CAM冠が保険適用となっ
た．このような背景は，国民にとっても至極有益なこと
と認識しておきたい．
　本稿ではその特性と歯科技工における留意点について
報告する．

B．前歯部 CAD/CAM冠用材料

　天然歯は広義でエナメル質と象牙質の 2層からなる．
エナメル質は透光性を有し彩度は低いが，反対に象牙質
は透光性が低く（光拡散性が高く）彩度は高いという，
相反する性質をもっている．しかも，3次元的にそれぞ
れの厚みが変化しているため透光性と明度および彩度に
グラデーションが生じる．前歯部を対象とした CAD/
CAM冠用材料の特徴は，エナメル色（切縁部色）とデ
ンティン色（歯頸部色），およびこれらの移行色（中間
色）を含む複数の色調を積層した構造を持たせることで
グラデーション効果を呈し，歯冠部の色調再現性を有す
る．
　なお，CAD/CAM冠用材料は，構成成分および物理
的性質により，CAD/CAM冠用材料（Ⅰ），（Ⅱ），
（Ⅲ），（Ⅳ）の合計 4種類に区分される．前歯部を対象
とした CAD/CAM冠用材料の区分は（Ⅳ）となる．ま
た，保険歯科診療における CAD/CAM冠は，CAD/

CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用 CAD/
CAM装置を用いて，作業模型上で間接法により製作さ
れた歯冠修復物であることと定義づけられている．

C．製作技工に要する費用

　昭和 63年 5月 30日付厚生省告示第 165号より歯科技
工物の保険点数における歯科技工士の技術料（製作技術
料）と歯科医師の管理料（製作管理料）の割合は概ね
7：3とされ，歯科技工物の保険点数は「CAD/CAM冠
前歯製作技術料」12,000円（1200点）に該当し，その 7

割である 8,400円が製作技術料となる．ただし，法的に
規定しているものではない．材料料については 576点と
なっている（令和 3年 10月 1日実施時点）．

D．支台歯色調条件による修復後の影響

　CAD/CAM冠用ブロックは高密度に圧縮成形された
ハイブリッドレジン系の単一素材であり，透光性を有す
る．したがってクラウンの内側，すなわち支台歯に金属
が使われていたり高度の変色歯の場合には，その色調が
透過して修復後の色調が暗くなってしまう．
　図 1はレジン支台（A：デンチン色と B：ホワイト
色）と金属支台（C，D）に，同じ CAD/CAM冠をか
ぶせたところである．Aと Bについては，金属支台の
ような暗い色調ではないことがわかる．さらに，Aより
も Bのほうが明るい色調を呈しており，一般的には前
歯審美領域においてより患者が受け入れやすいことが予
想される．一方 Cと Dは修復後に暗くなると考えられ
る．Dでは，CAD/CAM冠内面と金属支台の間にオ
ペークセメントが介在しているため，Cのような極端な
影は生じていない．このことから，支台築造には築造用
レジンを用いる場合にはホワイト色を，やむなく金属支
台を用いる場合には装着時にオペークセメントを使用す
ることが推奨される．
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E．前歯 CAD/CAD冠製作の実際

　歯冠外形については，作業模型上でのワックスアップ
からダブルスキャン法で成形するアナログデザインであ
れ，あらかじめソフトウェアに用意されたバーチャルク
ラウンを用いるデジタルデザインであれ，飛躍的に進化
した CAD/CAMテクノロジーの恩恵にあずかることに
なる．
　以下に，臨床例を供覧して CAD/CAM冠の現状につ
いて考察する．

症例 1
　図 2は，歯科医師より右上中切歯および側切歯の
CAD/CAM冠の製作を依頼された症例で比色シェード
の確認をしているところである．隣接する左上中切歯に

は着色や抜けるような透明層などの個性的表徴はみとめ
られない．また支台築造体に金属は使用されておらず，
支台歯の色調が CAD/CAM冠に影響を与えることも少
ないと考えられる．ゆえに，補綴条件のよい環境である
ことがわかる．
　図 3は作業模型上にワックスアップしたものと支台歯
をマッチングさせたところで，このデータを CAMソフ
トにて素材の条件に合わせて処理し切削加工を行う．本
症例では中切歯用に B1シェード，側切歯は中切歯より
彩度がやや高いため A1シェードの CAD/CAMブロッ
クを使用した．
　図 4は加工終了後に若干の内面調整とコンタクト調整
を行って作業模型におさめたところである．こののちに
細かな表面性状を付与して艶出し研磨に移る．もともと
ワックスアップの段階で唇面溝などは再現しているう
え，適切なミリングバーと加工パスの設定により意図し
た形状が再現されているため，深く傷をつけたり大きく
削り込むような研削材は使用を避ける．
　図 5は EVEFLEX600 #606中（製造元 EVE社 /販売

図 1　支台歯の条件による修復後のみえかたの違い
　Aはデンチン色コアーにクラウンを被せたところ．Bは
ホワイト色コアー，Cはメタルコアー，Dはオペーク色ト
ライアルペーストを介在させたところ．

図 2　 症例 1：右上中切歯および側切歯の CAD/CAM冠
症例の比色シェード写真

図 3　 ワックスアップを行いダブルスキャンテクニック
でデザインした画面

図 4　ミリング加工が終了し作業模型におさめたところ
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元 中部歯科産業）でマージン付近やコンタクトの調整
を行い，軽く表面の切削痕をならしながら表面性状を整
えているところである．そのあと P-ハイブリッド（モ
リタ東京製作所）を十分含ませたロビンソンブラシ HP

（製造元 ポリラビット /製造販売元 茂久田商会）で艶
出しまでを行う．最後に研磨剤を付けない綿糸ポイント

＃ 103（製造元 ポリラビット /製造販売元 茂久田商
会）を素材の表面に軽く当てることで簡単に深みのある
つやを得ることができる．
　図 6は完成した CAD/CAM冠を作業模型にもどした
ところで，図 7は口腔内に装着された様子である．支台
歯の色調，クラウンのクリアランスなど適正な補綴環境
が整えば，患者の満足度は十分に得ることができる．

症例 2
　図 8に示すように，本症例の支台歯には歯頸部側 1/3
には失活による変色領域が確認できる．
　CAD/CAMブロックは比色シェード写真を参考に A1

を用いて加工したが，クラウン内面に水を入れて試適し
たところ，とくに歯冠の歯頸寄り半分が暗くなった（図 9）．
　図 10は内面にオペーク色のトライインペーストを入
れて再試適したようすである．図 9に比べて支台歯色調
の影響が軽減されていることがわかる．

図 5　 軽く表面の切削痕をならして表面性状を整えてい
るところ

図 6　 完成した CAD/CAM冠を作業模型にもどしたと
ころ

図 7　口腔内に装着された状態 図 8　 症例 2：左側中切歯の CAD/CAM冠症例の比色
シェード写真

　歯頸部側 1/3には失活による変色領域が確認できる．

図 9　クラウン内面に水を入れて試適したところ
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F．おわりに

　前歯部 CAD/CAM冠ブロックにおいては新技術とし
て複数の色調を積層した構造が評価され，臨床応用が始

まっていることと思われるが，その特性を理解して製作
することが肝要である．また，患者への安心安全な医療
提供体制にむけて，補綴物等の質の確保を図ることを目
的に，シェード写真や形成量，装着の際の使用セメント
などチェアサイドとの連携をとることを念頭におきたい．

　本稿に関連し，開示すべき利益相反（COI）関係にある企
業はない．

参考文献

 1） 末瀬一彦：前歯部 CAD/CAM冠の臨床応用の留意
点，日歯医師会誌 73（11）：4-16，2021．

 2） 山田和伸，竹内義真：前歯部 CAD/CAM冠の特徴と
歯科技工　日本歯科技工学会専門歯科技工士講習会，
日歯技工誌 42（2）：145-150，2021．

図 10　 クラウン内面にオペーク色のトライインペース
トを入れて試適したところ
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前歯 CAD/CAM冠技工に支台歯トリミングは必要か？
―IOS利用による模型製作をしない技工の利点―

株式会社医科歯科技研

藤原　芳生
（実験協力　衣笠　智美，松尾　洋祐，花口　幸恵）

歯科技工最前線 特集　「前歯部CAD/CAM冠ブロック」 

A．背　　景

　CAD/CAM冠製作において，一般的には石膏模型を
デスクトップタイプ・スキャナで計測することが多い
が，当社ではスマート法と呼ぶ口腔内スキャナを使用し
て計測する技法が好結果を得ている．そこで以下にその
利点を述べてみたい．
　健康保険による CAD/CAM冠製作は，その制度上，
口腔内を印象採得した石膏模型を必要とすることになっ
ている．そして模型製作後，支台歯部はトリミングされ
ることになる．その後，支台歯模型と共に対合歯もス
キャナによってデータ取得され，クラウンのデザインが
始まる．
　ここまでの一連の操作ですでに歯肉情報は失われてお
り，さらに支台歯のショルダーマージンなどエッジ部の
データは欠落している．一言でいえば，角があるはずの
ショルダーマージンがスキャンデータでは丸く再現され
てしまう現象で，このような画像は臨床家は日々観察し
ているはずである（図 1）．このままクラウンをデザイ
ンし造形すると図 2のようにマージンのエッジ部に本来
ないはずのバリ状の突起物ができ，大きく補綴装置の適
合を損なうことになる．これはスキャナ特有の原理的欠

陥でエッジロス現象というが，この問題については何ら
対処されていないのが現状である．この原因や解決策の
詳細についてはすでに QDT誌上に発表しているのでそ
ちらを参照していただきたい（注1）．
　さて，当社ではこの問題に対して上記論考で触れた
CAD上の工夫や特殊なソフトによって解決してきた
が，多少とも作業時間を必要とするものであり，もっと
簡単な方法はないかと実験を繰り返してきた．その結
果，当社でスマート法と呼ぶ 簡単な方法が見つかり， 臨
床実感としては 95%以上の症例に適用できることがわ
かったのでここに報告する．
　（注 1）QDT2021年 10月号　藤原芳生「スキャナの原理
的欠陥・エッジロスとその解決」：当社ホームページあるい
は筆者の Facebook，髙田光彦先生（神戸市）による
YouTubeラ イ ブ 番 組「光 彦 の 部 屋 」（https://youtu.be/
wW9mbWaoTtM）でも説明動画が公開されている．また
2021年中にダイトク化研ホームページでも公開の予定．

B．スマート法の原理

　CAD/CAM冠を製作するとき，一般的に支台歯をト
リミングしてからデスクトップタイプ・スキャナによっ
てスキャンデータを取得するが，この場合必ずエッジロ
スを起こす（図 3A）．そこで当社では口腔内スキャナ

図 1　エッジロス現象
　ショルダーマージンのエッジをはじめとしてエッジ形状はスキャナによって計測することはで
きないという欠陥による現象で，エッジは必ず丸みを帯びる．
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（以下 IOS）を使ってスキャンすることにしている．デ
スクトップタイプ・スキャナでは模型製作もせず，支台
歯のトリミングもせず，とくに隣在歯付近のマージンを
スキャンすることは不可能であるが，IOSなら簡単にス
キャンデータを得ることができる．しかもトリミングし
ていないことによりエッジ部が強調されていないので，
エッジロス現象を起こすことなく計測可能なのである
（図 3B）．
　図 4はその実例である．石膏模型ではマージンが明瞭
であるにもかかわらず （図 4A），スキャンデータになる
と （図 4B），マージンがぼやけている．これはエッジの

下部の計測ポイントをスキャナが支台歯の形状として認
識していないためであり，ほぼエッジロスを起こしてい
ない状況となる．このデータの断面図を見るとそれは一
層明らかとなる．それを示したのが図 5であり，支台歯
のほぼ真ん中の唇舌方向の断面であるが，石膏模型では
明瞭に存在したマージンの切れ込みはデータとしては表
れていないのがわかる．本来なら図中の矢印付近にマー
ジンの切れ込みが存在するはずであるが，図 4Aに見ら
れるマージンが図 5では全く観察することができない．
　つまり，切れ込みの消失とともにエッジロスも消失し
ているということになる（図 5）．もちろんマージンの

図 2　エッジロス状態でのデザイン結果
　ショルダーマージンのエッジに不要なバリ状の突起がで
きている．これは本来ないはずのもので取り除かなければ
ならないものである．一般的には，造形後マイクロスコー
プ下で削り取るが，非常に注意力を必要とする作業である．

図 3　スキャンデータの計測ポイントとライン（青点は計測ポイントを示す）
A： トリミング後にスキャンした計測ポイントとラインの状態．スキャナによる計測ポイントの内，
エッジ付近はノイズとして省かれ，エッジロス現象を起こす．

B： 歯肉がマージンに接近している場合の計測ポイントとラインの状態．エッジの奥をスキャン
しないため，ほぼエッジロスを起こしていない．

図 4　石膏模型とスキャンデータ画像の比較
A：石膏模型ではショルダーマージンのラインは綺麗に見えている．
B： 同部位のスキャンデータ画像ではマージン付近がボケており，マージンが明瞭ではな
い．これはエッジの下部の計測ポイントをスキャナが支台歯の形状として認識してい
ないためであり，ほぼエッジロスを起こしていない状況となる．
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位置の特定が断面図上ではできないということでもある
が，断面図でマージン設定をするわけではなく，図 4B

のような画像上でマージン設定をするので不可能という
ことではない．口腔内を直接 IOSでスキャンしたのち
マージン設定をするのと，カラー表示がないだけでほぼ
同じ状況だといえる．
　マージンの位置が歯肉縁下深くに設定されている場合
は，スキャン時の光が届くように図 6のピンク部を削り
取る程度にすればよい．こうすればショルダー下部の計
測ポイントはスキャナによってノイズとして誤認識さ
れ，その結果，エッジロスを起こさないだけではなく，

ガム付き模型を製作しなくても歯肉を意識したデザイン
が可能となる（図 7）．
　石膏を削って模型を製作すると大量の埃や音が出るた
め，当社ではジルコニア・オンパウダーなどの模型製作
が必要な場合には図 8のように，隣在コンタクト部が分
割されたプリント模型を使用することにしている．石膏
模型をほぼ触ることのないようにしているわけである．

C．応用結果

　支台歯はトリミングするものであるという既成概念か

図 5　スマート法によるスキャンデータの断面図
　図の矢印部付近に図 3で見えていたマージン部の切れ込みを見ることが
できない．

図 6　 マージンが歯肉縁下深く設定されている場合
のトリミング

　ピンク部を削る程度にしてスキャンすると，エッ
ジロスを起こさない．

図 7　スマート法の副効果
　スマート法ではほとんどトリミングしていないため，
ガム付き模型を制作しなくても歯肉を意識したデザイン
が可能である．

図 8　隣在コンタクト部が分割複位式となっているプリント模型
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らであろうか，あるいはデスクトップタイプ・スキャナ
では隣在歯付近のマージンがデータ取得できないという
ことからか，一般的には支台歯はトリミング後にスキャ
ンされることが多い．そのデータ上でデザインした場
合，図 9Aのようにマージン部に不要なバリ上の突起が
できてしまう．IOSなら模型製作しなくても，トリミン
グしなくてもスキャンデータが得られる．しかもその
データはエッジロス現象を起こすこともなく，少なくと
もシングルクラウンについては精度も保証されている．
IOSを利用すれば図 9Bのように非常に綺麗なマージン
のデザインデータが得られ，造形後の適合作業も容易で
あることがわかった．
　ここまではスマート法の利点について述べてきたが，
欠点もある．つまり先述したエッジを再現しないことで
厳密にマージンを特定できないことがある．マージンか
ら歯肉への移行が図 6のようであれば大きく間違うこと
なくマージンを特定できるが，図 3Bのように平行移行
に近い場合には特定できないことがある．その結果，図
10のように断面図ではマージンが不確定のままデザイ
ンが進む．そのような場合，当社ではマージン設定を
オーバーハング気味に設定し，造形後トリミングした支
台歯模型を使って調整することにしている（図 11）．

D．結　　論

　以上から，IOSを使用し支台歯をできるだけトリミン

グせずにスキャンすることのメリットがおわかりいただ
けたことと思う．当社では現在，トリミングせずに技工
作業を進める IOS利用のスマート法による技工が大半
を占めており，少なくともシングルクラウンについては
インプラント上部構造も含め全てがスマート法である．
模型製作数は 1年前の約半分，デスクトップスキャナは
以前 6台使用していたのが現在では 1台のみとなり，そ
のかわり IOSは常に 5台がフル稼働となっている．
　今後当社では，よほどの機能が追加されない限りデス
クトップタイプ・スキャナを購入することはなく，毎年
IOSが何台か増えるであろうと予想している．IOSを利
用すれば，ほぼ支台歯のトリミングは不要なのである．

図 9　 一般的なデザインデータ（A）とスマート法によるデザイ
ンデータ（B）のマージンの違い

　Aのようなマージン部の突起をマイクロスコープ下で支台歯に
適合させるのは非常に難易度が高い．Bではマージン部にエッジ
ロス現象によるマージン部の余分な突起が見られず，オーバーハ
ングした部分を支台歯に合わせるのは比較的容易である．

図 10　スマート法によるデザインデータの断面図
マージン部にエッジロス現象は見られないが，マージンの位置が特定しづらい．

図 11　造形後のマージン修正
A：スキャンデータ取得後トリミングした支台歯
B： マージンのオーバーハングしたところを Aにセット
し調整している
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日本歯科大学東京短期大学 歯科技工学科
Department of Dental Technology, The Nippon Dental University College at Tokyo

〒102-0071　東京都千代田区富士見 2-3-16　　TEL：03-3265-8815　　FAX：03-3265-8928
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1．本学の沿革

　日本歯科大学東京短期大学の母体である日本歯科大学
は，明治 40（1907）年に創設されました．昭和 43

（1968）年に，本学の前身である日本歯科大学附属日本
歯科技工専門学校が開校し，歯科医師とともに歯科医療
の臨床に携わる医療従事者としての歯科技工士と歯科衛
生士の養成を目的として，40年以上，教育の実績を積
み重ねてきました．また，平成 17（2005）年に日本歯
科大学附属歯科専門学校を基盤とした日本歯科大学東京
短期大学を新たに設置し，社会の要請に応える歯科技工
士と歯科衛生士の養成に当たることにしました．
　校舎は，東京の中心にほど近い飯田橋駅から近距離に
位置しています．また，周辺には神楽坂，日本武道館，
靖国神社，北の丸公園，千鳥ヶ淵など，魅力あふれる個
性的なスポットがたくさんあります（図 1，2）．

2．建学の精神

　学校法人日本歯科大学の建学の精神は「自主独立」で

あり，本学の建学の目的を「心・技・体が調和した人間
性豊かな歯科医療スペシャリストの育成」としています．

3．教育の理念

　本学の学則には，その目的を「本学は，教育基本法と
学校教育法の精神に基づき，歯科技工と歯科衛生に関す
る専門の知識・技術を教授研究し，豊かな教養と人格を
備えた，高度な医療技術者を育成し，もって国民の保健
医療の向上に寄与することを使命とする．」と定めてい
ます．この目的を体として，医学の一領域・人体の健康
を担当する医療人として，知識，技術および倫理観な
ど，学・術・道を兼ね備えた歯科技工士と歯科衛生士を
養成しています．

4．教育の目的

　教育の理念を具現化するために，歯科技工学科では 2

年間，歯科衛生学科では 3年間の在学期間中に，一般教
養科目の充実を図って短大教育の特色を出し，専門科目
については，歯科医療の基礎と臨床に関する最新の講義
と基礎・臨床実習を行っています．
　高度の専門知識と技術，応用的研究能力，さらに豊か
な人間性を身に付けた歯科技工士・歯科衛生士の総合的
な教育を行い，グローバルな視点を持ち，歯科医師との
チーム医療により，国民の歯科保健増進に総合的に寄与

学 校 紹 介

図 1　本学正面 図 2　千鳥ヶ淵
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する人材を育成することを目的としています．

5．教育の目標

① 　幅広い教養と倫理観を持った歯科技工士・歯科衛生
士を育成します．

② 　人間性豊かで人の痛みが判る優しい歯科技工士・歯
科衛生士を育成します．

③ 　コミュニケーション能力が優れた歯科技工士・歯科
衛生士を育成します．

④ 　歯科医学の最新の知識と技術を生涯学び続ける意欲
と能力を持つ歯科技工士・歯科衛生士を育成します．

⑤ 　将来の良質な歯科医療の確立を目指し，応用的研究
能力を持つ歯科技工士・歯科衛生士を育成します．

⑥ 　社会の要求と EBM（Evidence Based Medicine）を
重んじた歯科医療に貢献する歯科技工士・歯科衛生士
を育成します．

⑦ 　問題を見出し解決する能力を持つ歯科技工士・歯科
衛生士を育成します．

⑧ 　地域医療に貢献できる歯科技工士・歯科衛生士を育
成します．

⑨ 　健康増進に貢献できる歯科技工士・歯科衛生士を育
成します．

⑩ 　グローバルに活躍する歯科技工士・歯科衛生士を育
成します．

6．学生定員数

　本学・歯科技工学科の就業年限は 2年間で，学生定員
数は 35名です．

7．授業科目について

　歯科技工学科 1年次には，幅広い教養と人間性の豊か

さを養うために，基本英語，総合英語，美術概論，情報
リテラシー，健康科学，法学，コミュニケーション学な
どの科目を設定しています．また，選択科目として，心
理学または文章表現法の科目も設定しています．そのほ
かには，歯科技工学概論をはじめ，歯および口腔解剖学
基礎，歯科理工学基礎，有床義歯技工学基礎，歯冠修復
技工学基礎など，歯科技工の基礎を講義と模型実習など
によって履修します．授業は，本学専任教員，日本歯科
大学生命歯学部各講座の教員，附属病院各診療科の教
員，外部からの非常勤講師が専門とする分野を担当し，
総合的に教授します（図 3）．
　歯科技工学科 2年次には，日本歯科大学附属病院にお
いて，病院技工実習（見学）を行います．同病院内の診
療科などへ順次配置され，診療の現場で密度の濃い指導
を受け，実践的な歯科技工実習を 1年次に引き続き行っ
ています．さらに，歯科技工士としての心・技・体の見
識と技術を身に付けます（図 4）．

8．学習環境

　本学の学生は東京短期大学の施設に加えて，日本歯科
大学の保有する施設を利用することができます．本学に
隣接し，近代的な建物が目を引く附属病院，体育館，ま
た徒歩数分のところに，日本歯科大学生命歯学部や図書
館などがあります．その他にも，女子寮や神楽坂上
フィールド，小金井スポーツ施設など，さまざまな施設
があります（図 5～ 10）．

9．まとめ

　本学では，2年間の履修で歯科技工士としての専門性
を習得するために体系的なカリキュラムを組んでいま
す．また，短期大学士の学位を授与するに相応しい高い
教養を身に付けるために，基礎分野の充実化を図り，特

図 3　授業風景 1 図 4　授業風景 2
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にチーム医療に参画するために必須であるコミュニケー
ション能力の向上を目的とする教育内容をプランニング
しています．専門基礎分野・専門分野においては，歯科
技工士として必要な知識と技術を習得することが可能な

体系的なカリキュラムプランニングを行っています．と
りわけ，医療人としての自覚を促すことを目的として，
歯科技工学の学習の意欲が向上するカリキュラム編成を
行っています．

図 5　体育館 1

図 7　体育館 3

図 9　女子寮

図 6　体育館 2

図 8　図書館

図 10　神楽坂上フィールド
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日本歯科学院専門学校 歯科技工士学科
Japan Dental Technician’s & Hygienist’s College

〒577-0803　大阪府東大阪市下小阪 4-12-3　　TEL：06-6722-5601　　Fax：06-6722-5603

http://www.jdm.ac.jp

1．沿　革

　本校は，一般社団法人「清医会」を母体とし，全人的
な医療技術者を養成する目的で設立された専門学校です．
1979年 3月，歯科技工士と歯科衛生士の養成を目的に
厚生省の指定を受け，日本歯科学院専門学校を開校．
1980年 3月に姉妹校として臨床検査技師の養成校，日
本医療学院専門学校を開校しました．
　1985年，日本歯科学院専門学校・日本医療学院専門
学校を統合する校舎が現在地（大阪府東大阪市下小阪）
に完成（図 1）．2003年 4月に若江寮を新設（女子 54

室），2004年に瓜生寮（女子 30室），2015年に学生専用
駐車場（二輪 50台，四輪 25台）を整備しました．そし
て 2018年には若江西寮を新設（男子 18室）しています
（図 2，3）．
　同年 9月に，開校 40周年を記念して教室の大規模改
修を行いました（図 4）．

2．法人の理念

　本校の法人の理念は，『より良い学生を育てることで
学生に貢献し，延いては社会に貢献する．我々の幸せを

追求する』ことです．
　教職員は，より優秀な学生を育て医療界に送り出すこ
とで学生に報い，その結果，社会に貢献するという使命
感に燃えています．
　「一人ひとりを大切に」をスローガンに，ともに学ぶ
姿勢で学生に接しています．優秀な人材をひとりでも多
く養成し，医療界を引っ張っていくリーダーを育成する
学校です．

3．教育方針

　本校の教育方針は，全人教育を通して「学ぶ姿勢を持
つ心温かい医療技術者の育成」を掲げています．「学ぶ
姿勢を持つ」とは，日進月歩で技術革新する医療の世界
において，常に向上心をもち，業界をけん引する志の高
い人間のことであり，そうした人材を育成します．
　「心温かい」とは，相手の立場にたって考えられる，
周りの人への思いやりです．今日の医療はチーム医療が
中心となっています．社会性をもった心根の優しい人材
を育成します．

学 校 紹 介

図 1　校舎外観
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4．教員構成

　日本歯科学院専門学校の専任教員は 19名で全員が歯
科医師，歯科技工士，歯科衛生士の免許を保有していま
す．非常勤は 95名です．大阪大学をはじめとした病
院，臨床現場で活躍されている歯科医師等で構成されて
います．

5．学生数

　歯科技工士学科の 1学年の定員は 30名で，修業年限
は 2年間（昼間）です．男女比率は女子学生の入学が増加
しており，2021年 4月入学生は 8割が女子学生でした．
　現役の高校卒業生のみならず，大学卒業生や社会人経
験者の入学も多いです．
　2016年より「専門実践教育訓練給付金・教育訓練支
援給付金」制度の対象校に指定されました．2021年に
は引き続き指定され現在に至ります．
　親子・兄弟姉妹の入学者が多いのも本校の特色です．
（実績 74組※2004年以降本校調べ）．最も多い年では，

6組の親子，兄弟入学がありました．

6．教育カリキュラム

　歯科技工士学科のカリキュラムは，基礎分野，専門基
礎分野，専門分野 67単位を修得します．基礎分野の外
国語においては，歯科英語のみならず，中国語やドイツ
語を学ぶことにより，国際色豊かな人材育成を目標とし
ています．造形美術概論では，歯科技工士に必要な色彩
力，立体を製作する力を養います．
　本校は，担任制をとっており個々の学生指導をきめ細
かく習熟度別で指導しています．日常の取り組みとし
て，授業は 9時からですが，8時半から専門科目の勉強

や歯のスケッチの反復練習などを実施しています．
　年 1回，数日間にわたり，企業説明会や CAD/CAM

講習を実施しています．デジタル技工の現場で活躍して
いる卒業生の講演を通し歯科技工業界のニーズに対応し
たスペシャリストの育成にも力を注いでいます．

7．学校行事

　4月の入学式を終えると，健康診断，歯科検診を毎年
実施します．特に歯科検診については，口腔内状態を追
跡し，歯科医師である校長のもと，歯科衛生士学科と連
携し継続した口腔内ケアを実施しています（検診費用は
無料）．
　6月末には国内研修を実施しています（2020年，2021

年は新型コロナウイルス感染症対策として中止し代替を
実施）．男子は鳥取県大山，女子は広島県帝釈峡へ行き
ます．国内研修では，集団生活による自主性・社会性に
ついての認識，教官と学生の交流，自然環境の観察など
を行います．その他にも，臨床検査技師学科卒業生によ
る心肺蘇生講習会や文化祭など，歯科単科の専門学校で

図 3　寮室内

図 4　歯科技工教室

図 2　本校専属寮（3棟）
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は学ぶことのできない行事が多くあるのが本校の魅力で
す．

8．就職活動・社会貢献

　本校では目標明確化プログラムとして，入学当初から
カウンセリングを実施しています．将来どのような職場
で働きたいのか，5年後 10年後の自分を考えさせてい
ます．第一線で活躍している卒業生を招き，社会に出る
前の心構えを学ぶ講演会を実施しています．最終学年進
級後は求人票の見方や社会保障などの勉強会などより具
体的な指導を行い，夏休みには技工所見学や職場体験な
ど積極的に参加させています．
　本校の歯科技工実習室は，KAVO社の技工台を合計

102台導入しています．教室も最新の機器を設備してお
ります（図 5～ 8）．これらは業界研修会にも利用され
ています（今年度は，大阪 SJCDが使用）．

9．まとめ

　創立 43年を迎え，開校以来 7,349名を超える卒業生
を医療技術者として世の中に送り出してきました．本校
では開校当初より，国家試験合格だけを目標にするので
はなく，日常の挨拶や言葉遣いにいたるまでの全人教育
を実施しています．これからも医療人としての人間性を
高め，業界のニーズに対応できる人材の育成に努めてま
いります．

図 5　歯科技工実習室

図 7　ポーセレン室

図 6　石膏コーナー

図 8　模擬診療室
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大信貿易株式会社

1．会社概要
社　　名：大信貿易株式会社
設　　立：1970年 4月
事業内容：歯科医療製品の輸入販売
所 在 地： 本社〒592-8346　大阪府堺市西区浜寺公園町

3-231-3
TEL：0120-382-118

URL：https://www.daishintrading.co.jp/

2．主要製品
　弊社では，CAD/CAMシステム・CAD/CAM用マテ
リアル・インプラントシステム・歯科用合金・歯科用ア
タッチメント・ハイパフォーマンスポリマーなど，幅広
い歯科医療機器を主に欧州より輸入，販売しております．
　その一方で，デジタルデンティストリー推進のために
ミリングセンター・デンタルルネサンス CAD/CAMセ
ンターを設立し，ソフトウェアのエラー対応や各種フ
レーム，保険適用 CAD/CAM冠切削などのユーザーサ
ポートを行っております．
1）CAD/CAMシステム（図 1）
　2006年より 3Shape製ラボスキャナー，口腔内スキャ
ナーを中心に CAD/CAMシステムを展開し，弊社が運
営するミリングセンター（デンタルルネサンス CAD/
CAMセンター）と共に多くのお客様へ 15年以上のサ
ポートを継続しております．
　2011年に世界初のジルコニアフルクラウン「ゼノス
ター」を国内に導入，ジルコニアフルクラウンは今日，
なくてはならない補綴物として世界中で活用されていま

す．
2）CAD/CAM用マテリアル（図 2）
　口腔内スキャナー時代を見据え，モデルレスでも安定
して高精度を実現する Dental Direkt社（ドイツ）のジ
ルコニアマテリアルには，高透過度，高審美，高強度
等，さまざまな症例に対応可能な種類が取り揃えられて
おります．
3）デンタルルネサンス CAD/CAMセンター（図 3）
　CADを導入した歯科技工所のパートナーとして，ミ
リングセンター・デンタルルネサンス CAD/CAMセン
ターを運営しております．Dental Direkt社のジルコニ
アマテリアルをはじめ，ペクトンアイボリー，保険適用
CAD/CAM冠，チタンカスタムポスト，チタン／CoCr

インプラントブリッジ等の製造が可能です．
4）インプラントシステム（図 4）
　スウェーデン &マルティナ社（イタリア）が提供す
る PRAMA（プラマ）インプラントは，歯肉の成長を促
進させる B.O.P.Tテクニックのコンセプトを応用してお
り，硬組織・軟組織に最適なインプラント補綴に不可欠
な要素をすべて備え，組織の再成長や審美のためのバイ
オロジーを考慮したインプラントシステムです．
5）歯科用合金（図 5）
　弊社で一番歴史のある製品は Cendres & Metaux社
（スイス）の歯科用合金と歯科用アタッチメントです．
　同社は，高級時計製造で有名な Biel/Bienに社を構

賛助会員紹介

図 1　3Shape E4 RED 図 2　DDキューブワンML（ナカジマナイン）
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え，高品質の合金を製造しています．
6） 歯科用アタッチメント，ハイパフォーマンスポリ
マー（図 6）

　同じく Cendres & Metaux社からは，高精度の歯科用
歯冠外アタッチメントとハイパフォーマンスポリマー・
ペクトンを取り扱っています．ペクトンは，ロケーター
システムと互換性のある CMロックアタッチメントの
インサートにも使用されている新素材です．

3．わが社の社風
　弊社は，社会から必要とされる企業であり続けること
を理念に，最新の歯科医療機器，最新の情報を提供し，
それに付随したお客様個々のニーズに合う提案営業を心
がけております．社内においては，メンバーがお互いを

尊重し共通の目的を実現，その過程で学び成長し続ける
ことを目標としております．

4．最新の事業
　口腔内スキャナーを中心としたデジタルデンティスト
リーに弊社をご選択いただいたお客様がいち早く対応で
きる体制を構築する一方で，SNSを介したアプローチ
で国民のデンタル IQ向上を目指しています．

5．日本歯科技工学会への取り組み
　出展を通じてお客様とコンタクトを取り，お客様，患
者様にメリットのある製品やそれらの運用方法，セミ
ナー等の紹介をしてまいります．

図 4　PRAMA（プラマ）

図 3　デンタルルネサンス CAD/CAMセンター

図 6　CMロック

図 5　CM歯科用合金



日歯技工誌　43：100～101，2022 

株式会社データ・デザイン

1．会社概要
社　　名：株式会社データ・デザイン
創　　立：1989年
事業内容： 製造業向け情報化支援ツール（CAD/CAM/

CAE/シミュレーションなど）の開発・販売・
サポート．三次元デジタル要素技術の研究・
開発．三次元デジタル技術を基幹としたシス
テム企画・提案（工業／医療／教育／エン
ターテイメントなど）

所 在 地：［本社］愛知県名古屋市
　　　　　［ソリューションズセンター］神奈川県横浜市
TEL：本社（052）953-1588

　　　ソリューションズセンター
　　　（045）478-0588

HP：https://www.datadesign.co.jp/

2．主要製品
1）工業用
　3Dスキャナ，リバースモデラ，3Dプリンタ，CAD/
CAM，解析，シミュレーション，AR/MRなど
2）歯科用
　CADソフトウェア・3Dスキャナ／DentalWings／
SHINING 3D，CAMソフトウェア／WORKNC DENTAL，
ミリングマシン／DGSHAPE・モディアシステムズ，3D

プリンタ／Formlabs，医療用 DICOMデータ変換ソフ
トウェア D2Pなど
3）製品紹介
　図 1～ 8で紹介します．

3．わが社の社風
　1989年に工業用 CAMソフトウェア事業にてスター
トした弊社は，2019年に創業 30周年を迎えた今も社名

賛助会員紹介

図 1　歯科用 3Dスキャナ　SHINING 3D社製 DS-MIX 図 2　歯科用 3Dプリンタ　Formlabs社製 form 3B

図 3　歯科用ミリングマシン　DGSHAPE/DWX-52D

図 4　WORKNC DENTAL/ZMA2-52Dを使用した 

デュプリケートデンチャー製作事例
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の通り，多くのお客様のデータをデザインするお手伝い
をさせていただいております．現在ではソフトウェア・
オリエンテッドをテーマに各種ハードウェアソリュー
ションとも連携して国内外のパートナーとヘルスケア分
野，歯科技工分野への展開も継続させていただいており
ます．

4．最新研究
　歯科技工の作業効率化をテーマに各種システムを活用
して，口腔内スキャナからデータ受けのジルコニアイン
レーをモデルレスでの製作や，訪問診療向けデュプリ

ケートデンチャー，高機能プラスチックを活用した補綴
装置の切削加工などの研究を行っております．

5．歯科技工学会への取り組み
　この度はこのような貴重な機会をいただきありがとう
ございます．今後，歯科技工分野のデジタル化はさらに
普及拡大し浸透していくことが見込まれますが，弊社で
は工業界での DX化事例など最新の潮流を企業展示コー
ナーにてご案内をさせていただきたく存じます．会場開
催型の学会が再開された際には，ぜひ弊社ブースにもお
立ち寄りいただけますようお願い申し上げます．

図 5　3D計測自動化プラットフォーム 

Geomagic Control X　※薬事未承認品

図 7　デジタルクレイモデラ　Geomagic Touch 

※薬事未承認品

図 6　歯科用ミリングマシン　Modia ExMile EXM-5S

図 8　医療用 CT対応 DICOMコンバーター　D2P 

※薬事未承認品
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デンケン・ハイデンタル株式会社

1．会社概要
社　　名：デンケン・ハイデンタル株式会社
設　　立：2014年 7月
事業内容：歯科材料および歯科用機器の製造・販売
所 在 地： 〒601-8356　京都府京都市南区吉祥院石原京

道町 24番地 3

TEL：075-672-2101（代）
URL：https://denken-highdental.co.jp/

2．主要製品
　主要製品は CAD/CAM冠を筆頭に 3Dプリンター材
料やジルコニアなど自社製造のデジタル材料や関連する
器械にシフトしており，下記の製品に注力しています．
1）3Dプリンター材料
　クラスⅡの材料として薬事認証を受けた「DH Print

プロビジョナル CB」（図 1）を開発しました．曲げ強さ
は硬質レジン規格を大きく上回る 124MPaであり，口
腔内での使用日数制限もありません．切削加工と比較す
ると，3Dプリンティングは一般的に安価かつスピー
ディーに生産でき，実際にご使用いただき適合も良好な
ことから高い評価をいただいております．
　また，これから進むデンチャー領域のデジタル化も牽
引すべく，義歯床用の「DH Printデンチャーベース」
（図 2）や定価 15万円の 3Dプリンターを市場投入しま
した．（図 3）
2）ジルコニア材料
　国内のミリングセンター様，数社のご協力のもと，5

層グラデーションの「ジルコアート 2」（図 4）を自社開
発しました．色調や適合にこだわった商品ですが，今後
はさらにシェードや，透光性のバリエーションを増やす
予定です．

賛助会員紹介

図 1　DH Printプロビジョナル CB

図 2　DH Printデンチャーベース

図 3　定価 15万円 DHソニックマイティ 4K 図 4　5層グラデーション ジルコアート 2
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3）CAD/CAM冠材料
　前歯～大臼歯に対応している「ブリージョ CADブ
ロックシリーズ」は，ナノサイズのフィラーを組み合わ
せ，特に研磨のしやすさに定評があります．前歯用発売
に合わせてブロック間の色調調整も行い口腔内で調和す
る色調としました．また，ポスターやリーフレットと
いった院内コミュニケーションツール（図 5）を充実さ
せることで，CAD/CAM冠の普及と，歯科技工所さん
の支援をしています．
4）SOLA　DH‒DIGITAL SOLUTIONS
　スキャナーやミリングマシーンなどの CAD/CAM器
械と，exocadなどのソフトウェアに，自社開発の材料
を組み合わせ，これら器材が歯科技工所飛躍の「種」と
なってもらいたい想いから，「SOLA」（Seed of labora-
tory）というシステムを構築しています．ライセンス
料・保守料・材料費など維持費が高くなりがちな CAD/
CAM設備ですが，高精度を保ちながらも，使いやすく
維持費が抑えられるシステムを提案しています．

3．わが社の社風
　技工材料メーカーであるハイデンタル・ジャパン
（1981年創業）と技工機器メーカーであるデンケン

（1974年創業）が 2014年に合併し，デンケン・ハイデ
ンタル株式会社となりました．両社ともに歯科技工に特
化した会社であったため，社員には歯科技工士が多いの
が特徴です．2020年に新社屋を竣工し営業を開始．各
拠点を新社屋（図 6）に集約し，真の意味での統合を図
りました．材料と器械メーカーが一体となったことによ
る相乗効果を製品開発に結実させ，歯科技工士の皆様に
喜んでいただけるよう取り組んでいます．

4．最新の事業
　「Made in Japan」の 3Dプリント材料リーディングカ
ンパニーを目指し，同材料開発に注力しています．すで
に，国産では初となるクラスⅡの歯冠材料と義歯床用材
料をリリースしています．今後も新技術を取り入れ，製
品ラインナップの拡充を図ります．また，歯科のみなら
ず，エアーウォーター株式会社との連携で酸素濃縮器の
生産など医療分野の製造や新商品開発を行っています．
お客様からの信頼をベースに，これからも技術で世界に
貢献する社会的価値ある企業作りを目指してまいります．

5．日本歯科技工学会への取り組み
　例年，学術大会での商社展示を通じて会員の皆様へ新
しい情報を提供しております．歯科医療の発展に貢献で
きますよう邁進していく所存でございますので，今後と
も引き続き倍旧のご愛顧を賜りますよう，お願い申し上
げます．

図 5　CAD/CAM冠ポスターはこの他にも 1種類

図 6　新社屋には大型セミナールームを完備しました



編 集 後 記

　私たちの生活を一変させた新型コロナの感染状況もとりあ
えず収束傾向を見せてきている今日この頃，学会員におかれ
ましては，いかがお過ごしでしょうか．
　新型コロナの影響で，密な接触を避けるために外出自粛を
要請され，テレワークやオンライン会議，オンライン授業が
急速に普及し，必要に迫られれば新しい ZOOMなどという
アプリケーションを駆使し，いつのまにかオンライン学会が
開かれるようになってまいりました．
　ピンチをチャンスに変えるとはよく言ったもので，日本全
国に散らばる学会員をオンラインでつないで会議を行えると
いうのは，時間，経費の節約となりすごいことだと思いま
す．アフターコロナ，ポストコロナにおいても，オンライン
の良いところはどんどん活用していく世の中になればと思っ
ております．
　今期より，編集委員を拝命し，論文査読，編集業務を担当
させていただくこととなりました．論文査読，文章校正など
は，学会の重要な仕事であり粛々と委員会活動を行っていく
所存です．どうぞよろしくお願いいたします．
 （小泉）

　2022年 10月 22，23日に国際大会が東京ビックサイトで
行われます．今回で 7回目の国際大会となりますが，これま
で，国際大会は第 1回（京都），第 2回（京都），第 3回（横
浜）は日本歯科技工士会主催で行われました．第 4回（大
阪，2008年）は（一社）日本歯科技工学会の主催で，歯科
医療関係者約 4,000名が参加し，盛大に開催されました．第
5回（2013年）は韓国大田市，第 6回（2017年）は台湾台
北市で開催されてきました．
　4年に一度の国際大会ですが，本来は今年度（2021年度）
の開催予定でしたが，新型コロナウィルス感染症や東京オリ
ンピックの影響で来年度（2022年度）に行われることが決
まり，現在準備中です．特別講演，シンポジウム，企画講
演，テーブルクリニックなど盛り沢山の内容が企画されてい
ます．国際大会ですので基本的には英語で発表ということに
なりますが，日本語発表も受付できるようになっています．
　一方，日本歯科技工学会は 2020年に Asian Pacific Journal 

of Dentistry（APJD）https://www.jstage.jst.go.jp/browse/
apjod/を機関誌として採用することとなりました．今回の
国際大会において英語でプレゼンテーションをいただくこと
で，この APJDに投稿しやすくなります．皆様，一度チャレ
ンジしてみてはいかがでしょうか．
 （中川）
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